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【主 催】宮 城 県 
【後 援】文部科学省 

１０：１０～ 講演１ 

       「震災と国際協力 ～米国在住日本人医師による支援～」 

        講師：ニューヨーク・マウントサイナイ医科大学 内分泌内科教授 

柳澤 ロバート 貴裕 氏 

１１：０５～ 講演２ 

       「２つの大震災の子どもの心のケアに携わって」 

        講師：関西学院大学 人間福祉学部 教授    井出  浩 氏 

 

 

１３：００～ 子どもの心のケア活動報告１  

       報告者：宮城県子ども総合センター所長      本間 博彰  

 

１３：４５～ 子どもの心のケア活動報告２  

       報告者：宮城県教育委員会参事兼義務教育課長   桂島  晃 氏 

 

１４：２０～ 子どもの心のケア活動報告３  

       報告者：地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立精神医療センター 

 東日本大震災みやぎ子ども支援センター長 大原  慎 氏 

 

１５：００～ シンポジウム 「今後の子どもの心のケアのあり方について」 

       コーディネーター：本間博彰 

       シンポジスト：文部科学省初等中等教育局 健康教育・食育課 

                       健康教育調査官 岩崎 信子 氏 

              厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

東日本大震災の被災地子ども支援室 

室長代理 小松 秀夫 氏 

              ○柳澤ロバート貴裕 氏 ○井出 浩 氏 

              ○桂島 晃 氏     ○大原 慎 氏
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めに，地域生活を送りながら多職種によるサポートを受けられるよう

にする，新しいアウトリーチ型精神科医療というものが日本には必要

なんじゃないかということを，現地の先生方から強く聞きました。 

現地の様子が分かって，どういうことを長期的に支援することがで

きるか，または必要があるかということは何となく分かったんですけれ

ども，では，今度それを実際に行動として起こすにはどうすればよい

のか。もちろんお金が必要ですから資金財源の確保やリソースの活

用，それから民間だけではできることが非常に限られてくるので，政

府機関，民間の非営利団体，そして大学の組織，そういうものを使っ

て，組織的に大きな，うまくコーディネートされた支援活動にできな

いかと考えました。 

それで，まず財源なんですけれども，簡単ではないんですね。お

金を国際的に送るというのが。アメリカにはテロ対策の法律が強くあ

りまして，どんな善意のことでも外国にお金を送るということは，それ

は何かのテロを支援しているのではないかというふうに見られます。

そこで，ロータリーというような国際的支援の団体の力を借りて，ロー

タリーを介してお金を送ることをしました。ロータリーにアプローチさ

せていただく中で，ロータリー側が自分たちのプロジェクトとして発展

させていこうということになりました。ニューヨークは国連のあるところ

ですが，ちょうどそこの国際教育研究所でＮＧＯのリーダーが集まり，

日本の支援に入る団体や活動を60名以上の代表者が集まって考え

ました。その結果，日本のような先進国に米国からの義援金が600億

円を超えたのは，歴史上なかったことでした。我々の医師会はそこ

でも，心のケアというものがこれからは重要になるということを訴えま

した。 

そうしているうちに，アメリカの9.11家族会という，同時多発テロで

遺族や同僚を亡くされた，またはそれで大いに影響を受けた方々の

会があるんですけれども，そのメンバーたちが，被災地支援のプロ

ジェクトに関わりたいと申し出てきました。彼らはボランティアとして日

本に行き，ピアサポートができないだろうかと考えたのです。私はす

ごく悩みました。人種も違う，言葉も違う，そしてもともとの事件の理

由も違うということで，そういうことを乗り越えて，心が通じ合えるのだ

ろうかと。非常に悩んで，たくさんの方に相談したんですけれども，

やっぱりこれは分からなくて，結局やってみるしかないということにな

り始めたのがこの支援です。 

9.11家族会の支援は，ロータリーの活動ともリンクして行いました。

これはロータリーの大会があったニュージャージーの写真ですが，

福島の佐藤栄佐久前知事，福島県の前教育委員会委員長の高橋

弁護士，それと，今はもう亡くなられたんですけれども，仙台の常盤

製紙の社長であられた常盤さん等，被災地の方々をお呼びしました。

この方々が被災地の状況説明をしてくれたことで，さらに支援の輪

が広がりました。 

ここでまたＦＥＭＡに戻ります。長期的社会復興のプランの原則と

して，どういうプロジェクトがよいのかという提言があります。それはま

ず，地元の地域社会が主体になっていること。そして，地域住民が

大きく関与していること。そして，地方自治体と協力しながら地域社

会の復興を促進するためのプロジェクトを組むこと。以上のことが長

期的社会の復興につながると言っています。 

それで，我々が目をつけたのが，心のケアをするための現地の

様々なプロジェクトでした。例えばメンタルヘルスクリニック，そういう

ものを立ち上げたりサポートしたりしました。これは，「メンタルクリニッ

クなごみ」と言うんですけれども，病院がほとんどなくなった，また放

射線であけられなくなった福島の相双地区に，新しいアウトリーチに

よる医療サポートをしようと立ち上げたものです。その立ち上げに

我々も関与させていただきました。これが，その時の立ち上げのチ

ームで，日本国中から来ていました。 

また，この9.11家族会が実際に被災地に行って，サロン活動に参

加させていただきました。これは「一息の会」の取組です。アメリカの

9.11家族会が被災地の方の話を伺いたく訪問しました。昨年参加頂

いた方はもちろん，被災の体験をお話しいただける方，9.11家族会

の話を聞きたい方，どうぞお待ちしておりますとアプローチしました。

我々が幾ら支援したいといってもなかなか心は伝わらなかったと思う

んですけれども，現地の実際に被災地で活動されているチームと一

緒に行ったおかげで，お子様から大人までたくさん集まっていただ

きました。 

これは薫小学校といって福島で非常に放射線が高いと言われた

小学校です。そこへも行かせていただいて，子ども達と交流しました。

これはブレンダさんというニューヨークの女性の消防員ですね。こち

らは災害精神科医のキャッツ先生が娘さんを連れてこられて，学校

の子ども達と遊ばせているところです。 

今度は場所が変わりまして，石巻ですね。そこでも，日米の交流

の被災体験を語る会をしたいと。石巻メンタルヘルス心のケアセンタ

ーやからころステーションに，たくさんの方々を呼んでいただき，対

話の交流をすることができました。ここでは毎年のように続けさせて

いただいています。この方は，自分の娘が亡くなったことを写真にま

とめて持って来られました。娘の大きな夢は，アメリカのサンフランシ

スコに行って勉強することでしたが，その夢が叶わなくなった今，自

分がこれを持ってアメリカに行きたいということを強くおっしゃってい

ました。 

これは，岩手の大槌小です。「こころがけ」というグループが中心と

なり，被災者との対話集会を開催していただきました。 

これは岩手日報なんですけれども，「9.11と3.11一緒に進もう」，そ

して「被災者の交流，心通わす」「対話で前を向く遺族も出てきた」と

活動を取り上げていただきました。この握手をされている方々は，

9.11の時に副署長をしていた消防士と，大槌の消防団長さんでして，

両者ともたくさんのスタッフを亡くされ，そういう意味で非常に心温ま

る交流だったようです。 

これはニューヨークマンハッタンにあるトリビュートワールドトレード

センタービジティングセンターですが，ここに日本の支援に行きたい

と言う理由があります。それは9.11の時，佐々木禎子さんという，日

本で原爆の女の子と言われる方が折った小さな鶴が寄贈され，アメ

リカ人がその話を聞いてすごく勇気づけられたということがあったの
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○講演１「震災と国際協力～米国在住日本人医師による支

援～」 

ニューヨーク・マウントサイナイ医科大学内分泌内科教授  

柳澤ロバート貴裕 氏 

おはようございます。柳澤です。この報告会のことを本間先生から

お聞きし，本間先生をはじめとした宮城の取組に加え，我々の活動

も知っていただけたらと思い，参加させていただきました。 

はじめにマウントサイナイという，ニューヨークの医科大学がどうい

うところかということを簡単に説明しますと，病院としてできたのは

1852年。1968年から医科大学となり，現在大きな大学のキャンパスで

７つの病院を経営している大学です。9.11同時多発テロの事件後，

9.11で被災された方々，ボランティアをされた方々等，数多くの方々

をずっと「9.11家族会」として見守ってフォローしてきました。この家族

会はアメリカの連邦政府から認められたものです。そういう経験があ

る病院なので，この東日本大震災でも何か役に立てることはないか

と思い，関わりが始まりました。 

最初に被災地支援として医療ボランティアを募ったところ，米国日

本人医師会に連絡が殺到しました。しかしボランティアを日本でした

いと言っても勝手に行けるわけではなく，被災地のＤＭＡＴなどのチ

ームの下でちゃんと仕事をするということが条件ですので，そのため

の連絡網や組織作りが必要でした。そこでまず，医療派遣のフレー

ムワーク作りに取り組みました。また，うちの医科大学の医科部長か

らは，大学としてどのような支援ができるのか，そういうことを考えるよ

うに言われました。ニューヨークには，コロンビア大学，コーネル大学

等大きな大学があるので，それらと連携しながら，どうすれば一番効

果的な支援ができるかを考えました。 

我々はまず，東北復興のビジョンとして，被災地のニーズに合っ

た継続的で効果的な支援がしたいと考えました。何か，例えば物資

を送るとか，そういうことではなくて，組織的な取組による継続的な支

援から，お互いの被災経験を学んだり，協力できることが生まれたり

すればいいなと思っていました。 

それで，何度かこの私のプレゼンの中でリファーラルすることにな

りますが，ＦＥＭＡ，アメリカ連邦緊急事態管理庁ですね，そこが非

常にいいパンフレットを作っています。地域社会の再建の取組，過

去の様々な災害で実際に役立った手段，継続的で効果的な支援と

いうものを無償で公表していまして，そこからアイデアを少しとらせて

いただきました。それがこの継続的支援，Long-term community 

recovery programsです。まずステップ１として，東北地域社会の理解

をすること，Pre-disaster communityを理解することが第一で，それに

次いでどういう被災状況にあるかを把握すること，復興に有望な地

域の資源や人材を見つけ出すこと等が書いてあります。 

我々はまず，被災地の状況を把握するために，非常にアクティブ

に活動されていた徳洲会のＤＭＡＴのチームに参加させていただい

て，仮設の町役場，消防，そして医療総括本部が集まっていた南三

陸総合体育館で活動を一緒にさせていただきました。その時の状

況ですけれども，道路は寸断され，断水で，ガソリンも不足していま

した。災害本部は，仮設の救護診療所で本当に簡単なものでした

が，薬が豊富にあったり，資源，ヒューマン・リソースがたくさんそろっ

ていたりというのがあって，センターとしては非常に機能の強いところ

でした。 

そして，米国から約40名の参加がありまして，その中で26名を医

師，看護師が8名，それから診療看護師，ナースプラクティショナーと

言われるものですけれども3名，フィジシャンアシスタントが2名，保健

福祉士が１名。これ以外にも，実は80人のボランティアリストをつくり

ましたが，被災地支援，ボランティア活動は5月2日で終わるというこ

とでそれ以上の人を連れて来ることは出来ませんでした。我々がどう

いうことをしていたかというと，孤立された集落への関わりです。道路

が寸断されたり，ガソリンがなかったりで，医療センターに行けない

方々への巡回診療というのをさせていただきました。毎朝，実際に

現場に行って，現場といっても本当の医療施設ではなく，コミュニテ

ィーホールだったり，一民家だったりでしたが，そこに我々があらかじ

め行くということを言ってありますので，たくさんの人が来られて，薬

の配給だったり，何か悩みの相談だったり，いろいろなことをさせて

いただきました。このボランティア活動は宮城県だけだったんですけ

れども，縁があって福島の被災状況もぜひ見てほしいと福島のチー

ムから強い要望があったので，私と当時一緒にコア活動をしていた

外務省医務官の仲本先生と，福島の被災地の状況を見て回ること

にしました。 

この写真に写っている川内村の村長さんなどからいろいろな状況

を聞きました。福島に来て初めて，被災の問題として風評被害，原

発の問題があることを体感しました。そして，大きな体育館のような施

設に当時2,000人以上の被災者がおられて，そこで一番気にされて

いたのが，一つは感染症。そして，もう一つはやはり心のケアでした。

これからの中長期の対策としてその重要性を強く感じました。 

また，福島県立医大の丹羽先生，矢部先生をはじめ，福島県立

医大心のケアチームと会談させていただいて，相双と言われる沿岸

部の地区に新しい精神科医療・保健・福祉のシステムをつくる大き

なビジョンを聞きました。これを推進しているのは，ここに写られてい

る福島の佐藤栄佐久前知事です。我々の何かしたいという要望と，

現地のこういうことが必要なんだというニーズと供給がうまく合ったと

感じることができました。 

そして，災害から躍進する手段として，社会からの隔離を減らすた
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めに，地域生活を送りながら多職種によるサポートを受けられるよう

にする，新しいアウトリーチ型精神科医療というものが日本には必要

なんじゃないかということを，現地の先生方から強く聞きました。 

現地の様子が分かって，どういうことを長期的に支援することがで

きるか，または必要があるかということは何となく分かったんですけれ

ども，では，今度それを実際に行動として起こすにはどうすればよい

のか。もちろんお金が必要ですから資金財源の確保やリソースの活

用，それから民間だけではできることが非常に限られてくるので，政

府機関，民間の非営利団体，そして大学の組織，そういうものを使っ

て，組織的に大きな，うまくコーディネートされた支援活動にできな

いかと考えました。 

それで，まず財源なんですけれども，簡単ではないんですね。お

金を国際的に送るというのが。アメリカにはテロ対策の法律が強くあ

りまして，どんな善意のことでも外国にお金を送るということは，それ

は何かのテロを支援しているのではないかというふうに見られます。

そこで，ロータリーというような国際的支援の団体の力を借りて，ロー

タリーを介してお金を送ることをしました。ロータリーにアプローチさ

せていただく中で，ロータリー側が自分たちのプロジェクトとして発展

させていこうということになりました。ニューヨークは国連のあるところ

ですが，ちょうどそこの国際教育研究所でＮＧＯのリーダーが集まり，

日本の支援に入る団体や活動を60名以上の代表者が集まって考え

ました。その結果，日本のような先進国に米国からの義援金が600億

円を超えたのは，歴史上なかったことでした。我々の医師会はそこ

でも，心のケアというものがこれからは重要になるということを訴えま

した。 

そうしているうちに，アメリカの9.11家族会という，同時多発テロで

遺族や同僚を亡くされた，またはそれで大いに影響を受けた方々の

会があるんですけれども，そのメンバーたちが，被災地支援のプロ

ジェクトに関わりたいと申し出てきました。彼らはボランティアとして日

本に行き，ピアサポートができないだろうかと考えたのです。私はす

ごく悩みました。人種も違う，言葉も違う，そしてもともとの事件の理

由も違うということで，そういうことを乗り越えて，心が通じ合えるのだ

ろうかと。非常に悩んで，たくさんの方に相談したんですけれども，

やっぱりこれは分からなくて，結局やってみるしかないということにな

り始めたのがこの支援です。 

9.11家族会の支援は，ロータリーの活動ともリンクして行いました。

これはロータリーの大会があったニュージャージーの写真ですが，

福島の佐藤栄佐久前知事，福島県の前教育委員会委員長の高橋

弁護士，それと，今はもう亡くなられたんですけれども，仙台の常盤

製紙の社長であられた常盤さん等，被災地の方々をお呼びしました。

この方々が被災地の状況説明をしてくれたことで，さらに支援の輪

が広がりました。 

ここでまたＦＥＭＡに戻ります。長期的社会復興のプランの原則と

して，どういうプロジェクトがよいのかという提言があります。それはま

ず，地元の地域社会が主体になっていること。そして，地域住民が

大きく関与していること。そして，地方自治体と協力しながら地域社

会の復興を促進するためのプロジェクトを組むこと。以上のことが長

期的社会の復興につながると言っています。 

それで，我々が目をつけたのが，心のケアをするための現地の

様々なプロジェクトでした。例えばメンタルヘルスクリニック，そういう

ものを立ち上げたりサポートしたりしました。これは，「メンタルクリニッ

クなごみ」と言うんですけれども，病院がほとんどなくなった，また放

射線であけられなくなった福島の相双地区に，新しいアウトリーチに

よる医療サポートをしようと立ち上げたものです。その立ち上げに

我々も関与させていただきました。これが，その時の立ち上げのチ

ームで，日本国中から来ていました。 

また，この9.11家族会が実際に被災地に行って，サロン活動に参

加させていただきました。これは「一息の会」の取組です。アメリカの

9.11家族会が被災地の方の話を伺いたく訪問しました。昨年参加頂

いた方はもちろん，被災の体験をお話しいただける方，9.11家族会

の話を聞きたい方，どうぞお待ちしておりますとアプローチしました。

我々が幾ら支援したいといってもなかなか心は伝わらなかったと思う

んですけれども，現地の実際に被災地で活動されているチームと一

緒に行ったおかげで，お子様から大人までたくさん集まっていただ

きました。 

これは薫小学校といって福島で非常に放射線が高いと言われた

小学校です。そこへも行かせていただいて，子ども達と交流しました。

これはブレンダさんというニューヨークの女性の消防員ですね。こち

らは災害精神科医のキャッツ先生が娘さんを連れてこられて，学校

の子ども達と遊ばせているところです。 

今度は場所が変わりまして，石巻ですね。そこでも，日米の交流

の被災体験を語る会をしたいと。石巻メンタルヘルス心のケアセンタ

ーやからころステーションに，たくさんの方々を呼んでいただき，対

話の交流をすることができました。ここでは毎年のように続けさせて

いただいています。この方は，自分の娘が亡くなったことを写真にま

とめて持って来られました。娘の大きな夢は，アメリカのサンフランシ

スコに行って勉強することでしたが，その夢が叶わなくなった今，自

分がこれを持ってアメリカに行きたいということを強くおっしゃってい

ました。 

これは，岩手の大槌小です。「こころがけ」というグループが中心と

なり，被災者との対話集会を開催していただきました。 

これは岩手日報なんですけれども，「9.11と3.11一緒に進もう」，そ

して「被災者の交流，心通わす」「対話で前を向く遺族も出てきた」と

活動を取り上げていただきました。この握手をされている方々は，

9.11の時に副署長をしていた消防士と，大槌の消防団長さんでして，

両者ともたくさんのスタッフを亡くされ，そういう意味で非常に心温ま

る交流だったようです。 

これはニューヨークマンハッタンにあるトリビュートワールドトレード

センタービジティングセンターですが，ここに日本の支援に行きたい

と言う理由があります。それは9.11の時，佐々木禎子さんという，日

本で原爆の女の子と言われる方が折った小さな鶴が寄贈され，アメ

リカ人がその話を聞いてすごく勇気づけられたということがあったの
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れながら，日本とアメリカと両方の震災がつながって，いろんな人が

助け合っているんだよということが伝わればいいなと思います。この

本は，大槌の被災した孤児の子ども達や福島の新地町の子ども達

に読んであげたり，夏に突然サンタがやってきたというサプライズイ

ベントとしてプレゼントしたりしました。 

日本のメディアには日米をつなぐ命の絵本として，これは東京新

聞ですが，「3.11後を生きる」というシリーズの中で「復興の折り鶴を

機に交流」と取り上げていただきました。こちらは毎日新聞です。「原

爆の子」モデルの折り鶴が米の同時多発テロに行き，テロの遺族の

がれき鉄材でつくった鶴が被災地の支援に回る。これは，広島，ニ

ューヨーク，福島をつなぐ善意ではないかと伝えています。私達が

伝えたかったことをうまく取り上げていただいて感謝しています。

2015年には，アメリカの医学生たちもこの9.11，3.11の被災者交流の

ことを学んで，発表してくれています。 

実際にこの事業が本当に効果的かを見るために，被災者同士の

ピアサポートの反応調査を行いました。三度目に来日した時に調査

を実施し，10の被災ロータリークラブより，合計122人から回答を得る

ことができました。この方々の72％が今もなお3.11関連のボランティ

アをしていると回答されました。非常に行動力のある方々ですね。そ

の中で，9.11のピアサポート事業について答えてもらいました。結果

を見ると，個人的な意義もあるし，地域社会の意義もあるし，ほかの

事業と比べても非常に大切であるという回答が得られました。また，

継続することが大切であるということも多くの方に言っていただいた

ので，122人だけですが，ある一つの指標にはなるかと思いました。 

これはＪＣＩＥと言いまして，日本国際交流センターというシンクタン

クで，ＮＰＯ，ＮＧＯの日本への復興支援をずっと見てきました。その

中で今後の世界の災害で対応する革新的な事例というものを四つ

選びまして，我々のプロジェクトも選んでいただきました。東北のレジ

リエンス，復興力とか逆境力とか言うのかもしれませんけれども，それ

が非常に世界からも高く評価されています。また，政府や地方自治

体の政策以外に，市民社会の活動が復興支援において積極的な

役割を果たした非常にいい例であると評価していただきました。革

新的な事例の四つにこのプロジェクトが選ばれた理由は次の三つ

です。一つ目は,9.11の被災者が3.11の被災者を励まそうと始まった

活動ではあるが，これは実際には双方の心を癒やしているというとこ

ろです。二つ目は，悩んでいることはありますかと直接聞くのではな

くて，9.11の教訓を伝えることで3.11の被災者が話しやすくなる環境

を作っているところです。三つ目は，地元のチームと協力し合って

様々な状況で柔軟に活動しながら，それを毎年繰り返すことでその

絆を本当に深めているところです。この三つを理由に，この事例の4

選に選んだと書いています。 

最後になりますが，この報告会の主催である宮城県，後援の文科

省，子どもセンターの本間先生，そしてこの報告会を担当してくださ

った皆様に大変感謝いたします。我々のこの東北支援プロジェクト

は，外務省在ニューヨーク日本国総領事館，復興庁，ジャパン・ソサ

エティー，米日財団，アメリカン航空（Kids in Need Program），それか

ら国際ロータリー，ＪＡＭＳＮＥＴ，9.11家族会，マウントサイナイ医科

大学，米国日本人医師会等，多大な方々の支援を得てできている

プロジェクトなので，これからも活動を続けていければと思います。

今日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

○講演２「２つの大震災の子どもの心のケアに携わって」 

関西学院大学人間福祉学部教授 井出 浩 氏 

ご紹介いただきました関西学院大学の井出でございます。今日，

ここにお招きいただきまして，こういう機会を与えていただいて感謝し

ております。 

20年を超えましたが，私は，阪神・淡路の震災のときに神戸市の

児童相談所におりまして，本当に多くの方々のご支援をいただきな

がら，震災の被害を受けた子ども達の支援を行うことができました。

その頃のことを思い出すと，本当にいろいろな思い，感謝の思いが

込み上げてまいります。そういったことも踏まえて，今日はお話をさ

せていただこうかと思っております。 

いつもこの写真を使っておりますが，阪神・淡路大震災の話から

始めさせていただきます。1995年１月17日午前5時46分という早朝の

地震でした。マグニチュードは，最初は7.2と報告されていましたが，

後で7.3に改まっています。この写真は，神戸市の長田区のもので

す。ここは，ケミカルシューズという靴の製造などで結構有名で，地

域的にはお年寄りが多い土地柄で，古い町並みが残っている，古

いというのは小さな木造のアパートなどが多くあるような，そういう地

域でした。震災直後に出火し一面の火事になり，その報道をご記憶

の方もいらっしゃるかもしれません。そういう地域の写真です。 

阪神・淡路を今改めて思いますと，この事例は，私達の活動を始

めるときに，震災の心のケアをどういうところまで広げていかなければ

ならないかということのヒントをもらえた事例かと思い，いつも紹介さ

せていただいています。 

3歳の男の子です。自宅は被害が少なかったそうです。神戸市は，

基本的には山と海に挟まれた東西に細長い地域ですが，周辺の地

域と合併して，山を越えたところにも神戸市の地域が増えて広がっ

ています。その子どもさんが住んでいたのは，山を越えた辺りで，ほ

とんど被害がなく，建物は壁にひびが入った程度の地域でした。5時

46分という時間でしたが，この子どもさんは起きていて，びっくりして

激しく泣いたと親御さんはおっしゃっています。周りはそれほど大き

な被害もなく，お兄ちゃんの学校も休校になっていて，昼間お母さ

んが家の片付けをする間は，お兄ちゃんと一緒に元気に遊んでい

たということでした。お父さんはお仕事に出かけられていました。 

ところが夕方になって，地震の報道を見てから様子が変わったそ

うです。これは，お母さんからのお電話の内容をほとんどそのまま書

いていますが，口をホースのようにとがらせて火を消すまねをすると

いうことでした。あるいは，「火事が。」とか「地震が。」と呟きながら部

屋の中を歩き回り，その晩は，眠れなかったそうです。こんな小さな

子どもが眠れなくなるということは，そんなにあることではありません。
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です。その恩返しをしたいということで，ワールドトレードセンターのビ

ルの崩壊した鉄材を使って，鉄の鶴を作りました。そしてこれを復興

祈願の碑として福島に寄附させていただきました。これは郡山市に

寄附させていただいた時の写真です。その後，またロータリー財団

さんがこの鶴を記念碑として作ってくださり，開成山公園というところ

に設置していただきました。我々の気持ちといいますか，支援の気

持ちというのをそこで伝えていただいているんです。 

この他，復興庁や外務省で我々の活動を広報するとともに，官・

民で推進していきたいプロジェクトであることも伝えてきました。 

次に，復興支援として，未来に向けての取組を話したいと思いま

す。従来の心を癒やし合わすという支援の他に，今後は国際交流に

よる医療の活性化，医学生の交換留学による経験や出会いの拡充

により，被災地の医師の志を育むことが出来ないかと思っています。

これまで何度かシンポジウムをさせていただきましたが，これは福島

県立医大で行った災害と精神科看護というシンポジウムです。こちら

は東北大学の災害研究所にて，災害ウォッチャーとして，私を含め

10名ほどの9.11家族会の会員がお話をさせていただいたところです。

また，学生さんや研修医さん達にこちらに来ていただいて，被災体

験を聴いてもらうことをしています。これはさっきの新聞に載っていた

元消防士さんですが，彼が9.11の時の被災の体験を，アメリカ人と日

本人の医学生達に伝えているところです。そして，ワールドトレード

センターヘルスプログラムというものが9.11の被災の後，我々の病院

の中で14年間続いています。被災された方々をずっとケアする長期

的なプログラムです。このプログラムを学ぶことから，長期的なケアの

重要性というものを考えていただけたらと思っています。 

これは本間先生がニューヨークとボストンの子どもの心のケアの従

事者と意見交換をしているところです。9.11の家族会や，家族会を

支援している団体，ＤＰＯ（disaster-psychiatry-outreach）に係る先生

方も参加していました。これはニューヨークの外務省総領事大使のと

ころで報告会をさせていただいた時の写真です。そこでも本間先生

とチームに来ていただいて，活動を報告させていただきました。 

これは，宮城県の医師育成機構が震災後取り組んでいる研修医

を海外に派遣する事業です。東北大学の里見総長がつくられたも

ので，我々の医師会がたくさんの研修医を集めて，短期ですが内容

の濃い研修を行うことが出来たと思っています。今後も継続し，福島，

岩手にも広げていくつもりです。 

では次に，本当に効果的なプロジェクトになっているかどうかとい

うことについてです。その指標は先ほどのＦＥＭＡになりますが，復

興の媒体となるようなプロジェクトであるかどうか。それから，被災地

のニーズに本当に沿っているのかどうか。また，地元の支持を受け

ているか。プロジェクトに必要な人材や資源の確保ができているの

か。現実的なプランであるのかどうか。効果的な活用をしているか。

さらに被災地全体への影響ですね，効果をいつも考えているいい

プロジェクトであるかどうか，効果的であるかどうかというものを見るべ

きであると言っています。 

ここから話がちょっと変わりますが，9.11家族会が日本に来て日本

人と交流していることを，日本の子ども達に伝えるために絵本にしま

した。英語版は「Ｍｅｓｓａｇｅ ｏｎ ａ Ｗｉｎｇ」ですが，日本語版は「9.11

と3.11を結んだ祈り サダコのおり鶴」となります。これは本多恵理さ

んというイラストレーターに書いていただきました。ちょっとそのストー

リーを読ませていただきます。「ここはニューヨーク世界貿易センター

ビルの向かいにある貿易センターのトリビュートセンターです。ここに

は，日本の少女，佐々木禎子をしのんで小さな折り鶴が飾られてい

ます」…と。これは実際に，こういう風に飾られているんです。「2001

年9月11日，2機のジェット機がニューヨークのツインタワーに激突し

ました。何千人ものビルで働いていた人たち，そして救助に当たっ

た警察，消防員の多くの命が犠牲になりました。日本からも11名の

消防士がボランティアで加わりました。世界中の人々が被災者の回

復を祈りました。そのような状況の中，サダコの鶴も米国同時多発テ

ロの被災者を応援するために，日本から海を渡って来たのです。」こ

れはイラストになっておりますけれども，鶴に乗って来たというイメー

ジです。 

「テロがあった跡地には，世界中からの祈りや慰めの言葉を綴っ

た手紙や祈りがたくさん届きました。サダコの鶴は，トリビュートセンタ

ーの中で，亡くなっている人たちの写真や遺品のそばで展示される

ことになりました。サダコはほかの亡くなった人たちの魂と一緒に，ニ

ューヨークの空高くから，人々の平常の生活を取り戻すべく取り組ん

でいるのを見守っていました。ニューヨークの町は，みんなが手を取

り合い，一緒に前を向いて頑張ったおかげで，少しずつ回復してい

きました。」今，ニューヨークのツインタワーがあった所は，このように

新しい，フリーダムタワーと言われるものができています。『2011年3

月11日，日本では地震と津波が発生しました。サダコは日本の状況

を思って，悲嘆に明け暮れました。毎晩トリビュートセンターが閉まる

と，サダコはふるさとの日本の人々に降りかかった悲劇のことを思い

出しては泣きました。そんなときに，誰かがサダコに言ったんです。

「一緒に日本へ行こうよ。君がここに来てくれたように，今度はみんな

が日本を応援しに行こうよ。」周りの遺品たちが次々に声を上げまし

た。「さあ，出発だ。」みんなは一斉に折り鶴に乗って飛び立ちまし

た。』これは，ワールドトレードセンターのビルがあった跡，今このよう

にプールになっているんですね，水がずっと落ちていて。そこから鶴

に乗って飛び立つというところです。「サダコとその友達は，風になり

星になり，町を越え山を越え，海を越えていきました。日本に着くこ

ろには，サダコたちは流れ星になっていました。地上の人々は，夜

空を渡るたくさんの流れ星に見とれました。それはそれは美しいもの

でした。流れ星になったサダコたちの魂は，福島県にある開成山公

園にたどり着きました。そこで一つの大きな鶴の記念碑になったので

す。二度とあのような悲劇が起きないようにという祈りを込めて，サダ

コたちは今日もこの公園で幸せそうに遊ぶ子ども達を見守っていま

す。それは実に喜びに満ちた光景です。」最後のイメージは，こんな

未来になってほしいというものです。この物語のテーマとしては，場

所の重要性，夢と悪夢，それからスピリチュアリティですね。また，支

援，そして遊び，幸福と悲劇，そういうメンタルヘルスのテーマにも触
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れながら，日本とアメリカと両方の震災がつながって，いろんな人が

助け合っているんだよということが伝わればいいなと思います。この

本は，大槌の被災した孤児の子ども達や福島の新地町の子ども達

に読んであげたり，夏に突然サンタがやってきたというサプライズイ

ベントとしてプレゼントしたりしました。 

日本のメディアには日米をつなぐ命の絵本として，これは東京新

聞ですが，「3.11後を生きる」というシリーズの中で「復興の折り鶴を

機に交流」と取り上げていただきました。こちらは毎日新聞です。「原

爆の子」モデルの折り鶴が米の同時多発テロに行き，テロの遺族の

がれき鉄材でつくった鶴が被災地の支援に回る。これは，広島，ニ

ューヨーク，福島をつなぐ善意ではないかと伝えています。私達が

伝えたかったことをうまく取り上げていただいて感謝しています。

2015年には，アメリカの医学生たちもこの9.11，3.11の被災者交流の

ことを学んで，発表してくれています。 

実際にこの事業が本当に効果的かを見るために，被災者同士の

ピアサポートの反応調査を行いました。三度目に来日した時に調査

を実施し，10の被災ロータリークラブより，合計122人から回答を得る

ことができました。この方々の72％が今もなお3.11関連のボランティ

アをしていると回答されました。非常に行動力のある方々ですね。そ

の中で，9.11のピアサポート事業について答えてもらいました。結果

を見ると，個人的な意義もあるし，地域社会の意義もあるし，ほかの

事業と比べても非常に大切であるという回答が得られました。また，

継続することが大切であるということも多くの方に言っていただいた

ので，122人だけですが，ある一つの指標にはなるかと思いました。 

これはＪＣＩＥと言いまして，日本国際交流センターというシンクタン

クで，ＮＰＯ，ＮＧＯの日本への復興支援をずっと見てきました。その

中で今後の世界の災害で対応する革新的な事例というものを四つ

選びまして，我々のプロジェクトも選んでいただきました。東北のレジ

リエンス，復興力とか逆境力とか言うのかもしれませんけれども，それ

が非常に世界からも高く評価されています。また，政府や地方自治

体の政策以外に，市民社会の活動が復興支援において積極的な

役割を果たした非常にいい例であると評価していただきました。革

新的な事例の四つにこのプロジェクトが選ばれた理由は次の三つ

です。一つ目は,9.11の被災者が3.11の被災者を励まそうと始まった

活動ではあるが，これは実際には双方の心を癒やしているというとこ

ろです。二つ目は，悩んでいることはありますかと直接聞くのではな

くて，9.11の教訓を伝えることで3.11の被災者が話しやすくなる環境

を作っているところです。三つ目は，地元のチームと協力し合って

様々な状況で柔軟に活動しながら，それを毎年繰り返すことでその

絆を本当に深めているところです。この三つを理由に，この事例の4

選に選んだと書いています。 

最後になりますが，この報告会の主催である宮城県，後援の文科

省，子どもセンターの本間先生，そしてこの報告会を担当してくださ

った皆様に大変感謝いたします。我々のこの東北支援プロジェクト

は，外務省在ニューヨーク日本国総領事館，復興庁，ジャパン・ソサ

エティー，米日財団，アメリカン航空（Kids in Need Program），それか

ら国際ロータリー，ＪＡＭＳＮＥＴ，9.11家族会，マウントサイナイ医科

大学，米国日本人医師会等，多大な方々の支援を得てできている

プロジェクトなので，これからも活動を続けていければと思います。

今日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

○講演２「２つの大震災の子どもの心のケアに携わって」 

関西学院大学人間福祉学部教授 井出 浩 氏 

ご紹介いただきました関西学院大学の井出でございます。今日，

ここにお招きいただきまして，こういう機会を与えていただいて感謝し

ております。 

20年を超えましたが，私は，阪神・淡路の震災のときに神戸市の

児童相談所におりまして，本当に多くの方々のご支援をいただきな

がら，震災の被害を受けた子ども達の支援を行うことができました。

その頃のことを思い出すと，本当にいろいろな思い，感謝の思いが

込み上げてまいります。そういったことも踏まえて，今日はお話をさ

せていただこうかと思っております。 

いつもこの写真を使っておりますが，阪神・淡路大震災の話から

始めさせていただきます。1995年１月17日午前5時46分という早朝の

地震でした。マグニチュードは，最初は7.2と報告されていましたが，

後で7.3に改まっています。この写真は，神戸市の長田区のもので

す。ここは，ケミカルシューズという靴の製造などで結構有名で，地

域的にはお年寄りが多い土地柄で，古い町並みが残っている，古

いというのは小さな木造のアパートなどが多くあるような，そういう地

域でした。震災直後に出火し一面の火事になり，その報道をご記憶

の方もいらっしゃるかもしれません。そういう地域の写真です。 

阪神・淡路を今改めて思いますと，この事例は，私達の活動を始

めるときに，震災の心のケアをどういうところまで広げていかなければ

ならないかということのヒントをもらえた事例かと思い，いつも紹介さ

せていただいています。 

3歳の男の子です。自宅は被害が少なかったそうです。神戸市は，

基本的には山と海に挟まれた東西に細長い地域ですが，周辺の地

域と合併して，山を越えたところにも神戸市の地域が増えて広がっ

ています。その子どもさんが住んでいたのは，山を越えた辺りで，ほ

とんど被害がなく，建物は壁にひびが入った程度の地域でした。5時

46分という時間でしたが，この子どもさんは起きていて，びっくりして

激しく泣いたと親御さんはおっしゃっています。周りはそれほど大き

な被害もなく，お兄ちゃんの学校も休校になっていて，昼間お母さ

んが家の片付けをする間は，お兄ちゃんと一緒に元気に遊んでい

たということでした。お父さんはお仕事に出かけられていました。 

ところが夕方になって，地震の報道を見てから様子が変わったそ

うです。これは，お母さんからのお電話の内容をほとんどそのまま書

いていますが，口をホースのようにとがらせて火を消すまねをすると

いうことでした。あるいは，「火事が。」とか「地震が。」と呟きながら部

屋の中を歩き回り，その晩は，眠れなかったそうです。こんな小さな

子どもが眠れなくなるということは，そんなにあることではありません。
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です。これも，もちろんずっと続いてという意味ではなく，一旦卒業し

ていたのに，また始まったというものです。それから，一旦回復して

から頻尿だという事例もありましたが，トイレによく行くという相談は，

よく上がってきていました。 

眠れない子ども，あるいは暗くすると怖がるという子ども，明るいま

までは眠れない，寝ることを怖がる。寝ることを怖がるというのは，実

際，小学校1，2年生の子どもだったと記憶していますが，寝たらその

まま死んでしまうのではないかと言っていました。死ということをある

程度理解できる年齢になった小さな子どもさんですが，そう言って，

寝ないで親を困らせていたという話もありました。 

少し様相が変わりますが，よく食べる「過食」もありました。地震から

少し時間がたつと，救援物資がたくさん届き，その中に，おやつもた

くさんありました。私達も，緊急対応で児童相談所に詰めていた時

期，届いたお菓子を仕事の合間合間につまんでいたような気がしま

す。別におなかがすいていたわけでもなく，今思うと，満たされない

ものを満たそうとしていたのかなと思います。 

音や振動に過敏，集中できないという話もありました。これは先ほ

どから幾つかそういう事例をご紹介していますが，本当にもうどきどき

して，子ども達も落ちつかない気持ちになってくる。救援物資を運ぶ

大型ヘリコプターも，ありがたいとは思いつつ，その羽音はとても大

きいものでした。 

攻撃的いらいら，乱暴な遊びについてです。少し時間がたってか

ら，年長の子ども達の場合でしたが，そのような様子が見られるよう

になりました。けがが多くなったということを養護教諭の先生方からも

聞いています。 

ひとりぼっちでいる孤立，あとは円形脱毛，チック，体を通して現

れてくる様々な症状，腹痛，それから，いろいろな状況で不登校が

起こってきます。ともかく学校に行けなくなるという子ども達が出てき

ました。 

ここまで話したことは，実際には，早い時期にあったことです。どち

らかというと，小さい子どもさん達にあったことでした。後半，特に今こ

こで映っているようなものは，大分時間がたってから，1年近く経過す

る頃に年長の子ども達に見られてきた相談です。 

阪神・淡路のときに，仲間で調査をしました。小学校，中学校での

結構大きな調査で，因子分析というのを行いました。当時は症状や

病気と言うのはおかしいということで，これはあくまでも何かのサイン

だから「兆候」と呼ぼうと言っていました。眠れないとか，どきどきする

とか，地震の話を避けたいとか，いろいろな項目を挙げて，三つの

任意グループに分かれました。 

先に申し上げておくと，不安ＰＴＳＤと言っているのは，ある意味，

地震と直接関係があることが分かるような反応です。それから，抑う

つ身体化と呼んだのは，最初の地震や怖かった出来事との関係が

もう一つよく分からないけれども心身の不調があるというようなことで

す。向社会性というのは，悪かったことばかりではないという項目も含

めた結果です。こういう項目に，該当すると答えてくれた子ども達も

いるということです。 

不安ＰＴＳＤの兆候には，音や揺れでびくっとするとか，怖い地震

の夢を見るとか，地震のところにいるのがいやだとか，怖いという感

覚が出てくるといったことが含まれます。 

抑うつ身体化というのは，いらいらしたり，すぐに腹が立つ，集中

できない，おなかが痛い。人と話をするのがつらい，しんどい，楽しく

ない，気分が落ち込む。体のほうに出てくると，皮膚がかゆくなる。こ

れは，ストレスとの関係があるのか，環境の変化による様々な皮膚の

症状が出たのか判断はできませんが，眠れなかったり，目が覚めた

り，食欲がない，せきが出るといったこともありました。 

向社会性というのは，助けてあげたいと思うかどうかということです。

少し意味が変わりますが，もっと大きな被害を受けた人がいるという

ことに対して申し訳ないと思うことは，向社会性というよりも自責的な，

自分を責めるところがあるのかなと思いますが，グルーピングすると，

このようになりました。みんなの役に立っていると感じることができると。 

これらの項目について，2年ぐらいかけて調査をさせていただきま

した。もちろん，同じ子どもではありません。同じ学年ですので，対象

は変わってきています。お手元に白黒にしたグラフを載せています

が，小学校3年生が一番上にあります。それから，小5，中2。当然の

ように，早い時期には非常に高い得点，要するに多くの子どもが，怖

かったことに関連する項目に丸をつけています。ある意味順当に減

っていることが分かります。 

二つ目の因子です。楽しめない，集中できない，いらいらする，体

の不調といった項目を見ると，直後は余り高くなかったのですが，6

か月目，半年後になると高くなって，その後は減ってきます。もう一

つ，よく十分には減り切らないということが出ています。 

もう少し，細かく分けて見ると，最初は低くて次に上がるというのは

どの学年でもそうですが，小3は順当に下がっています。小5もちょっ

と勾配が緩やかになりますけれども下がっています。この結果を見る

と，中学生は上がったら下がらない。小さい子どものほうが，ダメージ

が大きい。このときはそのように判断しました。中学生ぐらいになって

くると，自分達で対処する力もついているのだろうと思いました。確か

に，学年別で比べれば，項目にたくさん丸はついていませんでした

が，変化を見ると，そんなに順当に回復しているわけではなかったこ

とが分かりました。 

男子と女子に分けてみたら，はっきりと違いが出ました。女子だけ
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そのダメージというものを非常に感じさせると思いました。親の顔の

区別もつかないということで，お父さんやお母さんが一生懸命あや

そうとしても，しっかりとした反応がなかったからだと思います。御飯

を与えても，口に含むけれども，かもうともしない。何とか気を紛らわ

そうと思って，いつも遊んでいたおもちゃを与えるけれども，それでも

遊ばない。ただ，何かうろうろと部屋の中を歩き回っていたそうです。

そういうご相談がありました。 

これからの子どものメンタルヘルス対策として，どんな活動をする

べきかということを考えるときに，普通に考えれば，被害が大きかった

ところはダメージが大きいはずで，そこを中心にするべきだという考

えになります。それもそのとおりですが，それだけでいいのかというこ

とですね。この子どもさんのように，被害の少なかった地域であって

も，心にダメージを受けた子どもさんがいるということを忘れてはいけ

ないと感じた事例です。 

この子どもさんの場合は，いつもかかりつけの小児科医がいいア

ドバイスをしてくださって，お薬もちょっと眠れないからということで出

してくださったようです。しっかりと関わってあげなさい，そばにいて

あげなさいという，そういうアドバイスでした。当時，お父さんのお仕

事がどんな状況だったかも分からないですが，お仕事を休まれて，

家で両親そろってこの子どもさんに関わっていたようです。5日目ぐら

いから急にそういう問題はなくなってきたとのことでしたので，私達の

ところに電話があったのは，「もう問題は終わっているけれども，しょ

っちゅう何かを食べたがる過食とか，しょっちゅうトイレに行きたがる

頻尿についてどう考えたらよいか。」というご相談でした。答えは，

「大変なことがあった後ですから，そういうことがあってもおかしくない

ですよ。」という当たりさわりのないお返事をさせていただいた記憶が

あります。 

次は,6歳の女の子です。自宅が全壊した家庭です。ですから，先

ほどの子どもさんとは違って，本当に大変な思いをされていました。

火事の中をお母さんが子どもを連れて避難したそうです。ご相談が

あったときは，あまり被害のなかったおばあちゃんのところに身を寄

せていました。 

地震から間もない頃は，しょっちゅう余震がありました。余震や，テ

レビで地震の映像を見たり，近くを通る救急車のサイレンの音でパ

ニックを起こすとのことでした。御飯も食べられなくなり体重も減りまし

た。外に出たがらず，おなかが痛いと言い，不安を訴えるときには唇

の色もなくしていました。怖いとか言うだけではなく，体がしっかりと反

応してしまっているということでした。そして，夜中まで眠れない。一

旦寝たかと思うと，途中で目が覚めてはお母さんを起こして，「死な

ないか。」「大丈夫か。」ということを尋ねたそうです。全壊があり，火

災があった地域は，本当に大変な思いをされているということもよく

感じました。 

少し軽い地域の事例です。自宅は一部損壊でした。5日目から，

兵庫県外の親戚の家に避難しました。お母さんは，落ちてきたテレ

ビでけがをしていましたが，本人は全然けがもありませんでした。で

も，倒れかかったたんすと落ちてきたテレビのすき間にちょうど挟ま

ってしまったとのことで，恐ろしい思いをしたのは間違いないだろうと

思います。6か月たっても，親から離れることができないという少し時

間がたってからのご相談でした。寝ていた部屋には絶対入ろうとせ

ず，「どんどん怖かったね。」と地震のことを語っていました。地震後3

か月ぐらいから，被害の激しかったところを通って保育所に通ってい

ましたが，5月の連休明けになって，暗いところを怖がるようになりまし

た。少し時間がたってから，こういう怖さというものをはっきりと訴える

ようになってきたという子どもさんです。 

男の子は強いから，男の子になりたいと言っていました。この相談

を受けて，みんなでこの事例について共有したときには，男の子は

強いだろうか，そんなことはないのにと話した記憶があります。大型ト

ラックが走り，地響きがするとき，あるいはテレビで臨時ニュースのテ

ロップが流れるのを見るだけで恐ろしくなり，落ちつかなく暴れてしま

うということでした。お母さん自身も体調が余りすぐれず，物事に敏

感なところがありました。 

子ども達がどんな反応をしていたのか細かな調査も行いました。こ

こにお集まりの皆さんもご経験されたことだとは思いますけれども，

少し整理して見ておきたいと思います。 

緘黙，しゃべらないことです。子どもの精神科をやっていると場面

緘黙ということがあって，おうちでは元気にしゃべるのに外ではしゃ

べらないという子がいたりします。そこまででもないのですが，本当に

言葉を失っている子ども達がたくさんいました。 

地震の後，家族で避難所に向かう間，一言も口をきかなかったと

いう子どもさんの話を聞いたこともあります。その子どもさんが，いつ

から話し始めたかというと，避難所に向かう途中で前から顔見知りの

同年配の子どもさんと出会ったときに，ようやく口を開いたということ

でした。やっぱり，何か友達がいた，同じように元気だという気持ちが，

よかったのかなとも思います。 

こういう話を始めると，いろいろなことを思い出して，ついつい話が

横に行ってしまいます。神戸市の浜のほうに大きなガスタンクが並ん

でいる地域があり，爆発するかもしれないと多くの人達が避難しまし

た。私の家がちょうどその山沿いにあり，その私の家の近くまで2，3

キロの距離を避難してこられた方が歩いていました。そのときのこと

を今でも思い出します。本当に静かでした。よくパニック映画で，きゃ

ーきゃー言いながら逃げてくるというシーンがありますが，本当に怖

いときは，誰も口をきかないのです。本当に黙々と歩いている。それ

を思い出しました。 

子どもの話に戻ります。親から離れられない子どもが多くいました。

特に小さい子どもはそうでした。さきほど事例の中で地震にあった自

分の部屋には戻らないという事例がありましたけれども，地震が起き

たときにいた場所であるおうちに，帰ることができない，帰りたがらな

いという子どもがいました。 

夜の睡眠に関連しては，夜驚，あるいは夜泣きと言われるようなこ

ともよくあったと聞いています。指しゃぶりとか爪かみ，ふだんであれ

ばストレスを想像させるような習癖ですが，そういったものが増えた，

あるいは始まったという相談もありました。それから，おねしょ，夜尿
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です。これも，もちろんずっと続いてという意味ではなく，一旦卒業し

ていたのに，また始まったというものです。それから，一旦回復して

から頻尿だという事例もありましたが，トイレによく行くという相談は，

よく上がってきていました。 

眠れない子ども，あるいは暗くすると怖がるという子ども，明るいま

までは眠れない，寝ることを怖がる。寝ることを怖がるというのは，実

際，小学校1，2年生の子どもだったと記憶していますが，寝たらその

まま死んでしまうのではないかと言っていました。死ということをある

程度理解できる年齢になった小さな子どもさんですが，そう言って，

寝ないで親を困らせていたという話もありました。 

少し様相が変わりますが，よく食べる「過食」もありました。地震から

少し時間がたつと，救援物資がたくさん届き，その中に，おやつもた

くさんありました。私達も，緊急対応で児童相談所に詰めていた時

期，届いたお菓子を仕事の合間合間につまんでいたような気がしま

す。別におなかがすいていたわけでもなく，今思うと，満たされない

ものを満たそうとしていたのかなと思います。 

音や振動に過敏，集中できないという話もありました。これは先ほ

どから幾つかそういう事例をご紹介していますが，本当にもうどきどき

して，子ども達も落ちつかない気持ちになってくる。救援物資を運ぶ

大型ヘリコプターも，ありがたいとは思いつつ，その羽音はとても大

きいものでした。 

攻撃的いらいら，乱暴な遊びについてです。少し時間がたってか

ら，年長の子ども達の場合でしたが，そのような様子が見られるよう

になりました。けがが多くなったということを養護教諭の先生方からも

聞いています。 

ひとりぼっちでいる孤立，あとは円形脱毛，チック，体を通して現

れてくる様々な症状，腹痛，それから，いろいろな状況で不登校が

起こってきます。ともかく学校に行けなくなるという子ども達が出てき

ました。 

ここまで話したことは，実際には，早い時期にあったことです。どち

らかというと，小さい子どもさん達にあったことでした。後半，特に今こ

こで映っているようなものは，大分時間がたってから，1年近く経過す

る頃に年長の子ども達に見られてきた相談です。 

阪神・淡路のときに，仲間で調査をしました。小学校，中学校での

結構大きな調査で，因子分析というのを行いました。当時は症状や

病気と言うのはおかしいということで，これはあくまでも何かのサイン

だから「兆候」と呼ぼうと言っていました。眠れないとか，どきどきする

とか，地震の話を避けたいとか，いろいろな項目を挙げて，三つの

任意グループに分かれました。 

先に申し上げておくと，不安ＰＴＳＤと言っているのは，ある意味，

地震と直接関係があることが分かるような反応です。それから，抑う

つ身体化と呼んだのは，最初の地震や怖かった出来事との関係が

もう一つよく分からないけれども心身の不調があるというようなことで

す。向社会性というのは，悪かったことばかりではないという項目も含

めた結果です。こういう項目に，該当すると答えてくれた子ども達も

いるということです。 

不安ＰＴＳＤの兆候には，音や揺れでびくっとするとか，怖い地震

の夢を見るとか，地震のところにいるのがいやだとか，怖いという感

覚が出てくるといったことが含まれます。 

抑うつ身体化というのは，いらいらしたり，すぐに腹が立つ，集中

できない，おなかが痛い。人と話をするのがつらい，しんどい，楽しく

ない，気分が落ち込む。体のほうに出てくると，皮膚がかゆくなる。こ

れは，ストレスとの関係があるのか，環境の変化による様々な皮膚の

症状が出たのか判断はできませんが，眠れなかったり，目が覚めた

り，食欲がない，せきが出るといったこともありました。 

向社会性というのは，助けてあげたいと思うかどうかということです。

少し意味が変わりますが，もっと大きな被害を受けた人がいるという

ことに対して申し訳ないと思うことは，向社会性というよりも自責的な，

自分を責めるところがあるのかなと思いますが，グルーピングすると，

このようになりました。みんなの役に立っていると感じることができると。 

これらの項目について，2年ぐらいかけて調査をさせていただきま

した。もちろん，同じ子どもではありません。同じ学年ですので，対象

は変わってきています。お手元に白黒にしたグラフを載せています

が，小学校3年生が一番上にあります。それから，小5，中2。当然の

ように，早い時期には非常に高い得点，要するに多くの子どもが，怖

かったことに関連する項目に丸をつけています。ある意味順当に減

っていることが分かります。 

二つ目の因子です。楽しめない，集中できない，いらいらする，体

の不調といった項目を見ると，直後は余り高くなかったのですが，6

か月目，半年後になると高くなって，その後は減ってきます。もう一

つ，よく十分には減り切らないということが出ています。 

もう少し，細かく分けて見ると，最初は低くて次に上がるというのは

どの学年でもそうですが，小3は順当に下がっています。小5もちょっ

と勾配が緩やかになりますけれども下がっています。この結果を見る

と，中学生は上がったら下がらない。小さい子どものほうが，ダメージ

が大きい。このときはそのように判断しました。中学生ぐらいになって

くると，自分達で対処する力もついているのだろうと思いました。確か

に，学年別で比べれば，項目にたくさん丸はついていませんでした

が，変化を見ると，そんなに順当に回復しているわけではなかったこ

とが分かりました。 

男子と女子に分けてみたら，はっきりと違いが出ました。女子だけ
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を引くような行動が目立つ，トラブルが多い，いらいらする，乱暴な行

動が目立つなど，子どもが示している問題は，震災，要するに災害

で怖かった思いと関係のあるものは，ほとんど出ていません。ですか

ら，この子どもさんの抱えている問題をどう読むかというのは慎重で

ないといけないのかもしれませんが，間違いなく言えるのは，この家

族の中で，お母さんが地震のことを非常に重く引きずっている家庭

だということです。 

おうちが全壊・全焼した女の子です。前の家はマンションだったと

いうことですが，そこに近寄らないし，近寄っても入ろうとしない。今

住んでいるところで，こんろの火とか，火に敏感だということでした。

火事とかのサイレンにもすごく敏感で，いろんな形で思いが残って

いるようです。 

この子も，部分だけご紹介します。毎日元気でよく遊び，友達とも

楽しくつき合っているし，学校でも勉強態度も問題ない。けれども，

時々夜になって夢を見て，「今日悪い子だったから黒い人達が追い

かけてきたのか。」，「地震がまた起こるのか。」，「何もかも悪いことは

僕のせいなのか。」ということを聞くそうです。 

一見何ともないなと，元気だなと思う子どもの中にも，こういう思い

を残している子どもがいるということです。この調査の結果では，いら

いらするとか，手助けを求めるとか，一人になるのを嫌がるという子ど

もさんが多くいました。いずれにしろ，被害が大きかったところの子ど

もさんが，まだたくさんの問題を残しているものと思います。 

5年たっても，いろいろな問題がある子ども達が間違いなくいるわ

けです。このグラフは，阪神・淡路大震災の後，教育的配慮を必要と

する児童・生徒数の推移を示しています。兵庫県教委でずっと記録

をとっています。心理的な問題がありそうだとか，集中できないとか，

大体これまで出てきたような問題がチェックポイントに挙がっていま

す。1年たった平成8年度ころ，そこから，2年目，3年目，4年目とずっ

と多い数字が上がっていますが，それから5年目ぐらいして，だんだ

ん下がってきています。学校の中で見る限り，特に注意をしておい

たほうがよい，配慮してあげたほうがよさそうだという子どもさんの数

は明らかに減ってきてはいます。 

一方で，学校では元気だけどという子ども達はどうだったのかとい

う疑問は残りますが，多くの子ども達が回復していっているのは間違

いないものと思います。 

少し話を変えますが，心のケアということですから，災害後のストレ

スにどう対応するかが問題になってくるわけです。20年前の阪神・淡

路のときに，ＰＴＳＤという言葉が一気に広まりました。ＰＴＳＤというこ

とが起こり得る，だからＰＴＳＤにならないようにしなければいけない，

だから心のケアが必要だと言われたわけです。 

ＰＴＳＤというのは，どんな症状が出るものかというのが，ここに書い

てあることです。皆さんもいろいろなところで見てこられたかと思いま

すが，1行目は出来事の話です。怖い思いをしたということです。 

二つ目は，侵入的な早期フラッシュバック，その出来事を思い出

してしまうということです。いやでも思い出してしまう。フラッシュバック，

唐突に思い出してしまう。その結果，好きなことにも集中できないと

いうことが起こってきます。フラッシュバックのもう一つの意味合いは，

実際に怖いことを体験したときと同じような感情に支配されるというこ

とです。それがポイントになりますが，だから，忘れたことにまた傷つ

いてしまうということを繰り返す，そういう意味合いが含まれています。 

回避というのは，場面を避けることです。実際に場面を避けるとい

うこともありますし，これをもう少し広げていくと，人との関わりを避ける

ということもあります。この中には，抑うつ的な，楽しめない気分とか，

以前使われていた診断基準などを見ると，将来に対する夢が持てな

いといったことも挙げられています。 

過覚醒，過敏になることです。眠れないということから始まって，ち

ょっとした物音に敏感になるといったことも含まれてきます。 

日々の生活の困難とは，このような診断基準には，そういう「症状

があって，かつ日々の生活に困難を抱えているもの」と書いてありま

す。逆に言うと，こんなことがあっても，日々の生活がうまくいってい

れば，何の問題もないのかという話になります。ちょっとおかしいとは

思いますが，病気と診断するには，あるいは治療の対象とするには，

そのようなことがついてくるということになるのかもしれません。 

けれども，本当にそうなのか。ＰＴＳＤということだけを意識して心の

ケアを考えるなら，さっき言ったようなことが起こっているかいないか

をチェックして，起こりかけている，起こっていそうだという子ども達に

対して何をするかということを考えればいいと思いますが，そういうこ

とではないだろうと思います。 

ＰＴＳＤの症状が起こってくることについても，いろいろな考え方が

されているようですが，私自身がまとめてみると，このようなことになる

かなと思います。恐ろしい体験は何を残すか。被害に遭った人達は，

受け入れてくれる安全な場所がない，生きる価値がないと感じたの

だと思います。命を奪われかけたわけですから，それを極論すれば，

おまえはもう生きている意味がない，必要ないと言われたに等しいの

だろうと思います。そのときに，自分は何もできなかった，自分には

対処する力がなかったと感じたのだと思います。もっともっと様々な，

複雑な体験をしていると思いますが，心のあり方の中でポイントとし

て挙げられるのはこのようなことだと思います。子どもに限らず大人も

ですが，生きている意味を揺るがされたのではないか。違う表現もで

きると思います。存在価値という表現でもいいかもしれませんが，ここ

に在る意味，価値というものが非常に疑わしくなってしまったのだと。 

そういう思いをしたと考えたときに，何が必要なのか。そういう状況

から回復していくのに，ます必要なことは，安全だということを感じる

ことではないでしょうか。その子どもが，あるいはその人が，社会の中

で，周りの人に受け入れられているというふうに感じることが必要だと

思います。エリクソンという心理学者は，基本的信頼ということを心の

成長のスタートの課題として挙げています。小さな赤ん坊が周りの人

からしっかりと関わってもらっているというところから始まるといってい

ます。自分はここにいるだけだけれども，周りの人達が自分を受け入

れてくれている，自分を守ってくれているという，そういう感覚。小さな

赤ん坊ではもうないけれども，それに近い体験は何かと考えてみた

ら，今ここにいる人が，周りの人達に受け入れてもらえていると感じる
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を見ていくと，6か月後に上がり，その後もさらに上がり，そして下がっ

てはくるけれども，非常に高いままでした。男子は，順当に下がりま

した。これについても，いろいろなことを仲間で議論しましたが，これ

といったことはよく分かっていません。大人の気分障害で，うつ病と

いう病気がありますが，それも女性に多いと言われています。こういう

ストレスを感じたとき，気分的に落ち込む状況が長引くことが，女性

だからと言えるのかどうか，答えは出ていませんが，結果としてはこう

だったということです。 

阪神・淡路のまとめとして言えば，低学年ほど多くの問題を示して

いました。怖さ，恐れ，不安，恐怖，などは直後から出てきますが，結

構早くに改善するようです。抑うつ気分や心身症的なものは遅れて

出てくるが長期に持続します。特に，中学生では持続し，女子のほう

が強く反応していたようだという一定の結論は出しており，これは，精

神神経誌という学会の雑誌に投稿しています。 

東日本ではどうだったのかについては，これは国府台病院の行っ

た調査結果があります。石巻の支援にずっと入っていたと聞いてい

ますが，そこの調査結果の概略がインターネットに出ていました。ＰＴ

ＳＳＣというトラウマの反応をチェックするリストを使った健康調査です。 

結果だけ見ると，学年が上がるとトラウマ反応の点数が上がってい

るとの報告がありました。先ほどご紹介したことと，少し違う結果です。

もちろん，使っている指標が違いますので，そのような関係があるの

かと思います。 

しかし，同じようなこともありました。小学生は，被災後20か月で点

数が改善してきているけれども，中学生では変化がなかったそうで

す。ですから，中学生ぐらいの年齢の子ども達は，ひょっとしたら大

きな問題は示さないのかもしれない。神戸の経験からいうと，そんな

に目立った，怖かったとか，地震直後から問題があるとかということは

示さなかったかもしれないけれど，一歩入ってみると，抑うつ的な気

持ち，いら立ち，あるいは集中できないとか，そういったことが少なく

とも２年間は続いていたと言えるのだろうと思います。東日本の場合，

さらにもう３年たっているわけで，今はどうかが問われることと思いま

す。国府台病院が継続して調査を続けていると聞いていますので，

またご報告いただけるものと思っています。 

阪神・淡路大震災と東日本大震災の両方を経験しての話としては，

こういうお話になります。 

2年以上を経過してどうだったかを見てみたいと思います。阪神・

淡路での5年後の調査ということです。これは，児相を中心に，３歳

児健診を受けた子ども達の調査です。3歳児健診というのは，多くの

子ども達が受診しますので，子ども達の様子をスクリーニングという

か，チェックする上では非常にいい機会だと思って調査をしました。

そのときに何らかの形で相談に応じた500人ぐらいの方達に，改めて

調査票を送り，ここに書いてあるような内容を聞いています。 

問4の親から離れたがらない，一人になるのを嫌がるということに

ついては， 30人の子どもさんが５年たってもまだいました。３歳児健

診を受けた子どもさんですから，小学校1年か2年生になっています。

必要以上におびえたり，小さい物音にもびっくりするという，これが10

人ぐらいです。おねしょが続いているというのもあります。地震を思い

出させるような場所や物を怖がるというのは16人。問16では，5年たっ

ていて，ちょっとしたことでいらいらしたり腹を立てたりするという子ど

もさんが36人。回答をいただいたのは120人ぐらいの数ですが，その

ような反応が見えてきていたということになります。 

これについて事例というか，自由記述のところから紹介したいと思

います。 

一部損壊の家庭の子どもさんです。地震を思い出させるような場

所や物をいまだに怖がるというところに，一つだけ丸をつけています。

この子どもさんは，当時のことは覚えていないとお母さんは書いてい

ました。1年生のときに，学校で震災の勉強をして，それから，いろい

ろ聞くようになったので，震災のことについて教えたそうです。今，ち

ょっと深読みをすると，1年生のときに勉強して，聞いてきたので教え

たということは，それまでおうちでは震災のことは話してなかったのか

もしれません。それから怖がるようになりました。お母さんは当時のこ

とは思い出したくないとのことで，震災関連のテレビは見ないようにし

ていたそうです。ということはやはり，子どもに話をしていなかったと

いうことでしょう。時々，テレビで地震に関するテロップが流れると，娘

が心配するようになるとの回答がありました。 

全壊のおうちになると，やはり，該当する項目がちょっと増えてい

ます。親から離れたがらないとか，地震を思い出させるような場所や

物を怖がるといった項目，トイレや風呂に戸を開けたままでないと入

れないという項目です。5年たっていますが，小学校5年生のお姉ち

ゃんも同じく，一人で2階に上がれない。明るい間は大丈夫だけれど

も，夕方になってくると，絶対といっていいほどで，電気をつけても怖

がるとのことでした。潰れた２階のインパクトが大きかったのかもしれ

ません。 

いつもこれをご紹介するときに思うのは，「でも」と書いてある部分

です。家でも学校でも元気です。元気に見える。元気に見えるけれ

ども，細かく見てみると，怖さがまだ残っている子どもがやっぱりいる

ということです。 

この回答は，意味がちょっと分かりづらいのですが，学校とかで震

災の勉強をするのでしょうが，そのときに自分の記憶を消そうとして

いるところが多少ありますということです。記憶を消そうとしているとい

うことなのか，震災のことに触れた部分は，自分で書いたところは消

しているという意味なのか，ちょっとよく分からないです。 

この回答は，ちょっと特殊です。おうちは損壊がなく，被害もなか

ったということです。ここに書いてある6行には，子どもさんのことは一

言も書いていません。自分のことだけ，お母さんのことだけです。

「時々テレビなどで見る震災のときの映像や震災関連の読み物を読

むと，胸が苦しく詰まるような感じになります。夜一人きりになったり，

主人の帰宅が遅くなって子どもと自分だけになると，とても怖い。不

安になる。」と書いています。震災のことを思い出したり，人に話した

りしたくないと書いています。５年たって，大人の中にこういう思いを

持ち続けている方がやっぱりおられるということです。 

実は，これを見ていただいたら分かりますが，落ちつかない，注意
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を引くような行動が目立つ，トラブルが多い，いらいらする，乱暴な行

動が目立つなど，子どもが示している問題は，震災，要するに災害

で怖かった思いと関係のあるものは，ほとんど出ていません。ですか

ら，この子どもさんの抱えている問題をどう読むかというのは慎重で

ないといけないのかもしれませんが，間違いなく言えるのは，この家

族の中で，お母さんが地震のことを非常に重く引きずっている家庭

だということです。 

おうちが全壊・全焼した女の子です。前の家はマンションだったと

いうことですが，そこに近寄らないし，近寄っても入ろうとしない。今

住んでいるところで，こんろの火とか，火に敏感だということでした。

火事とかのサイレンにもすごく敏感で，いろんな形で思いが残って

いるようです。 

この子も，部分だけご紹介します。毎日元気でよく遊び，友達とも

楽しくつき合っているし，学校でも勉強態度も問題ない。けれども，

時々夜になって夢を見て，「今日悪い子だったから黒い人達が追い

かけてきたのか。」，「地震がまた起こるのか。」，「何もかも悪いことは

僕のせいなのか。」ということを聞くそうです。 

一見何ともないなと，元気だなと思う子どもの中にも，こういう思い

を残している子どもがいるということです。この調査の結果では，いら

いらするとか，手助けを求めるとか，一人になるのを嫌がるという子ど

もさんが多くいました。いずれにしろ，被害が大きかったところの子ど

もさんが，まだたくさんの問題を残しているものと思います。 

5年たっても，いろいろな問題がある子ども達が間違いなくいるわ

けです。このグラフは，阪神・淡路大震災の後，教育的配慮を必要と

する児童・生徒数の推移を示しています。兵庫県教委でずっと記録

をとっています。心理的な問題がありそうだとか，集中できないとか，

大体これまで出てきたような問題がチェックポイントに挙がっていま

す。1年たった平成8年度ころ，そこから，2年目，3年目，4年目とずっ

と多い数字が上がっていますが，それから5年目ぐらいして，だんだ

ん下がってきています。学校の中で見る限り，特に注意をしておい

たほうがよい，配慮してあげたほうがよさそうだという子どもさんの数

は明らかに減ってきてはいます。 

一方で，学校では元気だけどという子ども達はどうだったのかとい

う疑問は残りますが，多くの子ども達が回復していっているのは間違

いないものと思います。 

少し話を変えますが，心のケアということですから，災害後のストレ

スにどう対応するかが問題になってくるわけです。20年前の阪神・淡

路のときに，ＰＴＳＤという言葉が一気に広まりました。ＰＴＳＤというこ

とが起こり得る，だからＰＴＳＤにならないようにしなければいけない，

だから心のケアが必要だと言われたわけです。 

ＰＴＳＤというのは，どんな症状が出るものかというのが，ここに書い

てあることです。皆さんもいろいろなところで見てこられたかと思いま

すが，1行目は出来事の話です。怖い思いをしたということです。 

二つ目は，侵入的な早期フラッシュバック，その出来事を思い出

してしまうということです。いやでも思い出してしまう。フラッシュバック，

唐突に思い出してしまう。その結果，好きなことにも集中できないと

いうことが起こってきます。フラッシュバックのもう一つの意味合いは，

実際に怖いことを体験したときと同じような感情に支配されるというこ

とです。それがポイントになりますが，だから，忘れたことにまた傷つ

いてしまうということを繰り返す，そういう意味合いが含まれています。 

回避というのは，場面を避けることです。実際に場面を避けるとい

うこともありますし，これをもう少し広げていくと，人との関わりを避ける

ということもあります。この中には，抑うつ的な，楽しめない気分とか，

以前使われていた診断基準などを見ると，将来に対する夢が持てな

いといったことも挙げられています。 

過覚醒，過敏になることです。眠れないということから始まって，ち

ょっとした物音に敏感になるといったことも含まれてきます。 

日々の生活の困難とは，このような診断基準には，そういう「症状

があって，かつ日々の生活に困難を抱えているもの」と書いてありま

す。逆に言うと，こんなことがあっても，日々の生活がうまくいってい

れば，何の問題もないのかという話になります。ちょっとおかしいとは

思いますが，病気と診断するには，あるいは治療の対象とするには，

そのようなことがついてくるということになるのかもしれません。 

けれども，本当にそうなのか。ＰＴＳＤということだけを意識して心の

ケアを考えるなら，さっき言ったようなことが起こっているかいないか

をチェックして，起こりかけている，起こっていそうだという子ども達に

対して何をするかということを考えればいいと思いますが，そういうこ

とではないだろうと思います。 

ＰＴＳＤの症状が起こってくることについても，いろいろな考え方が

されているようですが，私自身がまとめてみると，このようなことになる

かなと思います。恐ろしい体験は何を残すか。被害に遭った人達は，

受け入れてくれる安全な場所がない，生きる価値がないと感じたの

だと思います。命を奪われかけたわけですから，それを極論すれば，

おまえはもう生きている意味がない，必要ないと言われたに等しいの

だろうと思います。そのときに，自分は何もできなかった，自分には

対処する力がなかったと感じたのだと思います。もっともっと様々な，

複雑な体験をしていると思いますが，心のあり方の中でポイントとし

て挙げられるのはこのようなことだと思います。子どもに限らず大人も

ですが，生きている意味を揺るがされたのではないか。違う表現もで

きると思います。存在価値という表現でもいいかもしれませんが，ここ

に在る意味，価値というものが非常に疑わしくなってしまったのだと。 

そういう思いをしたと考えたときに，何が必要なのか。そういう状況

から回復していくのに，ます必要なことは，安全だということを感じる

ことではないでしょうか。その子どもが，あるいはその人が，社会の中

で，周りの人に受け入れられているというふうに感じることが必要だと

思います。エリクソンという心理学者は，基本的信頼ということを心の

成長のスタートの課題として挙げています。小さな赤ん坊が周りの人

からしっかりと関わってもらっているというところから始まるといってい

ます。自分はここにいるだけだけれども，周りの人達が自分を受け入

れてくれている，自分を守ってくれているという，そういう感覚。小さな

赤ん坊ではもうないけれども，それに近い体験は何かと考えてみた

ら，今ここにいる人が，周りの人達に受け入れてもらえていると感じる
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あるし，どこで亡くなられているか分からない，あるいは亡くなってい

るかどうかも分からないという状況もあるということです。これは，心の

整理という「悲嘆」という作業を考えるときに，大きな違いがあります。

「さよならのない別れ」，「別れのないさよなら」。これは，曖昧な喪失

ということを紹介した日本語訳書，訳された本の副題に書いていた

言葉をそのまま引用しましたが，さよならと言うことのできなかった別

れ，その持っているつらさというのは，また違う意味を持っていると考

えます。その気持ちを整理していくのには，一層の時間がかかると

いうことだと思います。 

これは，最初に見ていただいた火災のあった長田区の写真です。

子どもが，お母さんとでしょうか，お花をささげに来ています。この家

庭は，ひょっとしたら目の前でご家族が焼死したのかもしれません。

けれども，ここで眠っている，ここで亡くなったということが分かってい

るという状況は，ひょっとしたら，さっき言った「さよならのない別れ」を

経験された方とは，違う道筋をたどっているのではないかと思います。 

阪神・淡路の5年目はどうだったのかと見てみましたら，朝日新聞

の夕刊に，孤独死が多いということが書かれていました。阪神・淡路

大震災の仮設団地から，14日，最後の入居者が引っ越したとありま

す5年目に，仮設住宅が閉鎖になっています。東日本はまだまだだ

と聞いています。被災された方達の環境，状況というのは本当に変

わっていません。 

学校だけでできることでないことは,たくさんあります。今日お集まり

の皆さんは学校の方々ばかりでないということは聞いておりますが，

学校での取組というのは非常に重要だと考えてきました。というのは，

子ども達みんなが学校に来るわけですから，学校の中での取組は

非常に重要だと思います。学校だけの問題ではないですが，日常

生活の体験が重要だと申し上げました。学校生活というのは子ども

達の日常生活の大半を占めるところです。そして学校生活の様々な

経験というのは，受け入れられていると感じたり，評価を高めていっ

たり，できることがあると感じたりと，そういうことを体験させるためには

非常にいい場所だと思います。この中で，こういう子ども達への関わ

りを一層丁寧にしていくということが重要だと思います。 

これは，阪神・淡路のときの最初の避難所の写真です。災害後の

心のケアについて考えたときに，災害そのもののストレスというのも重

要ですが，災害後の環境変化のストレスということも省くわけにはい

きません。ストレスというのは，入ってしまったらみんな一緒だと考え

ていただきたいと思います。災害のストレスも災害後のストレスも，子

ども達にとって，あるいは私達大人達にとっても，同じようにしんどい。

解消できるところからまず減らそう，そうすることが，私達被害を受け

た人間の回復の力と変わっていく。レジリエンスという話がありました

けれども，自ら持っている回復力というものを高めてくれるのだろうと

思います。 

神戸では，震災直後から，保育所，幼稚園，それから学校，様々

なところで災害に関する心のケアに関連する講習・研修が行われま

した。同時に，特に学校では，養護教諭の先生方を中心に，学校で

の精神保健に関する研修というものを始めました。最初は震災に関

するものが多かったのですが，時間の経過とともに，震災のこととは

関係があるかどうか分からないけれども，今ここで困っている子ども

達をどうするかという研修に変わっていきました。そういう研修が，子

ども達一人一人の自尊感情や存在価値を高めるような学校の先生

方の関わりにつながっていったと思っています。 

最後に書いておりますのは，日常的で細やかな精神保健というこ

とです。特別な災害ということを考えるよりも，今目の前にいる子ども

達，あるいは私達自身がどうすれば心地よく過ごせるかに時間を割

く，力を注ぐというふうに考えてはどうでしょうか。その中で私達大人

も，感じた様々な思いというものを少しずつ整理できるかもしれませ

ん。また，私達大人が心の中に抱えているものの整理ができるという

ことが，子ども達にとってもいい形ではね返っていくだろうと思います。 

これは，神戸の今の，災害後の回復してからの町並みです。また

機会があれば，お立ち寄りいただいたらと思います。ご清聴ありがと

うございました。 

 

 

○活動報告１ 宮城県子ども総合センター所長 本間博彰 

子ども総合センターの所長をしております本間といいます。どうぞ

よろしくお願いします。 

お手元に冊子がございます。この冊子は５年間の心のケアの活

動をまとめた報告書です。子どもの被害状況や心の大きな傷を負っ

た子どもの実態，そして県としての活動をかなり詳しく記載したもの

です。また，この5年間，私たちの直面した課題に対応するために，

災害と子どものメンタルヘルスに関する国内外の情報や知見を収集

してきましたが，これらの中から特に役立つものを参考にしてこの報

告書を作成しました。これからの災害時の子どもの心のケアに役立

つような内容に作成しました。ですので，単なる報告書ではなくて，

子どものメンタルヘルス対策を実践するための参考書，手引書にな

るような内容になっております。 

また，今日のプレゼンは，この報告書をもとに5年間を概観し，東

日本大震災はどんな災害であったのか，子どもの心にどんな傷跡を

残したのか，そして私たちが必死に取り組んできたケアについてご

報告したいと考えております。限られた時間での報告ですので，特

に強調したいことを中心にお話ししますが，ケアの全体像について

は報告書をご参考にしていただければと思っております。 

 

スライドに沿ってお話しします。まず東日本大震災はどんな震災

だったのか，子ども達に及んだ犠牲はどのくらいの規模だったのか

について見ていきたいと思います。 

これは先ほどの柳澤先生の写真にも出てきましたが，南三陸町の

2011年5月頃の写真です。よくテレビで出てくる防災庁舎ですね。こ

れ，町の真ん中なんです。もう本当に町全体が破壊された，そういう

光景です。そして，これが昨年の10月ごろの写真です。先ほどの防

災庁舎はこれですよね。いまだに盛り土の最中で，本当に復興がど

のくらい遅れているかということがこの写真でお分かりいただけるの
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ことというのが非常に重要な体験になるだろうと思います。 

ＰＴＳＤを意識したところでは，自分が異常だと思わないこと。様々

な反応が残るかもしれない。怖いかもしれない。そんな話はしたくな

いと思っているかもしれない。落ちつかない気持ちになるかもしれな

い。集中できなくて，成績が下がったかもしれない。周りを見てみると，

みんな元気そうに見える。引きずっているのは僕だけかしら，私だけ

かしら。自分だけがおかしいのだろうか。そういう，自分だけがおかし

いのか，異常なのかという思いも避けなければいけません。自分は

おかしい，自分はだめだと自分で自分のことを否定するというのは，

まさに存在価値を傷つけていることになります。 

同じような意味合いになりますが，自己評価を低めないこと。ちょ

っと違う言葉で捉えれば，自分にできることがあると感じること。そうい

う体験，そう感じることが，恐ろしい体験をしたときに，自分の存在価

値がない，生きる意味がないと思った人達の回復に必要であり，そ

のような関わりや配慮が要るのではないかと思います。それらがうま

くいかなかったときに，ＰＴＳＤという病名のつく状態になっていくもの

と考えます。 

これはちょっと古い報告になりますが，アメリカのハリケーンについ

て，ロニガンという人が，ＰＴＳＤの兆候が出現していく要因にどんな

ものがあるかを調査しています。もちろん，被害の大きさが大きな影

響を与えるわけですが，被災後の生活状況がどうだったか，親が十

分に子どもを庇護するような力を育てていたか，そういったことで子

ども達のＰＴＳＤの発症が左右されているようだということを報告して

います。 

親の庇護の乏しさというと，親の評価をしているようで，こういう使

い方はしたくありませんが，先ほどご紹介した事例の中にあったよう

に，親自身がそのつらさを引きずっている場合，子どもに対して十分

な関わりができなくなってしまうことがあります。子どもを支えて欲しい

と考える立場から見れば，「頑張れ，何でお母さんそこでそんなにく

じけているの。」と言いたくなるかもしれませんが，先ほど申し上げた

ＰＴＳＤの予防的な意味合い，自分の存在価値をどうやって回復し

てもらうかということを考えれば，お母さんのそのしんどさを受けとめ

ることが必要で，問題だとか，だめだとか言うわけにはいかない，言

ってはだめなのです。 

日常生活には，様々な家庭の問題がある。お母さんがいろいろな

つらさを引きずっていると，子どももしんどそう，つらそうです。だから，

日常生活の中で，子どもがどのように生活していくかというのは，や

っぱり非常に重要だと思います。 

そのことを少し意味づけすると，受け入れられていると感じるとか，

自己評価を低めないとか，自分にできることがあると感じることという

のは，何か大層なことのように思えますが，ふだんの生活の中で，ほ

とんどの家庭で，子ども達に対してしていることだろうと思います。あ

る意味，当たり前の子育ての中では，されていることだろうと思いま

す。いろいろなことがあって，もちろん子どもを怒るときもあるし，どや

しつけるときもあるでしょうけれども，しっかりとハグしてあげるときもあ

るだろうし，一緒になって楽しい時間を過ごすときもあるでしょう。そう

やって自分が受け入れられているということを子ども達は感じている。

そういうことをたぶん親御さん達はやっている。くじけているときには，

「大丈夫よ。」と言っているかもしれない。もちろん，勉強ができてい

なかったら，何しているのと怒っているかもしれませんが，怒ってば

かりだったらだめだと皆さん感じている。時には，ちょっとしたお手伝

いに，「ありがとう。」と返事をしてあげて，自分は役に立っているぞと

いうことを子ども達に感じさせていることと思います。 

回復のために必要なことと書きましたが，その内容は，特別な治

療の場面のことではなく，日常生活の中で十分できることであり，違

う言い方をすれば，日常生活の中でこそ気をつけてあげなければい

けないことというふうに考えています。 

様々な要因ということについては，子ども達がいろいろなつらさを

示す，学校の中で配慮が必要と思われる，何らかの問題行動など，

いろいろな兆候を見せたときに，県教委の報告では，その要因を分

けて結果を出しています。 

グラフを見ていただいたら分かるように，震災の恐怖によるストレス，

住宅環境の変化，家族・友人関係の変化，経済環境の変化，学校

環境の変化，通学状況の変化，その他とあります。 

震災の恐怖によるストレスが問題としてありそうだと学校の先生方

が判断されたものについては，やはり減ってはきます。地震で怖か

ったというのは，減ってきています。 

住宅環境の変化というのは，一旦下がりましたが，その後，だんだ

んとまた上がっています。この意味合いについては，解釈や分析が

なかったので勝手な推測になりますが，仮設から復興住宅や新しい

家など，違う環境に移ったということも関係するのではないかと思い

ます。 

家族・友人関係の変化についてです。最初は目立たなかったの

が，後半上がってきています。これは，友達との別離があったかもし

れません。家庭そのものの復旧，あるいは復興というものがうまくいっ

ていなかったことに関係があるのかもしれません。これらは推測にな

りますが，こういう対人関係の問題というのが出てきています。 

ずっと上がっているのは，経済環境の変化です。だんだん右肩上

がりとなっています。家は定まったかもしれない，でも，阪神・淡路の

ときでも，それぞれ家庭の抱える経済状況というのは，一気に回復し

たわけではなかったということだと思います。 

様々な要因があり，家庭の中で取り組まなければいけないことが

たくさんあります。けれども，家庭の中だけでは十分ではありません。 

今，改めて東日本大震災と阪神・淡路大震災を比べてみると，こ

ちらに書いてあるとおりです。 

一つは，6か月後の行方不明者数です。阪神・淡路では2人だけ

でした。東日本では，遺体で収容された方の3分の1以上となる4,000

人の方がこういう状況にあったということです。 

悲嘆という，大切な方や物を失ったときにあらわれてくる心の動き

について，「曖昧な喪失」という状態があるといわれています。別離・

死別ということは，非常に大切な人との別れになるわけですが，その

別れ方にもいろいろあります。目の前で亡くなった方を見送る場合も
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あるし，どこで亡くなられているか分からない，あるいは亡くなってい

るかどうかも分からないという状況もあるということです。これは，心の

整理という「悲嘆」という作業を考えるときに，大きな違いがあります。

「さよならのない別れ」，「別れのないさよなら」。これは，曖昧な喪失

ということを紹介した日本語訳書，訳された本の副題に書いていた

言葉をそのまま引用しましたが，さよならと言うことのできなかった別

れ，その持っているつらさというのは，また違う意味を持っていると考

えます。その気持ちを整理していくのには，一層の時間がかかると

いうことだと思います。 

これは，最初に見ていただいた火災のあった長田区の写真です。

子どもが，お母さんとでしょうか，お花をささげに来ています。この家

庭は，ひょっとしたら目の前でご家族が焼死したのかもしれません。

けれども，ここで眠っている，ここで亡くなったということが分かってい

るという状況は，ひょっとしたら，さっき言った「さよならのない別れ」を

経験された方とは，違う道筋をたどっているのではないかと思います。 

阪神・淡路の5年目はどうだったのかと見てみましたら，朝日新聞

の夕刊に，孤独死が多いということが書かれていました。阪神・淡路

大震災の仮設団地から，14日，最後の入居者が引っ越したとありま

す5年目に，仮設住宅が閉鎖になっています。東日本はまだまだだ

と聞いています。被災された方達の環境，状況というのは本当に変

わっていません。 

学校だけでできることでないことは,たくさんあります。今日お集まり

の皆さんは学校の方々ばかりでないということは聞いておりますが，

学校での取組というのは非常に重要だと考えてきました。というのは，

子ども達みんなが学校に来るわけですから，学校の中での取組は

非常に重要だと思います。学校だけの問題ではないですが，日常

生活の体験が重要だと申し上げました。学校生活というのは子ども

達の日常生活の大半を占めるところです。そして学校生活の様々な

経験というのは，受け入れられていると感じたり，評価を高めていっ

たり，できることがあると感じたりと，そういうことを体験させるためには

非常にいい場所だと思います。この中で，こういう子ども達への関わ

りを一層丁寧にしていくということが重要だと思います。 

これは，阪神・淡路のときの最初の避難所の写真です。災害後の

心のケアについて考えたときに，災害そのもののストレスというのも重

要ですが，災害後の環境変化のストレスということも省くわけにはい

きません。ストレスというのは，入ってしまったらみんな一緒だと考え

ていただきたいと思います。災害のストレスも災害後のストレスも，子

ども達にとって，あるいは私達大人達にとっても，同じようにしんどい。

解消できるところからまず減らそう，そうすることが，私達被害を受け

た人間の回復の力と変わっていく。レジリエンスという話がありました

けれども，自ら持っている回復力というものを高めてくれるのだろうと

思います。 

神戸では，震災直後から，保育所，幼稚園，それから学校，様々

なところで災害に関する心のケアに関連する講習・研修が行われま

した。同時に，特に学校では，養護教諭の先生方を中心に，学校で

の精神保健に関する研修というものを始めました。最初は震災に関

するものが多かったのですが，時間の経過とともに，震災のこととは

関係があるかどうか分からないけれども，今ここで困っている子ども

達をどうするかという研修に変わっていきました。そういう研修が，子

ども達一人一人の自尊感情や存在価値を高めるような学校の先生

方の関わりにつながっていったと思っています。 

最後に書いておりますのは，日常的で細やかな精神保健というこ

とです。特別な災害ということを考えるよりも，今目の前にいる子ども

達，あるいは私達自身がどうすれば心地よく過ごせるかに時間を割

く，力を注ぐというふうに考えてはどうでしょうか。その中で私達大人

も，感じた様々な思いというものを少しずつ整理できるかもしれませ

ん。また，私達大人が心の中に抱えているものの整理ができるという

ことが，子ども達にとってもいい形ではね返っていくだろうと思います。 

これは，神戸の今の，災害後の回復してからの町並みです。また

機会があれば，お立ち寄りいただいたらと思います。ご清聴ありがと

うございました。 

 

 

○活動報告１ 宮城県子ども総合センター所長 本間博彰 

子ども総合センターの所長をしております本間といいます。どうぞ

よろしくお願いします。 

お手元に冊子がございます。この冊子は５年間の心のケアの活

動をまとめた報告書です。子どもの被害状況や心の大きな傷を負っ

た子どもの実態，そして県としての活動をかなり詳しく記載したもの

です。また，この5年間，私たちの直面した課題に対応するために，

災害と子どものメンタルヘルスに関する国内外の情報や知見を収集

してきましたが，これらの中から特に役立つものを参考にしてこの報

告書を作成しました。これからの災害時の子どもの心のケアに役立

つような内容に作成しました。ですので，単なる報告書ではなくて，

子どものメンタルヘルス対策を実践するための参考書，手引書にな

るような内容になっております。 

また，今日のプレゼンは，この報告書をもとに5年間を概観し，東

日本大震災はどんな災害であったのか，子どもの心にどんな傷跡を

残したのか，そして私たちが必死に取り組んできたケアについてご

報告したいと考えております。限られた時間での報告ですので，特

に強調したいことを中心にお話ししますが，ケアの全体像について

は報告書をご参考にしていただければと思っております。 

 

スライドに沿ってお話しします。まず東日本大震災はどんな震災

だったのか，子ども達に及んだ犠牲はどのくらいの規模だったのか

について見ていきたいと思います。 

これは先ほどの柳澤先生の写真にも出てきましたが，南三陸町の

2011年5月頃の写真です。よくテレビで出てくる防災庁舎ですね。こ

れ，町の真ん中なんです。もう本当に町全体が破壊された，そういう

光景です。そして，これが昨年の10月ごろの写真です。先ほどの防

災庁舎はこれですよね。いまだに盛り土の最中で，本当に復興がど

のくらい遅れているかということがこの写真でお分かりいただけるの
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童精神科の医者が５人おりましたので，医者を中心にして５チーム

で活動しておりました。 

子ども総合センターは設立されてから今年で15年目になりますが，

現在の子ども総合センターは名取市内にあります。診療所を抱えて

いますが，その他の地区の石巻市内にも児童相談所の中に石巻診

療室という診療の場を持っています。そして気仙沼市内にも，児童

相談所の気仙沼支所の中に診療室を設けております。それから県

の北部にあたる大崎市内の北部児童相談所の中に大崎診療室を

設けております。震災の後はこの4か所の診療室が大きな役割を果

たすことになりました。 

心のケアチームの活動ですが，気仙沼地区は大体月に4日間ぐ

らい，石巻地区は週2日間，石巻はかなり深刻なダメージを受けた

地区でしたので回数が多くなりました。この緑色で示したところが仙

台周辺なんですが，ここは我々のところに近いので，週2日ぐらい巡

回相談というかアウトリーチをしてきました。県の南部は週１回と，こ

のような形でケアチームが活動をしました。 

 

ケアチームの目的は，とにかく初期は精神科医療的介入の必要

性のある子どもの把握とケアです。振り返ってみると，ＤＭＡＴ

（Disaster Medical Assistant Team）の世界ですと，トリアージという関わ

りがありますが，精神科もトリアージに近いことをするわけです。即座

にきちんとした介入をしなくてはならない人と，少し待ってもらう人，あ

るいは関係する職員の方々に見ていただければいい，そういう判断

をするわけです。それから，心のケアのためのいろいろなガイダンス

をするわけですが，スタッフは，ここに書きましたように，児童精神科

を専門にしている医師，それから心理士，保健師，保育士，子ども

総合センターには学校の先生が3人おりましたので，先生方もその

中に入っていただく。もう一つ大事なスタッフとして，ロジスティクスを

担当する運転士が大事ですね。こうしたメンバーでケアチームを編

成しておりました。 

私は，先ほど言いましたように，北部連続地震や岩手・宮城内陸

地震を経験しておりましたので，2011年の7月の頃には，これは研修

会で何度も使ったスライドなんですが，子どもの心のケアについては

一つの戦略を設けていました。例えば，心のケアの具体的な実践方

法，地域の対応力の育成，啓蒙活動，情報収集とか情報発信，ある

いはある程度の調査研究的な対応について準備してきました。 

 

災害には必ず弱者がいます。災害弱者です。例えば子どもでも

災害弱者のような方々がいるわけです。ましてや我々の組織は行政

的な組織でありますから，全体のことを考えますと，特に注意しなく

てはならない子どもとして，社会的養護の子どもであるとか，何らか

のメンタルヘルスの問題を持っている人であるとか，発達障害の子

どもであるとか，あるいは子ども総合センターの外来に通っている子

ども達とか，そういう方々が心のリスクが高いだろうということを想定し

て仕事をしておりました。 

しかし初期の頃には，この中で1点，忘れていたことがありました。

それは先程の井出先生の話にありましたように，小さな子どもが弱者

となる可能性が高いということです。小さな子どもは，災害弱者，ある

いは特別な配慮を要する，そういうグループですよね。この小さな子

ども，年少の子ども達がハイリスクである，リスクが高いということにつ

いての認識は，時間と共に私たちも感じていくことになりました。 

 

災害の急性期，中期の時期の相談実績ですが，このスライドに示

しましたように，相談や治療の必要なケースが右肩上がりでだんだ

ん増えてきます。このカラムにあります上の赤いところは気仙沼地区，

黄色いところは石巻地区，この辺が仙台地区，そしてこれが県南地

区ですね。このようにどんどん増えてくるわけです。我々は相談活動

を促進するための介入をするときの大事なこととして，地域の保健師

さんをつなぎ手として，そこから介入をしておりました。それでだんだ

ん，保健師さんが見つけた，保健師さんが紹介してくる，そういう子

どもの次に，親からの相談依頼が加わってきます。そして，次は，保

育所に直接介入するとか，あるいは子どもの支援者，保育士さんと

か，そういう方々への研修をするとか，そして埋もれている子ども達を

どうやって見つけていくかということが大きなテーマになりました。症

状を出す子ども達は発見が早いし，関わりやすいです。でも，症状

をうまく出せない子どもとか，言葉のない年齢の子ども達の問題はな

かなか見つけにくい。そういう意味で，埋もれている子ども達をどうい

うふうに見つけるかということが大きなテーマとなっていきました。 

初年度であります23年度に対応したケースの年齢構成を見ると，

実は，我々のケアチームが一番関わってきた子ども達はこんな小さ

な子ども達であったこと，その数が多かったということなんです。ゼロ

歳から３歳がこのくらい，次は就学前の子どもですね，そして小学校

１年生から３年の小学校低学年ですね，それから小学校高学年，中

学生というような年齢群で，このような相談の入り方だったんです。学

校へはまだ直接入ってなかったのですが，それでも保健師さんとか

親の方々からの依頼があって，このような年齢構成をしておりました。 

直撃から1年目，2年目と進むにつれて，ケアのニーズがどんどん

変わってきます。医療的なケースを見ると，医療チームが関わったケ

ースは，例えば2011年の前半はこのぐらい多かったんですけれども，

経過とともに減ってくるんですね。それに対して，子育て支援チーム

というのを途中から立ち上げて，子育て支援に関する窓口を設けま
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ではないかと思います。 

同じ南三陸町に戸倉小学校という学校がありますが，このスライド

は戸倉小学校の学校関係者の方からお借りした写真です。これは

大津波が押し寄せてきた戸倉小学校です。これは3階建ての建物の

途中，この辺までは水が上がっておりますね。巨大な津波にのみ込

まれる瞬間の小学校の写真です。津波が引きますとこんな感じにな

るわけですね。これ，3階建ての小学校の建物，ここにあった体育館，

新築早々の体育館は破壊されてしまった，そういう光景です。ここは

そのような大災害の場所だったようです。 

この戸倉小学校には，去年の12月にも訪問しました。新しい学校

の建物ができておりました。きれいな学校ですね。ここは海抜，海か

ら50メートルぐらい高いところにつくられておりました。今この周辺に

災害復興住宅が建てられて，多分3月ごろには住民の方々がこの復

興住宅に移られて，ここが今度は戸倉地区の一つの拠点になるだ

ろうと思います。そういう写真です。 

東日本大震災の規模と犠牲者ですが，簡単にお話ししますと，マ

グニチュード9，震度6から7，津波マックス30と書いてありますが，場

所によってはいろいろ違いがあります。先ほどの南三陸町の場合は，

たしか15メートルだったと思います。15メートルというと皆さん想像は

なかなかつきませんよね。ここから上まででせいぜい10メートルぐら

いでしょうか。これをはるかに超える津波が来るわけです。女川に至

っては18メートルでしょうか。本当に想像さえできませんよね。そうい

う中でこれだけの死者が発生しているわけです。 

 

子どもの犠牲者ですが，宮城県の子どもの犠牲者は，学校関係

では430名，保育所関係，福祉関係は71名，トータルで501名の子ど

もが亡くなっています。そのような大災害でありました。この度の震災

では，親を失った子どもの数もすさまじい数に上っております。宮城

県はその中でも，孤児が126名，遺児が882名ですから，1,008名の

子ども達が親を失ったということです。 

 

さて，我々の取組ですが，急性期と中期，発生してから1年間です

が，私たちは心のケアチームをつくって，先ほどの柳澤先生の話に

ありましたように，アウトリーチによる支援をしてきました。と同時に，

私たちのところは県の行政機関ということもありまして，市町村の母

子・児童福祉行政と連携をしながら，そういう行政の連携の中での支

援をしてきました。急性期，中期というのは，もう一つ大事なことがあ

りまして，今日の大きなテーマであります，国際協力による子どもの

心のケアというのが大きなテーマなんですが，そのための研修を実

は私たちは受けておりました。本当にこれだけの大災害ですと，何

をしたらいいかというのが分からないんですよね。これからどういう方

向に進めばいいのか分からない。こういうときにアメリカの医療関係

者や厚労省の支援を受けまして，ボストンとニューヨークで，2011年

12月に約1週間の研修を受ける機会がありました。このような経験を

もとにその後の震災の取組に当たってきました。 

宮城県は震災の多い県だと感じています。例えば，昭和53年に

宮城県沖地震が発生しましたが，そのときに20数名の人が亡くなっ

ていました。この震災では，白橋宏一郎先生という日本児童青年精

神医学会の理事長をされた方が，国立仙台病院におられて，自閉

症の子ども達が震災の時にかなり大変だという，そういう報告をされ

たことがありました。 

昭和53年に続いて，2003年には宮城県北部連続地震，当時の矢

本町，今の東松島市ですが，この地域に直下型の震度６の大地震

が計３回，体感としては四百何回の震災がありました。この時の震災

にも私は少しですが関わることがありました。 

それから，2008年には，岩手・宮城内陸地震というのがありました

ね。山一つがなくなって，崩れてしまったというすごい地震でした。マ

グニチュードは7.2。このときに宮城県は18名の犠牲者が出ておりま

す。このようにいくつかの震災に関わっておりました。こうした経験か

ら，今度の東日本大震災では，少し予備知識があって，対応に役立

っておりました。 

以前の震災の時に，子ども総合センターとしてどんなことをしてき

たかというと，今回の取組と同じように地域の対応システムをできるだ

け尊重するということだったんです。このころは全国から駆け付ける

支援者や行政の方々に対して，被災地の自治体は対応していたよ

うに思います。今とは違って，外から支援にいらっしゃる方の対応で

苦労していたということもありました。そんな状況のために，町の担当

者から今は来ないでほしい，もうしばらくしてからニーズが発生したと

きに支援をお願いするのでというようなことを聞かされていました。子

ども総合センターの保健師と町の保健師と連絡体制を確保しながら，

これをもとに我々のやれるところを少しずつやってきたという，そうい

う記憶がありました。 

 

さて，この度の東日本大震災の心のケアですが，初期にどのよう

な対応をしてきたか。東日本大震災は3月11日2時46分に発生し，

我々が心のケアとして初めて活動したのは3月17日でした。先ほどス

ライドに示した戸倉小学校や戸倉中学の子ども達が登米市に集団

避難し，避難先で具合の悪い子どもが出始めたんです。そしてケア

の派遣依頼に応えるために，ケアに関われる職員に現地に行っても

らったというのが心のケア活動の始まりだったんです。 

 

その後，4月6日に，初めて県の正式な事業として宮城県子どもの

心のケアチーム巡回相談という仕組みを作りました。県の機関では

何らかの仕事をする時にはそのための根拠が必要ですので，「宮城

県子どものこころのケアチーム巡回相談実施要領」というものを作り

まして，4月6日から正式な形で巡回相談を始めました。これは資料

にありますのでご覧ください。 

我々のケアチームの活動では，県内を大きく4つに分けました。気

仙沼地区，石巻地区，仙台地区，仙台地区というのはたくさんの市

町村があります。それから県南地区。名取，岩沼，亘理，山元です

ね。こうした区分けをして，このようなスケジュール，このような体制で

ケアチームを派遣しておりました。当時，子ども総合センターには児
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童精神科の医者が５人おりましたので，医者を中心にして５チーム

で活動しておりました。 

子ども総合センターは設立されてから今年で15年目になりますが，

現在の子ども総合センターは名取市内にあります。診療所を抱えて

いますが，その他の地区の石巻市内にも児童相談所の中に石巻診

療室という診療の場を持っています。そして気仙沼市内にも，児童

相談所の気仙沼支所の中に診療室を設けております。それから県

の北部にあたる大崎市内の北部児童相談所の中に大崎診療室を

設けております。震災の後はこの4か所の診療室が大きな役割を果

たすことになりました。 

心のケアチームの活動ですが，気仙沼地区は大体月に4日間ぐ

らい，石巻地区は週2日間，石巻はかなり深刻なダメージを受けた

地区でしたので回数が多くなりました。この緑色で示したところが仙

台周辺なんですが，ここは我々のところに近いので，週2日ぐらい巡

回相談というかアウトリーチをしてきました。県の南部は週１回と，こ

のような形でケアチームが活動をしました。 

 

ケアチームの目的は，とにかく初期は精神科医療的介入の必要

性のある子どもの把握とケアです。振り返ってみると，ＤＭＡＴ

（Disaster Medical Assistant Team）の世界ですと，トリアージという関わ

りがありますが，精神科もトリアージに近いことをするわけです。即座

にきちんとした介入をしなくてはならない人と，少し待ってもらう人，あ

るいは関係する職員の方々に見ていただければいい，そういう判断

をするわけです。それから，心のケアのためのいろいろなガイダンス

をするわけですが，スタッフは，ここに書きましたように，児童精神科

を専門にしている医師，それから心理士，保健師，保育士，子ども

総合センターには学校の先生が3人おりましたので，先生方もその

中に入っていただく。もう一つ大事なスタッフとして，ロジスティクスを

担当する運転士が大事ですね。こうしたメンバーでケアチームを編

成しておりました。 

私は，先ほど言いましたように，北部連続地震や岩手・宮城内陸

地震を経験しておりましたので，2011年の7月の頃には，これは研修

会で何度も使ったスライドなんですが，子どもの心のケアについては

一つの戦略を設けていました。例えば，心のケアの具体的な実践方

法，地域の対応力の育成，啓蒙活動，情報収集とか情報発信，ある

いはある程度の調査研究的な対応について準備してきました。 

 

災害には必ず弱者がいます。災害弱者です。例えば子どもでも

災害弱者のような方々がいるわけです。ましてや我々の組織は行政

的な組織でありますから，全体のことを考えますと，特に注意しなく

てはならない子どもとして，社会的養護の子どもであるとか，何らか

のメンタルヘルスの問題を持っている人であるとか，発達障害の子

どもであるとか，あるいは子ども総合センターの外来に通っている子

ども達とか，そういう方々が心のリスクが高いだろうということを想定し

て仕事をしておりました。 

しかし初期の頃には，この中で1点，忘れていたことがありました。

それは先程の井出先生の話にありましたように，小さな子どもが弱者

となる可能性が高いということです。小さな子どもは，災害弱者，ある

いは特別な配慮を要する，そういうグループですよね。この小さな子

ども，年少の子ども達がハイリスクである，リスクが高いということにつ

いての認識は，時間と共に私たちも感じていくことになりました。 

 

災害の急性期，中期の時期の相談実績ですが，このスライドに示

しましたように，相談や治療の必要なケースが右肩上がりでだんだ

ん増えてきます。このカラムにあります上の赤いところは気仙沼地区，

黄色いところは石巻地区，この辺が仙台地区，そしてこれが県南地

区ですね。このようにどんどん増えてくるわけです。我々は相談活動

を促進するための介入をするときの大事なこととして，地域の保健師

さんをつなぎ手として，そこから介入をしておりました。それでだんだ

ん，保健師さんが見つけた，保健師さんが紹介してくる，そういう子

どもの次に，親からの相談依頼が加わってきます。そして，次は，保

育所に直接介入するとか，あるいは子どもの支援者，保育士さんと

か，そういう方々への研修をするとか，そして埋もれている子ども達を

どうやって見つけていくかということが大きなテーマになりました。症

状を出す子ども達は発見が早いし，関わりやすいです。でも，症状

をうまく出せない子どもとか，言葉のない年齢の子ども達の問題はな

かなか見つけにくい。そういう意味で，埋もれている子ども達をどうい

うふうに見つけるかということが大きなテーマとなっていきました。 

初年度であります23年度に対応したケースの年齢構成を見ると，

実は，我々のケアチームが一番関わってきた子ども達はこんな小さ

な子ども達であったこと，その数が多かったということなんです。ゼロ

歳から３歳がこのくらい，次は就学前の子どもですね，そして小学校

１年生から３年の小学校低学年ですね，それから小学校高学年，中

学生というような年齢群で，このような相談の入り方だったんです。学

校へはまだ直接入ってなかったのですが，それでも保健師さんとか

親の方々からの依頼があって，このような年齢構成をしておりました。 

直撃から1年目，2年目と進むにつれて，ケアのニーズがどんどん

変わってきます。医療的なケースを見ると，医療チームが関わったケ

ースは，例えば2011年の前半はこのぐらい多かったんですけれども，

経過とともに減ってくるんですね。それに対して，子育て支援チーム

というのを途中から立ち上げて，子育て支援に関する窓口を設けま
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の領域についてもいろんな相談活動が必要でして，母子保健関係

の事業として取り組みました。その他，様々な研修をしてきました。子

どもの心のケアに関する研修，これはどこの機関でもやるんですが，

被災地のニーズというのは時間とともに変化し，子どもの発達支援に

関する研修であるとか，子どもの支援者のセルフケアに関する，そう

いうニーズが出てきますので，研修の幅も広がってきました。時期が

進むにつれて被災地のニーズが変わってきますので，そのニーズ

に合わせながらやってきたところです。 

 

次に，震災後期の子どもの心の問題の全体像についてお話しし

ます。 

 

震災後期を概観しますと，子どもの心の問題はこのように分かれ

てくるのです。例えば，これだけの災禍の中で何事もなかったかのよ

うに生きる子どもがいます，目覚ましく成長する子ども。先ほど向社

会性というお話がありました。困っている人たちを見ると，子どもであ

っても手助けしようとしますよね。愛他的精神というものです。こうした

心のありようを引き出される子どもが結構いたような感じがします。そ

れから，支援を受けやすい子どもと支援を受けにくい子どもがいま

す。要するに，震災の影響を受けた心の問題を分かりやすい症状

で出す子どもがいるわけです。ところが，症状として外に出せない子

どもというのもいるわけです。分かりやすく出す子ども達は支援を受

けやすいですよね。そういう子どもがいる一方で，支援が必要な子ど

も達が少しずつ出てくるんですが，例えば，心の問題が複雑化した，

あるいは困難化した子どもが現れてくるのです。不登校とか発達障

害類似の問題を出す子どもというのは，複雑化した結果と考えられ

ます。それから，破壊的な問題行動を現わす子どもがいます。物を

壊すとか，人に対して様々な攻撃的な態度や言動をとる子ども達も

出てきます。複雑化，困難化のもう一つの現れ方である無気力な子

どもや引きこもる子ども，閉塞感を強める子どもも現れてきます。 

災害後期における大きなテーマですが，家庭環境の悪化という問

題があります。不適切な育児であるとか虐待であるとか，そういう状

況にさらされている子どもがかなり増えてくるんです。このように，震

災の問題プラス震災の余波による問題が増えてきます。それを大ざ

っぱにまとめたものがこのスライドです。 

 

震災が発生して，スライドのこのあたりにいるわけですけれども，

震災の直撃による問題というのは時間とともにどんどん減ってきます。

災害によって家族も親もダメージを受けますし，親も財産や仕事を

失いますし，住むところも失う。そして復興の遅れによる負担や失望

というものが親にとってとても重いものになってきます。この問題が緑

色の線で書きましたように，少しずつ少しずつ増えてくるわけです。

それから，今回の震災の特徴の一つはスローリカバリー，復興がも

の凄く遅れているところにあります。阪神・淡路大震災と比べれば信

じられないほど遅れているわけです。いまだに住むところもない，学

校の校庭は仮設住宅というところもいっぱいありますよね。そうすると，

黒色の線で書きましたように，環境の悪化とか地域力の低下があり，

この影響を受けてくる子ども達がいます。 

このように初期の問題と後期の問題は明らかに違うんです。後期

の時期は，こういう問題がミックスされ複雑に出てくるものですから，

すごく分かりにくいというような状況になってきます。ですから，後期

の対応をする上では，よりきちんとした見方ができなければならない

ということなんです。 

 

そんなわけで，震災後期の課題というのは次のようになるだろうと

思っていました。複雑な心の問題を呈する子どもが出てくる。震災の

影響として把握しやすい心の問題は減少し，複雑で対応困難な問

題が出てくる。暴力傾向，自傷傾向，難しく言うとトラウマの反復強迫

というのが起こるんですけれども，それから発達障害と関連した問題

が増えます。さらに，家族の問題への対応など，これからますます包

括的な対応力の整備が必要になるわけです。発達障害などへの対

策をきちんとするとか，包括的な健全育成をするとか，そんなことが

テーマになってきますよね。 

私が思うこれからの課題というのは，こうなるだろうと思っています。

神戸は20年やってきました。つまり我々も長期戦をどうやって乗り切

るかなんですね。その長期戦を乗り切るためには，子どもの一番近く

にいる関係者，学校の先生とか保育士さんとか，あるいは保健師さ

んとか，そういう子どもの一番近くにいる関係者，専門家ですね，そう

いう人が子どものケアや支援に取り組むことになるはずなんです。で

すから，学校や教育の課題はさらに大きくなるんですね。 

二つ目は，被災地の関係機関が地力を養わなくてはならないと

思う。もっともっと力をつけなければならないということなんですね。

事実，外からの支援はどんどん減ってきますから，とにかくこの二番

というのは大きな課題です。 

それから三番目に，被災地に必要な支援というのは災害のステー

ジによって変わってくるんです。これからずっと続く長い後期の期間

の中でもどんどん変わってくるはずなんです。ですから，どんなニー

ズがあるかをやっぱり明らかにして，その先に進まなければならない

ということであります。 

大きな二番なんですが，被災地における包括的な支援を構築し

なければなりません。学校保健の充実，きちんとした健全育成，そし

て，危機対応。今現在でも危機対応をしなくてはならない事例が散

発的に起こっていますよね。そして，子どものためのコミュニティーの

再生という課題があります。一つの例として，後期の学校現場の課

題を私はこんなふうに考えていました。平時の子ども対策へ移行し，

平時の子ども対策を強化しなくてはならないということです。繰り返し

て言いますように，学校保健を軸にした子どものケアの推進をすると

いうことですね。 

そして，もう一つ，忘れてしまいそうなのが，入学前の子どもの実

態にも関心を向けてほしいということです。入学前の子どもというの

は，言葉のない時代に，あの震災を受けた子ども達や震災の余波

による影響を受けた子ども達は，多分，発達に関するいろいろな問
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すと，ここにどんどんケースが上がってきました。つまり震災中後期

になると子ども総合センターのクリニックに直接来るようになりますの

で，アウトリーチによる介入とそのクリニックでの診療の二本立ての支

援が進んできたわけです。このやり方では漏れていくケースを子育

て支援チームで対応してきた，そんな経過でした。 

 

後期になりますとどうでしょうか。後期のお話をしますと，後期とい

う時期は，1年たった2年目からを後期というふうに位置づけています。

この時期は，心のケアチームによる引き続きの支援，被災地に設け

てある子ども総合センターの附属診療室での医療の提供，子育て

支援チームによる支援に加えて，あともう一つ私たちが取り組んだの

は，定点観測です。学校の幾つかを定点として集中的に支援に入り

ました。月に一回ずつ入りました。この取組をした理由はいろいろあ

り，この報告書に書いてありますが，大事なことは，子どもがどのよう

な変化をしていくのか，心の問題がどのような変化をしていくのか，

ニーズはどういうふうに時期によって変わってくるのか，そういったこ

とを私達がまだ十分な知識を持っていませんでしたので，定点観測

の手法で集中的に関わることによって，これから先どういうふうに進

んでいけばいいのかを模索しました。 

2年目には東京に東日本大震災中央子ども支援センターができ

ました。そして，プレイメイクという子どものケアに効果のある方法を

始めることにしました。このように後期になりますと，支援のメニューを

どんどん増やしていかなくてはなりませんでした。つまり，より包括的

な支援をせざるを得なかった，後期とはそういう時期だったんです。

プレイメイクの研修をしましたが，これは，その指導者のスチィーブさ

んにボストンから来ていただいて行われました。この方と我々は約１

週間の期間を被災地で子ども達へプレイメイクをしたり，プレイメイク

の勉強をしました。宮城県，岩手県の子どもの支援者を中心にして，

全国の支援者がこの技術研修に来ました。北は北海道，南は福岡

から，この研修のために，5月の連休にたくさんの人が気仙沼に集ま

りました。 

これはプレイメイクの研修会の写真です。バルーンパラシュートと

いうのはどういうふうに使って子どものケアをするか等，プレイメイキ

ングのノウハウをここで研修したわけです。これは子どもと一緒にや

っているところですね。たくさんの子どもと７メートルのパラシュートを

使いながら子どものケアをしてきました。プレイメイクについては後段

の大原センター長がもうちょっと詳しい説明をしてくれると思います。

今回の震災でとても感じたことは，こういう遊びというものが子どもの

ケアにはすごく重要な役割を果たすということでした。 

 

後期に入ると私たちは被災の激しかった学校へ訪問を始めました。

心のケアチームの活動を通して私たちが見ていた子どももだんだん

小学校に上がってきますし，そういう子ども達のフォローをしていくこ

とが必要でしたので，学校との連携をかなり意識的にやりました。例

えば，宮城県であれば，仙台教育事務所管内というのがあるんです

けれども，この管内の14校を回り，そして東部教育事務所，石巻地

区ですね，石巻地区の39校，それから南三陸教育事務所，気仙沼

とか南三陸町ですね，そこの学校を回って，学校がどんな問題を抱

えているのか，どんなニーズを抱えているのか，それを子ども総合セ

ンターの担当者が調べて歩きました。 

だんだん学校のほうへと私たちは関わっていくわけですけれども，

学校に関わる時に，学校コンサルテーション活動という形でもって学

校に入りました。例えばここにありますように，特に遠隔地に位置す

る，宮城県でいえば，気仙沼市，南三陸町ですと，本当に社会資源

も少ないですし，抱えている実情も余り知られていませんので，遠隔

地に位置する学校に力を入れまして，教育委員会等と連携をしなが

ら定点観測を続けてきたわけです。それから二番目に，井出先生が

いらっしゃる神戸地区，神戸大学関連の精神科の医者たち，７名の

医者に協力をしていただいて，この方々と継続的な学校訪問をしま

した。その他にも追跡調査として学校訪問するとか，今現在も学校コ

ンサルテーションを続けているところです。 

 

私が特に関わった気仙沼の学校の定点観測についてお話をしま

す。平成25年度だけでも5つの小学校を継続的に回るんですけれど

も，トータルで86名の子ども達の相談を受けました。相談に当てる時

間は，1時間から1時間半ぐらいの時間ですので，その限られた時間

の中で，校長先生や養護教諭の方々が学校として気になっている

子どもというのを私たちに話をしてくれて，それに対する取組というも

のを一緒に話し合ってきました。訪問の回数が増えるにつれて，学

校の先生方も私たちのことを信用してくれて，震災に関係なさそうに

思われる問題を結構出してくれるようになりました。中には申し訳な

さそうに，このケースは震災とは関係ないと思うんだけれども，この相

談を受けてほしいというような形で，次々と上がってくるわけです。で

すから，最近は本当に一見震災とは関係なさそうな，例えば発達障

害の子どもの問題とか，あるいは発達障害までいかないけれども，

すごく手のかかる子ども達の相談が多くなりました。この辺は先ほど

の井出先生のお話と重なるところです。 

 

後期4年目，5年目になりますと，支援の内容は以下のようになる

わけです。ここにありますように，心のケア推進班という組織を県に

作っていただきました。この推進班を新設して，教育と保健分野との

連携を強めてケアの推進を図ったわけです。これは子ども総合セン

ターの組織図ですが，3班体制の子ども総合センターに心のケア推

進班というのをつくってもらいました。この中には教員が2名，養護教

諭が1名，保健師が1名，精神科の医者1名，班の管理をする事務職

の人が1名入っています。また，先ほどの東日本大震災中央子ども

支援センターというのは組織替えをしまして東日本大震災みやぎ子

ども支援センターというふうになったのですが，これを子ども総合セ

ンターの中に抱えて，このセンターと協働して，心のケア推進班が県

内のいろいろな活動をしたわけです。 

推進班はどんなことをしたかといいますと，やっぱりアウトリーチに

よる巡回相談をする。学校保健関連の巡回相談に加え，母子保健
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の領域についてもいろんな相談活動が必要でして，母子保健関係

の事業として取り組みました。その他，様々な研修をしてきました。子

どもの心のケアに関する研修，これはどこの機関でもやるんですが，

被災地のニーズというのは時間とともに変化し，子どもの発達支援に

関する研修であるとか，子どもの支援者のセルフケアに関する，そう

いうニーズが出てきますので，研修の幅も広がってきました。時期が

進むにつれて被災地のニーズが変わってきますので，そのニーズ

に合わせながらやってきたところです。 

 

次に，震災後期の子どもの心の問題の全体像についてお話しし

ます。 

 

震災後期を概観しますと，子どもの心の問題はこのように分かれ

てくるのです。例えば，これだけの災禍の中で何事もなかったかのよ

うに生きる子どもがいます，目覚ましく成長する子ども。先ほど向社

会性というお話がありました。困っている人たちを見ると，子どもであ

っても手助けしようとしますよね。愛他的精神というものです。こうした

心のありようを引き出される子どもが結構いたような感じがします。そ

れから，支援を受けやすい子どもと支援を受けにくい子どもがいま

す。要するに，震災の影響を受けた心の問題を分かりやすい症状

で出す子どもがいるわけです。ところが，症状として外に出せない子

どもというのもいるわけです。分かりやすく出す子ども達は支援を受

けやすいですよね。そういう子どもがいる一方で，支援が必要な子ど

も達が少しずつ出てくるんですが，例えば，心の問題が複雑化した，

あるいは困難化した子どもが現れてくるのです。不登校とか発達障

害類似の問題を出す子どもというのは，複雑化した結果と考えられ

ます。それから，破壊的な問題行動を現わす子どもがいます。物を

壊すとか，人に対して様々な攻撃的な態度や言動をとる子ども達も

出てきます。複雑化，困難化のもう一つの現れ方である無気力な子

どもや引きこもる子ども，閉塞感を強める子どもも現れてきます。 

災害後期における大きなテーマですが，家庭環境の悪化という問

題があります。不適切な育児であるとか虐待であるとか，そういう状

況にさらされている子どもがかなり増えてくるんです。このように，震

災の問題プラス震災の余波による問題が増えてきます。それを大ざ

っぱにまとめたものがこのスライドです。 

 

震災が発生して，スライドのこのあたりにいるわけですけれども，

震災の直撃による問題というのは時間とともにどんどん減ってきます。

災害によって家族も親もダメージを受けますし，親も財産や仕事を

失いますし，住むところも失う。そして復興の遅れによる負担や失望

というものが親にとってとても重いものになってきます。この問題が緑

色の線で書きましたように，少しずつ少しずつ増えてくるわけです。

それから，今回の震災の特徴の一つはスローリカバリー，復興がも

の凄く遅れているところにあります。阪神・淡路大震災と比べれば信

じられないほど遅れているわけです。いまだに住むところもない，学

校の校庭は仮設住宅というところもいっぱいありますよね。そうすると，

黒色の線で書きましたように，環境の悪化とか地域力の低下があり，

この影響を受けてくる子ども達がいます。 

このように初期の問題と後期の問題は明らかに違うんです。後期

の時期は，こういう問題がミックスされ複雑に出てくるものですから，

すごく分かりにくいというような状況になってきます。ですから，後期

の対応をする上では，よりきちんとした見方ができなければならない

ということなんです。 

 

そんなわけで，震災後期の課題というのは次のようになるだろうと

思っていました。複雑な心の問題を呈する子どもが出てくる。震災の

影響として把握しやすい心の問題は減少し，複雑で対応困難な問

題が出てくる。暴力傾向，自傷傾向，難しく言うとトラウマの反復強迫

というのが起こるんですけれども，それから発達障害と関連した問題

が増えます。さらに，家族の問題への対応など，これからますます包

括的な対応力の整備が必要になるわけです。発達障害などへの対

策をきちんとするとか，包括的な健全育成をするとか，そんなことが

テーマになってきますよね。 

私が思うこれからの課題というのは，こうなるだろうと思っています。

神戸は20年やってきました。つまり我々も長期戦をどうやって乗り切

るかなんですね。その長期戦を乗り切るためには，子どもの一番近く

にいる関係者，学校の先生とか保育士さんとか，あるいは保健師さ

んとか，そういう子どもの一番近くにいる関係者，専門家ですね，そう

いう人が子どものケアや支援に取り組むことになるはずなんです。で

すから，学校や教育の課題はさらに大きくなるんですね。 

二つ目は，被災地の関係機関が地力を養わなくてはならないと

思う。もっともっと力をつけなければならないということなんですね。

事実，外からの支援はどんどん減ってきますから，とにかくこの二番

というのは大きな課題です。 

それから三番目に，被災地に必要な支援というのは災害のステー

ジによって変わってくるんです。これからずっと続く長い後期の期間

の中でもどんどん変わってくるはずなんです。ですから，どんなニー

ズがあるかをやっぱり明らかにして，その先に進まなければならない

ということであります。 

大きな二番なんですが，被災地における包括的な支援を構築し

なければなりません。学校保健の充実，きちんとした健全育成，そし

て，危機対応。今現在でも危機対応をしなくてはならない事例が散

発的に起こっていますよね。そして，子どものためのコミュニティーの

再生という課題があります。一つの例として，後期の学校現場の課

題を私はこんなふうに考えていました。平時の子ども対策へ移行し，

平時の子ども対策を強化しなくてはならないということです。繰り返し

て言いますように，学校保健を軸にした子どものケアの推進をすると

いうことですね。 

そして，もう一つ，忘れてしまいそうなのが，入学前の子どもの実

態にも関心を向けてほしいということです。入学前の子どもというの

は，言葉のない時代に，あの震災を受けた子ども達や震災の余波

による影響を受けた子ども達は，多分，発達に関するいろいろな問
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もう一つ，子ども達の現状をあらわしているものとして私たちが捉

えている内容をお伝えいたします。それは，震災を思い出し，気持

ちが落ちつかなくなる児童生徒，これがかなり多くいるということでご

ざいます。表面にはあらわれないけれども，そういう気持ちを持って

いる児童生徒が，小5で約2割2,000人，中2で約1割１,000人おりまし

て，これは小5と中2のみの数ですので，全ての学年の児童生徒とな

ると，そういう気持ちを持った子がかなり多くいるのではないかと捉え

ております。 

このことからも，震災から間もなく5年になろうとしている今なお，子

ども達の心のうちにも震災の直接，間接の体験が影を落としていると

言えるものと捉えております。 

加えて，児童生徒の学力や体力についても少し触れさせていた

だきたいと思います。学力について表しているのは，スクリーンの上

半分にある2つのグラフでございます。これらのグラフはいずれも全

体的にやや右肩下がりとなっておりまして，本県の児童生徒の学力

は，全国との有意差は見られませんが，やや低下傾向にあることが

理解できるかと思います。また，体力や運動能力についてですが，

中学2年男子については全国平均を上回っているものの，中学2年

女子と小学校5年の男女についてはいずれも全国平均を下回って

いるという状況でございます。校庭に，先ほど本間先生のお話にも

ありましたように，仮設住宅がまだ残っている学校もありまして，また

スクールバスですぐに帰らなければならないというような状況もありま

して，運動する環境に制限のある学校もあることから，県におきまし

ては，長縄8の字跳びなど，運動機会の創出を工夫しているところで

ございます。 

さて，これまで述べてきたように，震災以降，依然厳しい状況にあ

る児童生徒に向き合いながら学校の日常をつくりあげてきている，

今度は先生方の現状について報告させていただきます。学校の先

生方は，震災発生時，とても大きな揺れに動揺する子ども達を落ち

つかせながら守りました。そして保護者へ引き渡しました。また，それ

と並行して，安全な場所として学校を頼りに次から次へとやってくる

被災された多くの住民の方々を守る避難所の運営にも携わりました。

そしてそれ以降は，学校の再開と日常を取り戻すべく奮闘し続けて

まいりました。その努力により，今，一部を除き，学校は日常を取り戻

しております。ただ，先生方のそのような努力は，本来業務の他，

様々な環境を背景とした児童生徒に対するきめ細かな対応も求めら

れる中でなされたものであり，そのため，先生方自身の心身にきしみ

が見られているというのも現実でございます。きしみの例として，ここ

では２つのグラフを表しております。左が先生方が感じている業務量

や健康状態でございます。また，右が病気休暇と病気休職をとった

先生方の数でございます。これらのグラフが示すように，先生方にも

やはり震災の影響が少なからずあり，心身にきしみを生じさせている

のが実態でもあります。 

これまで述べてまいりました震災による学校教育への影響に対し

まして，本県として行ってきた取組について主な内容を5つ取り上げ

まして，その概要をご説明させていただきます。 

まず初めは，被災した児童生徒の学習支援を行うための教員の

増員，すなわち教育復興加配教員についてでございます。 

ご承知のとおり，教員の数は児童生徒の人数により法律で規定さ

れております。しかし，東日本大震災の被害が甚大であり，児童生

徒の教育活動を保障していく上からも，一人でも多くの教員を配置

してほしいという求めが沿岸被災地を中心に上がっておりました。県

では，この求めに応えるために国に何度も要求し，そして国のご配

慮をいただき，市町村の要望どおり増員し配置しているのが教育復

興加配教員であります。 

このスライドにありますように，震災以降，200人を超える教員を増

員してまいりました。例えば，具体例で申し上げますと，気仙沼小学

校，これは児童数からすれば17人の教員であるところに，3人の教育

復興加配教員を加えているところでございます。このように，特に被

害の大きかった沿岸被災地の学校へ，市町村の求めに応じて教員

を増員しているところでございます。 

このように教員が増員されたことを生かしまして，実践としてその

成果がそれぞれの学校から報告されているところでございます。例

えば仮設住宅において家庭学習が十分できない状況にある児童生

徒が多くいる学校においては，教員が増員されたことにより，複数の

教員で授業を行うチームティーチングを取り入れたり，放課後や長

期の休み期間に学習支援を行ったりして，学習内容の確実な定着

を図っているところでございます。また，保護者も含めて生活環境の

変化に適応できないことで不安を増している学校においては，通常

学校には1名しかいない養護教諭を2名配置しておりまして，これは

児童生徒のみならず保護者にも寄り添い，担任やスクールカウンセ

ラーとも連携して心のケアに当たっているところでございます。このよ

うな取組はいずれも，不登校やいじめ，暴力行為といった生徒指導

問題行動への対応や児童生徒の心のケア，さらには学習内容の定

着と，きめ細やかな対応に結びついているところであります。 

続いては，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの

派遣についてでございます。 

この取組は，被災した児童生徒の心のケアはもとより，教職員や

保護者が抱える様々な問題に対応するため，臨床心理士の資格を

持ったスクールカウンセラーや，社会福祉士又は精神保健福祉士
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題を抱えているはずなんです。発達が，もしかしたら，かなりゆがん

でしまっているかもしれない。ですから，小学校に上がってくる子ども

の実態はもっともっと知らなくてはいけない。現場の学校では，落ち

つかなさとか不安定さが実際に懸念されておりますので。そして，こ

の子ども達が小学校高学年，そして中学に進んでいくのですから。

その子ども達がどんな状態にあるのか，どんな問題を出すのかを知

らなくてはいけないということですね。学校は，社会資源の活性化を

促し，そういうものと連携をしなくてはならないと思うんです。 

それから，忘れてはならないもう一つの課題は，転居・転校した子

どもの支援です。南三陸町とか気仙沼市とか石巻市の子ども達が随

分内陸部の学校に転校しているんです。家族全体が転居していま

す。その数が相当な数いるはずです。そういった子ども達にも目を

向けていかなくてはいけないと思うのです。 

私の持ち分の時間が来てしまいましたので，この辺で私のお話を

終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。 

 

 

○活動報告２ 宮城県教育庁参事兼義務教育課長  

桂島 晃 氏 

皆様，改めてこんにちは。ただいまご紹介いただきました宮城県

教育庁参事兼義務教育課長の桂島でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

先ほど来お話にありましたように，間もなくあの大震災から5年を迎

えようとしております。今日は貴重な機会をいただきましたので，5年

間という月日を経た今，学校はどのような状況なのか，また，学校の

復興に当たり，県教育委員会や市町村教育委員会がどのような取

組をしてきているのかということについて，その概要をお話しさせて

いただきます。 

お手元に配布しました4枚つづりの宮城県教育委員会の資料を

ごらんいただきたいと思います。 

はじめに，児童生徒を取り巻く生活環境を取り上げ，子ども達の

現状についてご報告申し上げます。 

まずは，仮設住宅で暮らす，またそこから学校へ登校している児

童生徒の数についてでございます。グラフからもお分かりのように，

その数は年々減少してきてはおりますけれども，県全体ではいまだ

に2,800人を超える児童生徒が仮設住宅で生活し，毎日学校へ通っ

てきております。その中でも特に被害が大きかった女川町，南三陸

町においてはそのような子ども達が多く，それぞれの町の全児童生

徒のうち3割から4割の児童生徒が仮設住宅で暮らしているという大

変厳しい状況が続いているところでございます。 

次に，仮設住宅等から学校へスクールバスを利用して来る児童

生徒の数についてでございます。これにつきましても，先ほどの仮設

住宅に住んでいる児童生徒数と同様に，その割合は年々減少傾向

にありますが，県全体では2,700人を超える児童生徒が市町村のスク

ールバスを利用しており，平均すると片道10キロの道のりを，また中

には片道30キロもの道のりを，バスに揺られて毎朝学校へ通い，放

課後にまた仮設住宅等へ帰っていくという日常を送っているところで

ございます。震災前には徒歩で学校に通ってきていたことを考えれ

ば，やはり被災地の子ども達は依然厳しい状況に置かれていると言

わざるを得ません。 

また，この表のように，特に被害が大きかった沿岸部の小中学校

の中には，校舎が被災してしまったために，現在もプレハブ等の仮

の校舎や他の学校の一部に間借りしながら学校生活を送らざるを

得ない学校も今なおあるというのも現実でございます。 

このように，震災による被害が大変大きかった沿岸部の市や町に

おいては，各方面の努力により改善は見られてきているものの，児

童生徒の生活の基盤となる住まいの状況，そして毎日の学校生活

を成立させる登下校や校舎といったいずれの状況においても，まだ

厳しい状況にあるというのが実態でございます。 

さて，続いては，そのように厳しい状況に置かれている子ども達の

心や，それが背景となり表出する行動について少し触れさせていた

だきます。2つのグラフは，左が学校等へ配置されているスクールカ

ウンセラーへの相談件数，また右側のグラフは問題行動等の発生

件数をあらわしたものでございます。 

まず，スクールカウンセラーへの相談件数をあらわした左のグラフ

をごらんいただきたいと思います。震災が発生して以来，相談件数

は増加しておりましたが，平成26年度においてはやや減少いたしま

した。しかし減少といっても，震災発生年度の平成22年度に比べれ

ば約1.4倍の件数でございまして，依然多い状況であることに変わり

ありません。 

続いて，左側のグラフ，児童生徒の問題行動等の発生件数をご

らんいただきたいと思います。これは2つの折れ線で表しております

が，下は暴力行為の発生件数，そして上は不登校となった児童生

徒の人数について，それぞれあらわしております。まずは，上の折

れ線にある不登校の児童生徒数についてでございますが，本県の

不登校は震災前から高い状況にありましたけれども，震災後その状

況がさらに高まっているところでございます。中でも中学校において

は，増加傾向が震災後，顕著に現れ，在籍している全ての児童生

徒数に占める不登校の割合を表した出現率，これが全国でも上位と

なり，平成24年度，25年度は全国ワーストとなっているところでござい

ます。一方，下の折れ線である暴力行為についてでございますが，

震災前と比べ，特に大きな増減は見られておりません。しかし，暴力

行為につきましては，全国的な傾向でもありますが，小学校の低学

年において多くなりつつあります。 

県では，スクールカウンセラーへの相談や暴力行為の発生は子

ども達が何らかのストレスを抱えているあらわれでもあるというふうに

捉えており，これまでお話しいたしました震災による子ども達を取り

巻く生活環境の厳しさも少なからずその背景にあるものと考えている

ところでございます。 
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もう一つ，子ども達の現状をあらわしているものとして私たちが捉

えている内容をお伝えいたします。それは，震災を思い出し，気持

ちが落ちつかなくなる児童生徒，これがかなり多くいるということでご

ざいます。表面にはあらわれないけれども，そういう気持ちを持って

いる児童生徒が，小5で約2割2,000人，中2で約1割１,000人おりまし

て，これは小5と中2のみの数ですので，全ての学年の児童生徒とな

ると，そういう気持ちを持った子がかなり多くいるのではないかと捉え

ております。 

このことからも，震災から間もなく5年になろうとしている今なお，子

ども達の心のうちにも震災の直接，間接の体験が影を落としていると

言えるものと捉えております。 

加えて，児童生徒の学力や体力についても少し触れさせていた

だきたいと思います。学力について表しているのは，スクリーンの上

半分にある2つのグラフでございます。これらのグラフはいずれも全

体的にやや右肩下がりとなっておりまして，本県の児童生徒の学力

は，全国との有意差は見られませんが，やや低下傾向にあることが

理解できるかと思います。また，体力や運動能力についてですが，

中学2年男子については全国平均を上回っているものの，中学2年

女子と小学校5年の男女についてはいずれも全国平均を下回って

いるという状況でございます。校庭に，先ほど本間先生のお話にも

ありましたように，仮設住宅がまだ残っている学校もありまして，また

スクールバスですぐに帰らなければならないというような状況もありま

して，運動する環境に制限のある学校もあることから，県におきまし

ては，長縄8の字跳びなど，運動機会の創出を工夫しているところで

ございます。 

さて，これまで述べてきたように，震災以降，依然厳しい状況にあ

る児童生徒に向き合いながら学校の日常をつくりあげてきている，

今度は先生方の現状について報告させていただきます。学校の先

生方は，震災発生時，とても大きな揺れに動揺する子ども達を落ち

つかせながら守りました。そして保護者へ引き渡しました。また，それ

と並行して，安全な場所として学校を頼りに次から次へとやってくる

被災された多くの住民の方々を守る避難所の運営にも携わりました。

そしてそれ以降は，学校の再開と日常を取り戻すべく奮闘し続けて

まいりました。その努力により，今，一部を除き，学校は日常を取り戻

しております。ただ，先生方のそのような努力は，本来業務の他，

様々な環境を背景とした児童生徒に対するきめ細かな対応も求めら

れる中でなされたものであり，そのため，先生方自身の心身にきしみ

が見られているというのも現実でございます。きしみの例として，ここ

では２つのグラフを表しております。左が先生方が感じている業務量

や健康状態でございます。また，右が病気休暇と病気休職をとった

先生方の数でございます。これらのグラフが示すように，先生方にも

やはり震災の影響が少なからずあり，心身にきしみを生じさせている

のが実態でもあります。 

これまで述べてまいりました震災による学校教育への影響に対し

まして，本県として行ってきた取組について主な内容を5つ取り上げ

まして，その概要をご説明させていただきます。 

まず初めは，被災した児童生徒の学習支援を行うための教員の

増員，すなわち教育復興加配教員についてでございます。 

ご承知のとおり，教員の数は児童生徒の人数により法律で規定さ

れております。しかし，東日本大震災の被害が甚大であり，児童生

徒の教育活動を保障していく上からも，一人でも多くの教員を配置

してほしいという求めが沿岸被災地を中心に上がっておりました。県

では，この求めに応えるために国に何度も要求し，そして国のご配

慮をいただき，市町村の要望どおり増員し配置しているのが教育復

興加配教員であります。 

このスライドにありますように，震災以降，200人を超える教員を増

員してまいりました。例えば，具体例で申し上げますと，気仙沼小学

校，これは児童数からすれば17人の教員であるところに，3人の教育

復興加配教員を加えているところでございます。このように，特に被

害の大きかった沿岸被災地の学校へ，市町村の求めに応じて教員

を増員しているところでございます。 

このように教員が増員されたことを生かしまして，実践としてその

成果がそれぞれの学校から報告されているところでございます。例

えば仮設住宅において家庭学習が十分できない状況にある児童生

徒が多くいる学校においては，教員が増員されたことにより，複数の

教員で授業を行うチームティーチングを取り入れたり，放課後や長

期の休み期間に学習支援を行ったりして，学習内容の確実な定着

を図っているところでございます。また，保護者も含めて生活環境の

変化に適応できないことで不安を増している学校においては，通常

学校には1名しかいない養護教諭を2名配置しておりまして，これは

児童生徒のみならず保護者にも寄り添い，担任やスクールカウンセ

ラーとも連携して心のケアに当たっているところでございます。このよ

うな取組はいずれも，不登校やいじめ，暴力行為といった生徒指導

問題行動への対応や児童生徒の心のケア，さらには学習内容の定

着と，きめ細やかな対応に結びついているところであります。 

続いては，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの

派遣についてでございます。 

この取組は，被災した児童生徒の心のケアはもとより，教職員や

保護者が抱える様々な問題に対応するため，臨床心理士の資格を

持ったスクールカウンセラーや，社会福祉士又は精神保健福祉士
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今年度，県では，被災した経験やそのときの思いを作文にまとめ

る東日本大震災心の復興記録集の作成に取り組んでおり，小中学

生については124の作文が県内各地から寄せられております。紹介

する作文は，その中の一つ，石巻市の中学校2年女子がつづった

「感謝の気持ち」という作文であります。笑顔が絶えない生活を家族

7人で送っていた小学校3年生だったあの日，その家族のうち4人が

津波にのまれ犠牲となったそうです。作文には，正直今でも震災の

ことは余り詳しく話したくありませんとつづられておりました。そして，

震災から4年半，ようやく落ちついた生活ができるようになってきた今，

わかってきたこと，言えるようになってきたことがありますともつづられ

ております。 

それでは，スライドをごらんになっていただきたいと思います。 

（音楽に合わせて，「感謝の気持ち」の作文が流れる） 

あの震災は，多くの子ども達から大切なものやかけがえのないも

のを奪いました。そして，震災から5年が経とうとしている今なお厳し

い環境の中で学校生活を送っている多くの子ども達がいます。しか

し，ただいま紹介したように，作文をつづった女子中学生のように，

宮城の子ども達は，そのような状況の中にあっても，あの震災という

経験も踏まえ，一歩ずつしっかりと成長し続けております。そのことを

会場の皆様へお伝えし，私の報告を終わらせていただきます。ご清

聴ありがとうございました。 

 

 

○活動報告３ 地方独立行政法人宮城県立病院機構 

宮城県立精神医療センター 

東日本大震災みやぎ子ども支援センター長 

大原 慎 氏 

ただいまご紹介いただきました東日本大震災みやぎ子ども支援

センターの大原と申します。本日はこのような報告の機会を与えてい

ただき，心より感謝申し上げます。 

早速ではございますが，東日本大震災みやぎ子ども支援センタ

ーの活動の振り返りと我々が考える今後の課題等についてご報告さ

せていただきたいと思います。 

東日本大震災みやぎ子ども支援センターの前身は，東京にありま

す社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所

の中に，東日本大震災中央子ども支援センター，これが2011年10月

に設置されたことから始まります。このとき同時に，継続的，長期的

な支援が必要となることから，関係する職能団体，学会，専門職の

養成校，民間団体等が一堂に会し支援方策について協議を行い，

共同して支援活動を展開するために，東日本大震災中央子ども支

援センター協議会も設置いたしました。 

翌年の2012年2月に，東日本大震災中央子ども支援センターの

宮城県事務所として，県の子ども総合センターの執務室をお借りし

てスタートいたしました。この時から現在に至るまで，本間所長を初

め多くの所員の方からご指導とご協力をいただき活動を続けており

ます。活動開始時期は多少ずれますが，この時，岩手，福島にも子

ども支援センターが発足し，現在も連携しながら活動を続けておりま

す。2013年には，東日本大震災における子どもへの支援に関する

提案・提言をまとめ，関係機関に提出させていただきました。2014年

4月からは，宮城県立病院機構宮城県立精神医療センターが県か

ら委託を受けまして，名称も東日本大震災みやぎ子ども支援センタ

ーとし，現在に至っております。 

子ども支援センターの主な活動ですが，一つ目に被災地支援ニ

ーズの把握，二つ目に児童精神科医等専門職による相談支援，三

つ目にプレイメイクによる支援，四つ目に子どもの心のケアに関する

研修があります。 

支援ニーズの把握については，津波被害が甚大であった県内沿

岸地域を中心に保育所や学校など子どもに関係する機関を直接訪

問し，子どもや保護者，先生方の全体的な様子を伺わせていただき

ました。把握したニーズをもとに支援活動を展開させ，活動の中で

得たニーズをさらにフィードバックさせて，次の活動の中に取り込ん

でいきました。我々が活動を行う上で，この支援ニーズの把握は最

も重要な活動と位置づけております。ニーズや状況は刻々と変化し，

また人の気持ちも同様に変化をします。そのため，直接伺ってみな

ければ分からないこと，伝わらないこと，実感できないことも多く，常

に現場でお話を伺うことを大切にしてきました。また，顔が見える関

係性を大切に，継続的に関わることで信頼関係もでき，現地の方々

が安心してお話ししていただけるようになりました。 

年を追って全体的な状況を紹介します。 

まず，2012年ですけれども，私たちが活動を開始したのは震災か

ら１年が経過しようとしていたころです。当時はまだまだ混乱している

という様子がありました。また，この年は，保育所や幼稚園を中心に

訪問させていただいておりました。当時特徴的だったのが，どの施

設に行っても徐々に子ども達の落ちつきのなさや不安定さといった

ものは見られていたのですが，子ども達がいるから頑張れています

と先生方はお話ししていました。ニーズとしては，人手不足のために

増員してもらいたい，あるいは研修会ばかりで疲れるので，行うなら

元気をもらえる研修会をしてもらいたいというような要望がありました。

また，心のケアに関する研修会はたくさんあるものの，では実際に子

ども達にどのようなことをすることが心のケアにつながるのかということ

を教えてほしいとも言われておりました。 

2013年には，子ども達の進学・就学に伴い，沿岸地域の小学校

や中学校へも訪問を拡大させていただきました。全体的には徐々に

日常性を取り戻している様子がありましたが，非日常が日常になっ

ているということもありました。大人が徐々に回復し，また環境も少し

ずつ改善してきていることもあり，ある意味で安心して子ども達が課

題や問題を表面化してくれるようになってきていたと思います。また，

この頃から，震災後に生まれた子ども達についても不安定さが見ら

れるというお話も伺っておりました。このころ先生方がよくお話しにな

っていたのは，職員間での温度差がより広がってきているということ

でした。これは，自分自身の体験を語ったり，共有したりできない状

況にあるということです。また，疲弊が続き，子ども達の笑顔を見ても
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の資格を持ったスクールソーシャルワーカーを教育委員会や学校

へ派遣し，相談活動を行ったり，児童生徒が抱える問題を解決する

ために関係する機関と連携体制を整えたりすることで，被災した児

童生徒等が安心して学校生活を送ることができるよう教育相談体制

を整備する取組の一つでございます。本県におきましては，国の支

援を受けまして，スクールカウンセラーを全ての公立中学校に配置

しております。また小学校につきましては，全ての市町村にスクール

カウンセラーを配置することで，その市町村内の全小学校へ派遣す

るという広域配置の形をとっているところでございます。平成26年度

の配置人数は204人，そして応じた相談件数は4万1,000件を超えて

おります。また，スクールソーシャルワーカーにつきましては，希望す

る市町村の全てに配置しております。平成26年度は19の市町村が

配置を希望し，33人を配置いたしました。そして6,000件を超える相

談に応じているところでございます。 

このスライドは，スクールカウンセラーがどのような内容で誰から相

談を受けているかについてまとめたものでございます。児童生徒の

相談内容は，学校生活や友人関係が主なもので多くなっている状

況でございます。教職員からは，児童生徒への関わり方とか，不登

校等の学校不適応行動への対応の仕方について相談が多く寄せ

られております。また保護者からの相談につきましては，家族関係

や子どもへの関わり方等の養育に関する内容が多い状況でござい

ます。なお，相談者の割合は，児童生徒と教職員がそれぞれ約4割

ほど，そして保護者が約2割ほどとなっております。 

ここで，石巻震災心の支援室についても少し触れさせていただき

たいと思います。ご存じのように，今回の震災で最も被害が大きかっ

た地域は石巻市でございます。石巻市は平成26年4月に石巻震災

心の支援室を設置し，県では，被害の甚大さ，そしてそれに伴う児

童生徒やその保護者に対する心のケアの必要性を極めて重く受け

とめまして，石巻震災心の支援室に，指導主事，それから臨床心理

士等の人的支援を行っているところでございます。石巻震災心の支

援室には，指導主事2名の他，4名の臨床心理士が籍を置き，震災

により児童生徒を亡くされた全遺族，今のところ152のご遺族を対象

として，訪問や電話等で個別相談等の支援活動を継続的に行って

いるところでございます。今後もそれぞれのご遺族との信頼関係づく

りを大切にしながら活動を続けてまいります。 

次に，被災した児童生徒の就学支援についてお話しいたします。

支援の対象は，震災により家庭や生活環境が大きく変化し，就学が

困難となった幼児を含めた児童生徒を対象としております。 

支援の内容といたしましては，学用品や給食費，また奨学金とい

った物やお金の支給から，仮設住宅から学校へスクールバスで通

学する際のバスの運行経費など，幅がとても広いものでございます。

スライドには，その支援のうち主な内容を掲載しております。また，右

側には，対象の児童生徒数をグラフで表しております。グラフでもお

分かりのように，対象となっている児童生徒は県内全35市町村に広

がっております。つまり県全体に被害が及んでいるということが理解

できるかと思います。あわせて，支援の対象となっている児童生徒の

約７割が石巻市や気仙沼市等，沿岸部の市や町の子ども達である

ということから，津波被害という今回の震災被害の特徴がうかがわれ

ます。 

さて，震災により，まだまだ住環境が整わなかったり，離れた仮設

住宅からバスで学校への行き来をしたりする環境等の中で学校生

活を送っている児童生徒にとっては，なかなか家庭学習にじっくりと

取り組むことができにくい状況に置かれております。そのような状況

のため，家庭学習の習慣形成が大きな課題となっております。そこ

で，県では，学校外においても子ども達に学びの場を確保するとと

もに，学習習慣の形成を図るために，市町村教育委員会へ支援を

行っております。学び支援コーディネーター事業と呼んでいる取組

がそれに当たります。 

この取組は，平成26年度には26市町村で実施されております。学

習会は，放課後や土曜日，そして夏休みや冬休みといった長期休

業期間にも行われ，公民館や図書館等も会場にして，大学生や地

域の方々が児童生徒の自主勉強への取組を見守り，励まし，時に

はアドバイスをしたりしております。地域の学習会に参加した児童生

徒は県全体で延べ15万3,000人をも超えており，必要性も高いことか

ら，今後も，実施していない市や町にも活用を呼びかけていきながら，

継続してまいりたいというふうに考えております。 

続いて，社会教育施設についてでございます。皆さんご存じのよ

うに，学校教育は，学校はもとより，自然の家や市町村の体育館など

も学習の場として活用しているところでございます。自然の家を活用

しながら，様々な自然体験を宿泊しながら友達と一緒に行う集団宿

泊学習，これは児童生徒を一回り大きく成長させるということで，とて

も貴重な学習経験というふうに捉えております。市町村の体育館や

グラウンド等を活用する中学生の部活動や小学生のスポーツ少年

団活動等も，体はもちろん心もたくましく育てる上で大変教育的意

義のある社会教育活動であります。また地域の公民館等では，子ど

も達にとって，子ども会活動の集団づくりの場や地域の文化的活動

の場として身近な学習施設でございます。 

そのような社会教育施設も今回の震災において大きな被害を受

けました。その復旧にはいましばらく時間を要します。県では，国か

らの財政支援も得ながら復旧に取り組み，児童生徒を取り巻く学習

環境をより一層整えてまいりたいというふうに考えております。 

これまでお話ししてまいりましたように，教育現場，いまだ厳しい状

況が続いております。そして，特に沿岸部の学校においては，一日

も早い復旧・復興が待ち望まれます。そのような復旧・復興を果たす

ためには，次世代を担う人材の育成が必要であり，それを支えるの

がほかならぬ教育の使命であるというふうに考えております。本県に

おきましては，本日ご報告申し上げましたこれまでの取組を国からの

支援をいただきながらさらに進め，被災した子ども達一人一人の心

に寄り添い，教育の充実と推進にこれからも全力で取り組んでまいり

たいと思います。 

さて，ちょっと時間がありますので，報告の最後に，ある中学生の

作文の一部を紹介いたします。 
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今年度，県では，被災した経験やそのときの思いを作文にまとめ

る東日本大震災心の復興記録集の作成に取り組んでおり，小中学

生については124の作文が県内各地から寄せられております。紹介

する作文は，その中の一つ，石巻市の中学校2年女子がつづった

「感謝の気持ち」という作文であります。笑顔が絶えない生活を家族

7人で送っていた小学校3年生だったあの日，その家族のうち4人が

津波にのまれ犠牲となったそうです。作文には，正直今でも震災の

ことは余り詳しく話したくありませんとつづられておりました。そして，

震災から4年半，ようやく落ちついた生活ができるようになってきた今，

わかってきたこと，言えるようになってきたことがありますともつづられ

ております。 

それでは，スライドをごらんになっていただきたいと思います。 

（音楽に合わせて，「感謝の気持ち」の作文が流れる） 

あの震災は，多くの子ども達から大切なものやかけがえのないも

のを奪いました。そして，震災から5年が経とうとしている今なお厳し

い環境の中で学校生活を送っている多くの子ども達がいます。しか

し，ただいま紹介したように，作文をつづった女子中学生のように，

宮城の子ども達は，そのような状況の中にあっても，あの震災という

経験も踏まえ，一歩ずつしっかりと成長し続けております。そのことを

会場の皆様へお伝えし，私の報告を終わらせていただきます。ご清

聴ありがとうございました。 

 

 

○活動報告３ 地方独立行政法人宮城県立病院機構 

宮城県立精神医療センター 

東日本大震災みやぎ子ども支援センター長 

大原 慎 氏 

ただいまご紹介いただきました東日本大震災みやぎ子ども支援

センターの大原と申します。本日はこのような報告の機会を与えてい

ただき，心より感謝申し上げます。 

早速ではございますが，東日本大震災みやぎ子ども支援センタ

ーの活動の振り返りと我々が考える今後の課題等についてご報告さ

せていただきたいと思います。 

東日本大震災みやぎ子ども支援センターの前身は，東京にありま

す社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所

の中に，東日本大震災中央子ども支援センター，これが2011年10月

に設置されたことから始まります。このとき同時に，継続的，長期的

な支援が必要となることから，関係する職能団体，学会，専門職の

養成校，民間団体等が一堂に会し支援方策について協議を行い，

共同して支援活動を展開するために，東日本大震災中央子ども支

援センター協議会も設置いたしました。 

翌年の2012年2月に，東日本大震災中央子ども支援センターの

宮城県事務所として，県の子ども総合センターの執務室をお借りし

てスタートいたしました。この時から現在に至るまで，本間所長を初

め多くの所員の方からご指導とご協力をいただき活動を続けており

ます。活動開始時期は多少ずれますが，この時，岩手，福島にも子

ども支援センターが発足し，現在も連携しながら活動を続けておりま

す。2013年には，東日本大震災における子どもへの支援に関する

提案・提言をまとめ，関係機関に提出させていただきました。2014年

4月からは，宮城県立病院機構宮城県立精神医療センターが県か

ら委託を受けまして，名称も東日本大震災みやぎ子ども支援センタ

ーとし，現在に至っております。 

子ども支援センターの主な活動ですが，一つ目に被災地支援ニ

ーズの把握，二つ目に児童精神科医等専門職による相談支援，三

つ目にプレイメイクによる支援，四つ目に子どもの心のケアに関する

研修があります。 

支援ニーズの把握については，津波被害が甚大であった県内沿

岸地域を中心に保育所や学校など子どもに関係する機関を直接訪

問し，子どもや保護者，先生方の全体的な様子を伺わせていただき

ました。把握したニーズをもとに支援活動を展開させ，活動の中で

得たニーズをさらにフィードバックさせて，次の活動の中に取り込ん

でいきました。我々が活動を行う上で，この支援ニーズの把握は最

も重要な活動と位置づけております。ニーズや状況は刻々と変化し，

また人の気持ちも同様に変化をします。そのため，直接伺ってみな

ければ分からないこと，伝わらないこと，実感できないことも多く，常

に現場でお話を伺うことを大切にしてきました。また，顔が見える関

係性を大切に，継続的に関わることで信頼関係もでき，現地の方々

が安心してお話ししていただけるようになりました。 

年を追って全体的な状況を紹介します。 

まず，2012年ですけれども，私たちが活動を開始したのは震災か

ら１年が経過しようとしていたころです。当時はまだまだ混乱している

という様子がありました。また，この年は，保育所や幼稚園を中心に

訪問させていただいておりました。当時特徴的だったのが，どの施

設に行っても徐々に子ども達の落ちつきのなさや不安定さといった

ものは見られていたのですが，子ども達がいるから頑張れています

と先生方はお話ししていました。ニーズとしては，人手不足のために

増員してもらいたい，あるいは研修会ばかりで疲れるので，行うなら

元気をもらえる研修会をしてもらいたいというような要望がありました。

また，心のケアに関する研修会はたくさんあるものの，では実際に子

ども達にどのようなことをすることが心のケアにつながるのかということ

を教えてほしいとも言われておりました。 

2013年には，子ども達の進学・就学に伴い，沿岸地域の小学校

や中学校へも訪問を拡大させていただきました。全体的には徐々に

日常性を取り戻している様子がありましたが，非日常が日常になっ

ているということもありました。大人が徐々に回復し，また環境も少し

ずつ改善してきていることもあり，ある意味で安心して子ども達が課

題や問題を表面化してくれるようになってきていたと思います。また，

この頃から，震災後に生まれた子ども達についても不安定さが見ら

れるというお話も伺っておりました。このころ先生方がよくお話しにな

っていたのは，職員間での温度差がより広がってきているということ

でした。これは，自分自身の体験を語ったり，共有したりできない状

況にあるということです。また，疲弊が続き，子ども達の笑顔を見ても
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がっておりますこのカラフルなもの，日本ではパラバルーンという名

前で使用していることがあると思いますが，我々はパラシュートという

名前で使用しております。これは気球の球皮と同じ素材でできてい

るもので，直径は約8メートルあり，柔らかく，破れにくく，そして子ども

達の興味を引きやすい色合いになっております。このパラシュートの

上にプレイメイクで使用する道具を乗せ，子ども達に自由に遊んで

もらいます。同時に，その安全性や安心して遊ぶことができるもので

あるということを確認してもらいます。 

これは，パラシュートの上にビーチボールなどを乗せて，毛糸で

できたボールなどを乗せて，みんなでパラシュートを上下させて跳

ね上げているところです。こちらも同様の遊びですが，このようにパラ

シュートというのは少し揺らしただけでもやわらかく揺れ動きます。自

分の力で揺らすことも，あるいは止める事もできるということをこの時

に感じてもらいます。 

これはメリーゴーランドと呼んでいる遊びです。中央に数名ずつ

子ども達に座ってもらいます。周囲にいる大人や子どもが，その時

期に子ども達が歌っている歌を元気よく歌いながら，ゆっくりと回して

いきます。この人数の調整も子ども達に行ってもらっています。遊び

を始める前には，必ず全員が参加できるということを伝えております。

この時，待った後でも必ず自分もできるという安心感があると，子ども

達は状況に合わせて自分たちで人数を調整し，待つということがで

きるようになります。 

これも同じメリーゴーランドですけれども，あおむけに寝ている様

子です。子ども達は自然とこのように寝転がるということをしておりま

す。考えてみますと，日常生活の中で堂々と寝転がるという時間，余

りないかなと。しかし，子ども達はこのような時間を欲しているというこ

とが分かります。プレイメイクの中で，このパラシュートの上にうつ伏

せになり，全身で地面に支えられ，安心して身を委ねることができる

という感覚を体験するものもあります。このような遊びも子ども達は好

んで行っております。 

これはパラシュートを引っ張っているところですけれども，子ども達

なりに力強く引っ張るにはどうしたらよいかということを考えた結果，こ

のように踏ん張って，さらに頭が下がるほど角度をつけながら引っ張

っております。引っ張るという単純な遊びですけれども，このような中

にも子ども達の工夫や，体の使い方が出てきています。 

もう少しパラシュートです。これは膨らませてその中に入るという遊

びです。このとき，中に入ってもいいし，外で見ていてもいいというふ

うに，これも自分で決めてもらいます。ちなみになんですけれども，こ

のように，これはきれいなキノコ状に膨らんでいますが，パラシュート

をゆっくりと上下させて閉じるとこういったキノコ状になるのですが，

大人の方の集団でやるとなかなかこのようにきれいに膨らまない場

合があります。子ども達は周囲の状況に合わせて，また自然とタイミ

ングを合わせられる力を持っています。しかし，大人はそれぞれの

やり方が色濃く出てしまうことが多く，時にほとんど膨らまないというこ

とがあります。これがその時の中の様子です。子ども達はこのような

囲われた空間をとても楽しんで，跳んだり走ったり転がって見せたり

と，様々な姿を見せてくれます。 

これは魔法のじゅうたんと呼んでいる遊びです。たくさんの大人が

子どもをしっかりと支え，自分が呼んでもらうと心地よい名前を，子ど

も達の顔を見ながら，優しく，そして楽しく呼びます。そうすると，子ど

も達は少し照れを感じたり，とてもうれしそうな表情を浮かべたりして

くれます。このように，パラシュートという道具一つでも，子ども達のア

イデアを遊びに変えることで何通りもの遊びが作られていきます。現

在，数えてみますと，このパラシュートを使った遊びだけでも50種類

近くありました。 

こちらはスカーフを使った遊びです。これも投げて捕るという簡単

な遊びですが，子ども達にどのように投げ，あるいはどのように捕る

かということを考えてもらい，そしてそれをまたみんなで共有していき

ます。スカーフというやわらかくゆっくり落ちる素材を使うことで，子ど

も達は安心して投げ，また捕ることができます。子どもの運動能力，

あるいは体の使い方，タイミングのとり方等，様子を確認することがで

きます。 

そして，この他，ちょっと写真はないのですが，ロープを使ったよう

な遊びなども行います。この時にはロープを床に置くのですが，幅

の狭い，中くらい，あるいは広いというような3パターンを用意しまして，

子ども達に跳ぶ場所を選んでもらいます。その時，子ども達はスモ

ールステップを重ねながら，自分の能力よりも少し上の力が必要な

場所を，安心して，そして楽しんで跳ぶという姿が見られています。

また，できた時の喜びをとても素直に表現してくれています。このよう

にプレイメイクでは，様々な遊びを子ども達とつくり楽しんでおりまし

た。これは年度別の実績になります。4年間で延べ27施設，106回，

2,000人を超える子ども達が参加してくれました。 

さて，そのプレイメイクの効果についてですが，先ほどお話しした

ように，パラシュートを揺らすと，やわらかく揺れている様子が波のよ

うに見えます。このことを受けて，子ども達は楽しみながらも，様々な

表現をしてくれます。この二つの例にしても，普段はこのような言葉

は発しない子ども達です。また，津波みたいだねという言葉は多く聞

かれましたが，今年度のプレイメイクの最中にも同じように津波みた

いだねというふうに言葉にした子どもがいました。この子どもは震災

当時，1歳か2歳の子どもです。テレビで見たのか，あるいは家庭で

話を聞いたのか，いずれにしても，遊びの中でこのような表現をして

くれる子どもがいるということは実際にあります。 

クールダウンを目的とした遊びの際にもいろいろな表現をしてくれ

ています。プレイメイクの効果を見る目的もありまして，プレイメイクの

前後に人物画を描いてもらっています。その時にも，このようないろ

いろな変化を見せてくれています。プレイメイク後の振り返りやアンケ

ートなどを見ても，先生方の気づきの多さや，子ども達を客観視する

ことで改めて確認できるということが多々ありました。 

次に，子どもの心のケアに関する研修についてです。 

研修を行う際には，参加者のニーズを考慮して内容を設定しまし

た。研修疲れというお話は本当に多くのところで伺いました。そのた

め，状況に合わせて，研修に来たことで疲れるような内容は避けよう
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頑張れなくなってきていますというお話も多く聞かれるようになってき

ました。ニーズとして多かったのが，阪神・淡路大震災後の３年目の

子ども達の荒れということについて教えてほしいということがありまし

た。また同時に，そのためにはどのような子どもの心のケアをしたらよ

いのかということも教えてほしいということがありました。 

2014年には，震災当時のことを語ることができる子どもが増えてき

たというお話が出てきました。また，学校等に通っている間，表面上

は元気に振る舞っているものの，家庭においては一人でトイレに行

くことができない，保護者から離れられない等の子どもの様子も伺い

ました。さらに，同級生が亡くなったことで影響を受けている子ども，

あるいは耐性が弱いと感じられる子どもが多いということ，住居の関

係からほかの学区の子ども達が同じ住宅街に住むこともあり，そのこ

とによるトラブル，あるいは以前は学区内でおさまっていた感染症な

ども多くの学区にわたって広がってしまうというようなお話も伺いまし

た。子ども達の中には，このような状況の中でも回復し，そして日々

意欲的に生活する子どもも見られていました。支援者に関しては，

疲弊したまま仕事を続けていることから，体調を崩したり，子どもに向

き合う気力や意欲が湧かなかったりといったことが出てきました。そ

んな中，今まで子ども達のケアで頑張ってこられた方々が，そろそろ

自分たちのケアをしていただけませんかという声に変わってきました。 

2015年には，震災の直接的な影響というよりも，家庭環境等の二

次的，三次的な被害を受けている子どもが目立つようになりました。

また，子ども達の様子について，発達障害なのか被災による影響な

のかという判断が難しくなってきているという声が年々増えてきてい

て，課題や問題というものがより個別化，複雑化，そして深くなってき

ているという印象があります。支援者自身についても，よりセルフケア

の必要性を強調されており，疲弊の継続がうかがえます。その反面，

生活面において少し余裕が出てこられたのか，震災当時には目を

向けることができなかった子ども達の様子についても目や心を向け

るということができるようになってきたように捉えております。 

次に，児童精神科医等専門職による相談支援についてです。 

専門職は，県内のみならず，井出先生をはじめとして県外からも

多くの方にご協力をいただきました。この相談支援は，要望があった

保育所や学校等に直接出向き，専門職の方々に保育者や教職員

等の困り事や相談に対応していただきました。この相談は，基本的

に支援者支援を通して子ども達のケアにつなげていただくというもの

です。年度別の実績はこのようになっております。 

こちらは各年度の相談内容となっております。保育所や幼稚園等

ではこのような相談がありました。子ども達の落ちつきのなさや攻撃

的な面がある，不安定な姿があるということが年々増えております。

また，特に発達障害なのか震災の影響なのかということに関しては，

学年に限らず相談として上がってきております。こちらは小学校や中

学校での主な相談です。保護者とどのようにして子どもに関する課

題や問題を共有したらよいかというような相談も徐々に多くなってき

ているように感じます。 

次に，プレイメイクによる支援です。 

先ほど本間先生の話にもありましたが，そもそもプレイメイクとは何

かと思われる方がほとんどだと思いますので，少し説明も含め，どの

ように行っていったのかということについてお話しさせていただきた

いと思います。 

これはもともとアメリカでスタートした取組で，子ども達にどのように

癒やしと力を与えるか，また，課題や問題を抱えている子ども達をど

のように発見し，ケアにつなげるかという知識と技術を提供するという

ものです。主に県内の沿岸地域の保育所や幼稚園を対象として行

い，先ほど映っておりました眼鏡をかけたスキンヘッドの方，あの方

から直接指導を受けたスタッフを中心にプレイメイクを行ってきました。

プレイメイクでは，ここに出した5つのこと（心身の統合，協調性を養う，

集中･没頭，心から笑う，自己決定）ができるようにして，最終的に心

身ともに健康な子どもになることを目指して行ってきました。 

次に，基本的な進め方ですが，日本の現状に合わせ，また各施

設でプレイメイクを行うことが負担にならないように考慮しながら行っ

てきました。先ほどのスライドの考え方をもとに子ども達と遊びをつく

っていくもので，本来対象年齢は限定しないのですが，子ども支援

センターの活動としてのプレイメイクでは基本的に5歳児を対象とし

て行ってきました。大人が子どもに遊びをあてがうのではなく，子ども

達がその環境に興味や関心を持ち積極的に関わる，その中から子

ども達の発想を実際に遊びに変換していきます。 

ここから少しプレイメイクの様子をご紹介したいと思います。プレイ

メイクを始めるときには，大抵四つの約束を子ども達と確認します。

一つ目は，楽しく遊ぶためにけがをしないようにすること，そして二つ

目は，スタッフが話をしているときには聞いてほしいということ，三つ

目は，遊ぶときも休む時も，あるいは水分補給や排せつに行く時，こ

ういったことも基本的に自分で決めて行動してくださいということ，四

つ目には，このプレイメイクをやるときは先生方にも参加してもらいま

す。そのため，先生方が，例えば先ほどの三つの約束を守れていな

かったとき，これは優しく教えてあげてほしいということも子ども達に

確認します。この約束というのは，あくまで子ども達に同意を得て決

定します。もし追加で約束事があったり，あるいは何々したほうがい

いというようなことがあれば，子ども達から意見を聞いて取り入れてい

きます。 

この様子は，プレイメイクをスタートしている時の場面です。床に広



【東日本大震災における子どもの心のケアに関する報告会記録】 

－113－ 

がっておりますこのカラフルなもの，日本ではパラバルーンという名

前で使用していることがあると思いますが，我々はパラシュートという

名前で使用しております。これは気球の球皮と同じ素材でできてい

るもので，直径は約8メートルあり，柔らかく，破れにくく，そして子ども

達の興味を引きやすい色合いになっております。このパラシュートの

上にプレイメイクで使用する道具を乗せ，子ども達に自由に遊んで

もらいます。同時に，その安全性や安心して遊ぶことができるもので

あるということを確認してもらいます。 

これは，パラシュートの上にビーチボールなどを乗せて，毛糸で

できたボールなどを乗せて，みんなでパラシュートを上下させて跳

ね上げているところです。こちらも同様の遊びですが，このようにパラ

シュートというのは少し揺らしただけでもやわらかく揺れ動きます。自

分の力で揺らすことも，あるいは止める事もできるということをこの時

に感じてもらいます。 

これはメリーゴーランドと呼んでいる遊びです。中央に数名ずつ

子ども達に座ってもらいます。周囲にいる大人や子どもが，その時

期に子ども達が歌っている歌を元気よく歌いながら，ゆっくりと回して

いきます。この人数の調整も子ども達に行ってもらっています。遊び

を始める前には，必ず全員が参加できるということを伝えております。

この時，待った後でも必ず自分もできるという安心感があると，子ども

達は状況に合わせて自分たちで人数を調整し，待つということがで

きるようになります。 

これも同じメリーゴーランドですけれども，あおむけに寝ている様

子です。子ども達は自然とこのように寝転がるということをしておりま

す。考えてみますと，日常生活の中で堂々と寝転がるという時間，余

りないかなと。しかし，子ども達はこのような時間を欲しているというこ

とが分かります。プレイメイクの中で，このパラシュートの上にうつ伏

せになり，全身で地面に支えられ，安心して身を委ねることができる

という感覚を体験するものもあります。このような遊びも子ども達は好

んで行っております。 

これはパラシュートを引っ張っているところですけれども，子ども達

なりに力強く引っ張るにはどうしたらよいかということを考えた結果，こ

のように踏ん張って，さらに頭が下がるほど角度をつけながら引っ張

っております。引っ張るという単純な遊びですけれども，このような中

にも子ども達の工夫や，体の使い方が出てきています。 

もう少しパラシュートです。これは膨らませてその中に入るという遊

びです。このとき，中に入ってもいいし，外で見ていてもいいというふ

うに，これも自分で決めてもらいます。ちなみになんですけれども，こ

のように，これはきれいなキノコ状に膨らんでいますが，パラシュート

をゆっくりと上下させて閉じるとこういったキノコ状になるのですが，

大人の方の集団でやるとなかなかこのようにきれいに膨らまない場

合があります。子ども達は周囲の状況に合わせて，また自然とタイミ

ングを合わせられる力を持っています。しかし，大人はそれぞれの

やり方が色濃く出てしまうことが多く，時にほとんど膨らまないというこ

とがあります。これがその時の中の様子です。子ども達はこのような

囲われた空間をとても楽しんで，跳んだり走ったり転がって見せたり

と，様々な姿を見せてくれます。 

これは魔法のじゅうたんと呼んでいる遊びです。たくさんの大人が

子どもをしっかりと支え，自分が呼んでもらうと心地よい名前を，子ど

も達の顔を見ながら，優しく，そして楽しく呼びます。そうすると，子ど

も達は少し照れを感じたり，とてもうれしそうな表情を浮かべたりして

くれます。このように，パラシュートという道具一つでも，子ども達のア

イデアを遊びに変えることで何通りもの遊びが作られていきます。現

在，数えてみますと，このパラシュートを使った遊びだけでも50種類

近くありました。 

こちらはスカーフを使った遊びです。これも投げて捕るという簡単

な遊びですが，子ども達にどのように投げ，あるいはどのように捕る

かということを考えてもらい，そしてそれをまたみんなで共有していき

ます。スカーフというやわらかくゆっくり落ちる素材を使うことで，子ど

も達は安心して投げ，また捕ることができます。子どもの運動能力，

あるいは体の使い方，タイミングのとり方等，様子を確認することがで

きます。 

そして，この他，ちょっと写真はないのですが，ロープを使ったよう

な遊びなども行います。この時にはロープを床に置くのですが，幅

の狭い，中くらい，あるいは広いというような3パターンを用意しまして，

子ども達に跳ぶ場所を選んでもらいます。その時，子ども達はスモ

ールステップを重ねながら，自分の能力よりも少し上の力が必要な

場所を，安心して，そして楽しんで跳ぶという姿が見られています。

また，できた時の喜びをとても素直に表現してくれています。このよう

にプレイメイクでは，様々な遊びを子ども達とつくり楽しんでおりまし

た。これは年度別の実績になります。4年間で延べ27施設，106回，

2,000人を超える子ども達が参加してくれました。 

さて，そのプレイメイクの効果についてですが，先ほどお話しした

ように，パラシュートを揺らすと，やわらかく揺れている様子が波のよ

うに見えます。このことを受けて，子ども達は楽しみながらも，様々な

表現をしてくれます。この二つの例にしても，普段はこのような言葉

は発しない子ども達です。また，津波みたいだねという言葉は多く聞

かれましたが，今年度のプレイメイクの最中にも同じように津波みた

いだねというふうに言葉にした子どもがいました。この子どもは震災

当時，1歳か2歳の子どもです。テレビで見たのか，あるいは家庭で

話を聞いたのか，いずれにしても，遊びの中でこのような表現をして

くれる子どもがいるということは実際にあります。 

クールダウンを目的とした遊びの際にもいろいろな表現をしてくれ

ています。プレイメイクの効果を見る目的もありまして，プレイメイクの

前後に人物画を描いてもらっています。その時にも，このようないろ

いろな変化を見せてくれています。プレイメイク後の振り返りやアンケ

ートなどを見ても，先生方の気づきの多さや，子ども達を客観視する

ことで改めて確認できるということが多々ありました。 

次に，子どもの心のケアに関する研修についてです。 

研修を行う際には，参加者のニーズを考慮して内容を設定しまし

た。研修疲れというお話は本当に多くのところで伺いました。そのた

め，状況に合わせて，研修に来たことで疲れるような内容は避けよう
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算を上げております。ただ，これまでと違いますのは，平成23年度か

ら平成27年度までは全額国費の委託費として実施しておりましたが，

平成28年度からは従来の委託費の方式を改め，新たに全額国庫補

助の事業を創設するとともに，スクールカウンセラー等を学校等で活

用するなど，被災した幼児児童生徒や教職員の心のケアに資する

取組を中心とした事業となります。 

スライドは，平成23年度から平成27年度までのスクールカウンセラ

ー・スクールソーシャルワーカーの派遣事業について，岩手，宮城，

福島の派遣の実人数をあらわしています。 

三つ目の子どもの心の健康状態の把握についてです。子どもの

心の健康状態を把握するために，非常災害時の子どもの心のケア

に関する調査を平成24年5月１日現在で実施させていただきました。

この調査に関しては，先生方にも大変お世話になった調査です。こ

れは，東日本大震災に伴う子どもの心身の健康状態を的確に把握

し，子どもの心身の健康状態に応じた行政，学校等の適切な対策を

講じる際の基礎資料とすることを目的として実施した調査です。対象

校としては，東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法が適応され

た地域となっております。種類については，校（園）長調査と学級担

任調査，養護教諭調査，保護者調査，それからスクールカウンセラ

ー調査ということで，回収率は93.7％でした。 

こちらの冊子は，調査対象地域については，学校，教育委員会，

それから調査対象外の地域については，教育委員会へ配布をして

います。 

調査の中で気になったところについてです。これは調査内容の中

から，震災後の子どもの健康問題への取組状況を「健康観察と心の

ケアに関する資質」「組織体制の構築」「支援者のメンタルヘルス」と

いう三つの領域，それからもう少し細かく分けまして，八つの軸に整

理してまとめたものです。 

一番気になったところは，健康観察と心のケアに関する資質のと

ころで，心のケアに関する知識・理解というのが，低い結果が出まし

て，ここが課題となりました。これが詳しいグラフになりますが，校

（園）長，学級担任，養護教諭に同じ質問をしています。「子どもの心

のケアに関する教職員の基礎知識が不十分である」という問いに対

して，５割の学級担任の先生方が不十分であると回答されていまし

た。それから，「震災前，子どもの心身の健康問題に関連した研修

に参加したことがありますか」という質問に対して，学級担任の先生

の５割が研修に参加したことがない，それから「指導や支援を行った

経験がありますか」という問いに対して，4割の先生方が経験はない

というようなお答えでした。 

心のケアの出発点となる健康観察は，校種により差はあるものの，

ある程度の割合で実施されていますが，健康観察した内容を心のケ

アにつなげるための分析は十分でなく，分析の土台となる知識・理

解について不足が見られました。 

以上の課題を受け，心のケア対策として，一つ目としては，教職

員を対象とした研修会を実施しました。これは平成25年・平成26年

に，全国６か所で実施していますので全12か所，それからシンポジウ

ムについては平成19年度から実施しておりましたが，震災が起きた

年については，平成24年に特別に仙台でもシンポジウムを開催して

います。心のケアというと，最初に始めましたころは，ほとんど養護教

諭の先生が参加でした。ここ2,3年については，管理職の先生や教

諭の先生方にも参加していただけるようになりました。心のケアは養

護教諭だけではなく，学校内で連携してやらなければならないこと

が少し意識づけられてきたのかなと思います。 

それから，指導参考資料「学校における子供の心のケア－サイン

を見逃さないために－」ですが，本間先生にも協力していただいて，

平成26年3月に発行しています。これは，教職員による健康観察の

必要性，危機発生時の健康観察のポイント，学校における心のケア

の基本や健康相談のポイント等を具体的に示して，日常からの心の

ケアを進めていくための方策について理解が得られるように構成を

しています。 

最後，四つ目ですが，保護者用リーフレットとして「学校における

子供の心のケア」の中から保護者向けにポイントをまとめたものを作

成しました。これは平成27年2月に先生方のところに送付しているか

と思います。10部ほどしか送っておりませんので，できましたらホーム

ページからダウンロードしていただければなと思います。このリーフ

レットにつきましては，平成18年3月に作成しましたＰＴＳＤのリーフレ

ットを改訂したものです。今後はこの保護者用のリーフレットをご活

用ください。 

健康教育・食育課で進めています学校保健総合支援事業につ

いてです。これは平成24年から平成26年に行っていました「学校保

健課題解決支援事業」と「性に関する指導普及推進事業」を合わせ

たもので，今年度から行っております。メンタルヘルスの課題で実施

している都道府県はたくさんあります。今年度からは，組織体制と人

材の両面に総合的な支援をすることによって，さらなる学校保健の

充実を図っていくということで，組織体制の部分と，健康教育指導者

育成支援事業といいまして，全国規模の研修会に先生方を派遣し

ていただいて，その先生方を中心に研究会を開催し，心のケアの研

修に努めていただくというような事業です。これは来年度も引き続き

行います。 

最後に，今後についてですが，「学校における子供の心のケア」
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と，様々な工夫をさせていただきました。年度別の研修会の内容は

このようになっております。昨年度には，アメリカから専門家を3名招

いて，災害後の活動のあり方や過去各地で起きた災害後の状況や

対応等を教えていただきました。また，虐待やグリーフケアについて

もより専門的なお話をしていただきました。本年度は，このことから得

た知見と本年度の状況やニーズに合わせて内容を検討してまいりま

した。 

ここからは，これまでの活動を通して我々が考える課題などにつ

いてお伝えしたいと思います。 

子ども達への対応としては，このようなことが必要であると考えてい

ます。（震災当時言葉を獲得していなかった幼児や震災後に出生し

た乳幼児への対応，愛着形成の時期に適切に愛着の形成がなされ

なかった児童への対応，遺児や孤児の見守りと対応，家族の不安

定さの影響を受けることへの対応） 

そして，支援者に関しては，このようなことが考えられます。（自分

自身のケアを行える環境整備，子どもの状況を丁寧に捉え直すこと，

各所で出来ることを明確にし,上手に連携を図る，震災前にもあった

良いことは継承し,震災前にもあった悪いことは改善していく） 

いずれにしましても，まず大人が心身ともに健康である，健康でい

ることが可能な環境の整備ということはとても重要だと考えます。疲

れたときには疲れたと遠慮することなく口にできる環境が大事かと思

います。 

課題の一つ目は，これまで報告させていただいたことも含めて，

東日本大震災みやぎ子ども支援センターの活動を通して関わらせ

ていただいたのは本当にごく一部の園や学校です。実際には我々

が拾うことができなかったニーズ等もたくさんあると考えております。

そのため，現在もそのニーズがあったり，あるいは支援を待ったりと

いう状況が考えられます。 

二つ目として，同じ地域に住む住民であるという認識のもとで，子

ども達への対応を考える必要があるのではないかというふうに考えて

おります。 

三つ目として，震災から間もなく5年が経過しますが，徐々に市町

村へいろいろな事業が割り振られていくことが考えられます。しかし，

何もかも市町村にお願いするということではなく，県として行うべきこ

と，国として行うべきことなどをよく検討していただきたいと思っており

ます。 

最後になりますが，今回の震災で得た教訓を，震災に特化すると

いうことではなく，日常レベルで対応ができるシステムの構築が必要

ではないかと考えております。 

以上，駆け足での報告となりましたが，これで東日本大震災みや

ぎ子ども支援センターの活動報告とさせていただきます。これまで多

くのご指導，ご協力を賜り，心より感謝申し上げます。これからの社

会を担う子ども達が心身ともに健やかに育つよりよい環境が整えら

れることを心より願っております。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

○シンポジウム「今後の子どもの心のケアのあり方につい

て」 

●本間博彰宮城県子ども総合センター所長  

それでは，これからシンポジウム「今後の子どもの心のケアのあり

方について」進めていきたいと思います。 

最初に，文部科学省の方と厚労省の方からお話をしていただい

て，それから，今日午前中にお話をしてくださったお二方，それから

報告をした我々も一緒に入って，シンポジウムを続けていきたいと思

います。 

それでは，始めに，文部科学省初等中等教育局健康教育・食育

課健康調査官をされております岩崎さん，よろしくお願いします。 

●岩崎信子文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課健康

教育調査官 

皆様，こんにちは。文部科学省で健康教育調査官をしております

岩崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

私は平成23年度から文部科学省に勤務しております。震災後，

本間先生には，気仙沼の学校巡回に同行させていただき，養護教

諭の先生からお話を聞かせていただく機会を得ました。 

それでは，東日本大震災に係る子どもの心のケアに関するこれま

での取組と今後の支援についてお話をさせていただきます。 

初等中等教育局の取組は，ここに挙げたような，専門家の派遣，

教職員の加配，そして子どもの心の健康状態の把握の三つになりま

す。 

専門家の派遣については，児童生徒課が担当しております。震

災直後の平成23年3月は，当時の学校健康教育課で「子どもの健康

を守る地域専門家総合連携事業」を行っておりましたので，その予

算を活用して臨床心理士の方を延べ216人緊急に派遣しました。平

成23年度以降については，「緊急スクールカウンセラー等派遣事

業」として実施しております。平成26年度は実績として888人，平成27

年度は計画として986人を派遣の予定となっています。 

教職員の加配については，スライドのとおりです。 

平成28年度の緊急スクールカウンセラー等活用事業については，

被災した幼児児童生徒，それから教職員等の心のケアや，教職員・

保護者等への助言，援助，学校教育活動の復興支援，福祉関係機

関等との連携調整等様々な課題に対応するため，スクールカウンセ

ラー等を活用する経費を全額国庫補助で支援するということで，予
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算を上げております。ただ，これまでと違いますのは，平成23年度か

ら平成27年度までは全額国費の委託費として実施しておりましたが，

平成28年度からは従来の委託費の方式を改め，新たに全額国庫補

助の事業を創設するとともに，スクールカウンセラー等を学校等で活

用するなど，被災した幼児児童生徒や教職員の心のケアに資する

取組を中心とした事業となります。 

スライドは，平成23年度から平成27年度までのスクールカウンセラ

ー・スクールソーシャルワーカーの派遣事業について，岩手，宮城，

福島の派遣の実人数をあらわしています。 

三つ目の子どもの心の健康状態の把握についてです。子どもの

心の健康状態を把握するために，非常災害時の子どもの心のケア

に関する調査を平成24年5月１日現在で実施させていただきました。

この調査に関しては，先生方にも大変お世話になった調査です。こ

れは，東日本大震災に伴う子どもの心身の健康状態を的確に把握

し，子どもの心身の健康状態に応じた行政，学校等の適切な対策を

講じる際の基礎資料とすることを目的として実施した調査です。対象

校としては，東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法が適応され

た地域となっております。種類については，校（園）長調査と学級担

任調査，養護教諭調査，保護者調査，それからスクールカウンセラ

ー調査ということで，回収率は93.7％でした。 

こちらの冊子は，調査対象地域については，学校，教育委員会，

それから調査対象外の地域については，教育委員会へ配布をして

います。 

調査の中で気になったところについてです。これは調査内容の中

から，震災後の子どもの健康問題への取組状況を「健康観察と心の

ケアに関する資質」「組織体制の構築」「支援者のメンタルヘルス」と

いう三つの領域，それからもう少し細かく分けまして，八つの軸に整

理してまとめたものです。 

一番気になったところは，健康観察と心のケアに関する資質のと

ころで，心のケアに関する知識・理解というのが，低い結果が出まし

て，ここが課題となりました。これが詳しいグラフになりますが，校

（園）長，学級担任，養護教諭に同じ質問をしています。「子どもの心

のケアに関する教職員の基礎知識が不十分である」という問いに対

して，５割の学級担任の先生方が不十分であると回答されていまし

た。それから，「震災前，子どもの心身の健康問題に関連した研修

に参加したことがありますか」という質問に対して，学級担任の先生

の５割が研修に参加したことがない，それから「指導や支援を行った

経験がありますか」という問いに対して，4割の先生方が経験はない

というようなお答えでした。 

心のケアの出発点となる健康観察は，校種により差はあるものの，

ある程度の割合で実施されていますが，健康観察した内容を心のケ

アにつなげるための分析は十分でなく，分析の土台となる知識・理

解について不足が見られました。 

以上の課題を受け，心のケア対策として，一つ目としては，教職

員を対象とした研修会を実施しました。これは平成25年・平成26年

に，全国６か所で実施していますので全12か所，それからシンポジウ

ムについては平成19年度から実施しておりましたが，震災が起きた

年については，平成24年に特別に仙台でもシンポジウムを開催して

います。心のケアというと，最初に始めましたころは，ほとんど養護教

諭の先生が参加でした。ここ2,3年については，管理職の先生や教

諭の先生方にも参加していただけるようになりました。心のケアは養

護教諭だけではなく，学校内で連携してやらなければならないこと

が少し意識づけられてきたのかなと思います。 

それから，指導参考資料「学校における子供の心のケア－サイン

を見逃さないために－」ですが，本間先生にも協力していただいて，

平成26年3月に発行しています。これは，教職員による健康観察の

必要性，危機発生時の健康観察のポイント，学校における心のケア

の基本や健康相談のポイント等を具体的に示して，日常からの心の

ケアを進めていくための方策について理解が得られるように構成を

しています。 

最後，四つ目ですが，保護者用リーフレットとして「学校における

子供の心のケア」の中から保護者向けにポイントをまとめたものを作

成しました。これは平成27年2月に先生方のところに送付しているか

と思います。10部ほどしか送っておりませんので，できましたらホーム

ページからダウンロードしていただければなと思います。このリーフ

レットにつきましては，平成18年3月に作成しましたＰＴＳＤのリーフレ

ットを改訂したものです。今後はこの保護者用のリーフレットをご活

用ください。 

健康教育・食育課で進めています学校保健総合支援事業につ

いてです。これは平成24年から平成26年に行っていました「学校保

健課題解決支援事業」と「性に関する指導普及推進事業」を合わせ

たもので，今年度から行っております。メンタルヘルスの課題で実施

している都道府県はたくさんあります。今年度からは，組織体制と人

材の両面に総合的な支援をすることによって，さらなる学校保健の

充実を図っていくということで，組織体制の部分と，健康教育指導者

育成支援事業といいまして，全国規模の研修会に先生方を派遣し

ていただいて，その先生方を中心に研究会を開催し，心のケアの研

修に努めていただくというような事業です。これは来年度も引き続き

行います。 

最後に，今後についてですが，「学校における子供の心のケア」
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いるとのお話をいただいたこともあります。受け皿としてのそのような

事業の重要性というのは，そのとき本当に強く認識しました。 

最後になりますけれども，ひとり親家庭への支援といったものも引

き続き実施することとしております。 

先ほど大原さんからのお話にもありましたが，被災直後，市町村

が大きな被害を受けてなかなか支援に強く踏み込むことができない

といったときに，県が中心となって広域自治体としての支援をやりな

がら進んでいくというお話を伺いましたが，子育て家庭の支援という

のは，地域，市町村が中心となって実施していくという面が非常に強

いと思います。これから徐々に一般施策と連結していくといった中で

は，市町村の取組というのが今まで以上に期待されていくことになる

と思います。それを県が広域的に支援をしながら，さらに国がいろい

ろな情報を収集，発信していくという役割分担の中で，さらにこれか

らの被災地の子どもの支援に取り組んでいく必要があるものと考え

ております。 

それから，若干関連するかもしれませんが，子どもの虐待の現状

と対策について説明させていただきたいと思います。 

これも私が着任したころに，数学的には児童虐待が被災地で特

に増えているということではないのですけれども，実際に被災地の

方々，県庁の方とか市町村の方からお話を伺う中では，いわゆる子

どもの虐待リスクというのが高まっていると，それがいつ顕在化する

かというのは分からないけれども，それは本当に肌で感じていると伺

っておりました。今，私が説明するのは，虐待防止対策としての一般

施策ではありますが，ここで説明させていただきます。 

この虐待防止対策につきましては，昨年の12月21日に子どもの貧

困対策会議決定事項としまして，すべての子どもの安心と希望の実

現プロジェクトがとりまとめられました。この中で，さらに児童虐待防

止対策プロジェクトといったものがとりまとめられまして，このプロジェ

クトに基づき，施策を実施していきたいと考えております。具体的に

は，児童虐待の発生予防，発生時の迅速・的確な対応，虐待を受

けた子ども達の自立の支援と，この3つの柱で推進することとしており

ます。 

いずれにしましても，子どもが健全に育っていくという観点からは，

予防対策等について，国と自治体とで連携をしながら実施していく

必要があると考えております。今後とも，ぜひ国の事業を活用してい

ただきながら，また国と連携をとっていただきながら進めていただき

たいと考えております。ありがとうございます。 

●本間所長 

小松さん，ありがとうございました。 

このたびのシンポジウムのタイトルは「今後の子どもの心のケアの

あり方」ということです。今後の子どもの心のケアというのは，一つに

は，復興にまだまだ長い時間を要するこれから先の，後期の被災地

の子どものケアという意味合いが考えられます。もう一つは，自然災

害も含めて我々の想定外のことがこれからどのような形で起こるのか

分かりません。つまり次の災害ということをいつも念頭に置かなけれ

ばなりません。そのために教育の世界では災害教育とか様々なこと

をやっております。ですから，次の災害の心のケアという課題もある

と思います。 

このテーマにつきまして，午前中からのご講演と報告によって，こ

の課題については，すでにお考えの一端が示されているかとは思

いますが，まずは現場を担当されていた3人の方からご発表いただ

き，この課題についての補足あるいはご意見を出していただきたい

と思っております。その後，ロバート先生から，災害対策の先進国で

あるアメリカでの経験から，アメリカと比較してのご助言をいただきた

いと思っております。 

それでは，まず井出先生からお話をしていただければと思います。 

●井出浩関西学院大学人間福祉学部教授 

すでに，午前中にお

話しさせていただいたこ

ととほとんど重なります

が，その後のお話，ある

いはご報告の中にもあ

りましたが，基本的には

やっぱり子ども達が必

ず行く場所である学校

というところが，どうしても中心にならざるを得ないと思います。災害

に関連した心のケアを考えるのであれば，もちろん非常に専門的な

ＰＴＳＤに関する知識や理解とかが当然必要にはなってくるわけで

すが，だからといって学校の現場で先生方が専門的な治療をすべ

きかというと，そうではありません。 

ＰＴＳＤにならないような予防的なケアであるとか，なってしまって

からの治療というのは，結局何をしようとしているかというと，子どもが

どれだけ健康に，精神面に限っての表現になりますけれども，健康

な精神的な成長を遂げてもらえるかどうか，それが目標です。そう考

えると，結局は日々の生活の中で，子ども達が健康に育つような配

慮ということになってきます。ＰＴＳＤ等，特殊な領域に関する知識が

全く必要でないとは言いませんが，それがないと心のケアができな

いということではないと私自身はずっと思っています。 

これまでも，最初はＰＴＳＤの話ばかりしていましたが，ある時期か

ら，もういいから，子ども達が元気に健康に育つためにどうすればい

いか，それは本当に日頃子ども達に関わる立場にある方達が，みん

な考えて，気にしてやっておられることだと思います。ただ，いろんな

出来事があった後というのは，ふだんやっていることだけではちょっ

と足らないところがある。 

そこで，まず何が必要になってくるかというと，本当に治療的なケ

ア，治療が必要かどうか，専門的なケアが必要かどうかということを見

極めるための知識・理解が必要であるのと同時に，ふだんの生活の

中で，ふだんだったらちょっと適当にやっていても，子ども達自身が

自力で回復してくれるようなささいなことにまで少し配慮をして，日頃

の子どもに対する関わり，あるいは子どもに対する観察を平時よりは

丁寧にしていく，それに限るのかなと思っています。それが，まず基

本的なところです。 
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の最初に出てくるページです。先ほどの調査結果のところでもお話

しましたが，危機発生時における心のケアの基盤となるのは，やはり

「毎日の健康観察」「校内組織体制の構築」「心のケアに関する教職

員等の研修」など，日常の取組だと考えております。特に健康問題

に対して早期発見，早期対応を的確に行っていただくためには，日

常の様子との変化に気づくことが一番大事です。そのため，やはり

日ごろから学級担任や養護教諭の先生方を中心としたきめ細かな

健康観察を実施することが大事になってまいります。 

また，学校より家庭であらわれやすい異変や症状があるということ

も言われていますので，保護者と密接に連絡をとり合っていただき

ながら，子どもの様子を観察することが重要となります。子ども達は

時間や場所，あるいは教科や行事によって様々な表情や姿を見せ

てくれます。できるだけ多くの機会を捉えて，子どもの状況を把握す

ることが大事だと思っています。 

先ほど本間所長のお話の中でもありましたように，私もやはり学校

保健を軸とした子どものケアの推進が必要だと考えております。今ま

でもやっていただいているかと思いますけれども，子どもの心身の変

化を見過ごさないように，引き続き取組をどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

私からは以上です。 

●本間所長  

岩崎さん，ありがとうございました。 

続いて，厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課東日本大震

災の被災地子ども支援室室長代理小松さんからお話をいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

●小松秀夫厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課東日本大震

災の被災地子ども支援室室長代理 

ただいまご紹介にあずかりました厚生労働省雇用均等・児童家庭

局総務課東日本大震災の被災地子ども支援室室長代理の小松で

ございます。 

私からは厚生労働省の取組をご説明させていただきます。 

私が今の被災地子ども支援室に着任したのが，3年ほど前，平成

25年の4月１日でした。前任からこの業務を引き継いで，まず自分が

被災地の子どものために，どういった取組，事業を進めるべきかとい

うことで，5月だったと思いますが，本間先生のところにお邪魔して，

そのときに子ども達が抱えている問題や課題，これから発生するで

あろうリスク等々につきましていろいろ教えていただきました。この場

をおかりして感謝申し上げます。そのときにお伺いしたいろいろなお

話を踏まえて，その後の厚生労働省，特に子どもの心のケアの事業

の組立等々の参考にさせていただきました。 

震災から間もなく5年が経とうというところでございます。今年度で

集中復興期間が終了いたしますが，引き続き政府としては，これか

らの５年を復興・創生期間と位置づけ，取組を推進することとしてお

ります。被災した子どもの支援を含む，被災者の健康・生活支援に

ついて，復興・創生期間においても引き続き重要な取組として実施

することとしております。厚生労働省としては，避難生活の長期化に

伴い懸念される心身の健康状態の悪化，コミュニティーの弱体化，

被災者の孤立が課題となっていることを踏まえ，医療，雇用，介護，

それから子どもへの支援についての取組を進めていくこととしており

ます。 

先ほど本間先生からのご説明の中でもあったと伺っておりますが，

この震災で親御さんを亡くした孤児が241人，遺児が1,537人，それ

から，今の孤児の状況としまして，親族のもとで生活をしている子ど

も達が67人，親族が里親として育てているというのが93人，親族以外

の方が里親として育てているのが73人，施設入所，施設で生活をし

ているお子さんが6人となっております。 

こうした震災孤児，遺児の子ども達を含めて，被災した子ども達に

対して，厚生労働省としては，「被災した子どもの健康・生活対策等

総合支援事業」というものを実施しております。平成28年度予算案

では，被災者支援の基幹的事業として一括化した被災者支援総合

交付金220億円の中で，復興庁予算として計上し，この交付金を活

用してその支援を行うことにしております。間もなく国会でも予算案

の審議が始まるものと承知しております。 

この交付金の中身について若干ご説明申し上げます。 

具体的には，市町村が中心になってやっていただきます子ども健

やか訪問事業，それから今なお仮設住宅に住んでおられるご家庭

の子ども達が安心して過ごせるような環境づくりのための事業，遊具

の設置や子育てイベントの開催，親を亡くした子ども達への相談・援

助事業，それから児童福祉施設等での給食安心対策事業，保育料

の減免事業といったことを従来からもやっておりますけれども，引き

続きこれを着実に実施していきたいと考えております。 

それから，今日の報告会のテーマであります子どもの心のケアに

つきましても，児童精神科医や臨床心理士の方を配置した子どもの

心身のケアセンターの設置，それから子どもへの支援に当たる保育

士等の関係職員に対する研修事業，ひとり親家庭の親や子ども達

の交流会の実施といったことを引き続き実施することとしております。

実際に，こういった交流会の実施につきましては，この事業をつくっ

て間もないころに，なかなか参加者が集まらないということを厚生労

働省内で議論したことがありましたが，例えば里親の方々が集まる

里親サロンを実施している方から，里親さんも今参加できなくても，

いつでも参加できるそういった会があるということが，安心感になって
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いるとのお話をいただいたこともあります。受け皿としてのそのような

事業の重要性というのは，そのとき本当に強く認識しました。 

最後になりますけれども，ひとり親家庭への支援といったものも引

き続き実施することとしております。 

先ほど大原さんからのお話にもありましたが，被災直後，市町村

が大きな被害を受けてなかなか支援に強く踏み込むことができない

といったときに，県が中心となって広域自治体としての支援をやりな

がら進んでいくというお話を伺いましたが，子育て家庭の支援という

のは，地域，市町村が中心となって実施していくという面が非常に強

いと思います。これから徐々に一般施策と連結していくといった中で

は，市町村の取組というのが今まで以上に期待されていくことになる

と思います。それを県が広域的に支援をしながら，さらに国がいろい

ろな情報を収集，発信していくという役割分担の中で，さらにこれか

らの被災地の子どもの支援に取り組んでいく必要があるものと考え

ております。 

それから，若干関連するかもしれませんが，子どもの虐待の現状

と対策について説明させていただきたいと思います。 

これも私が着任したころに，数学的には児童虐待が被災地で特

に増えているということではないのですけれども，実際に被災地の

方々，県庁の方とか市町村の方からお話を伺う中では，いわゆる子

どもの虐待リスクというのが高まっていると，それがいつ顕在化する

かというのは分からないけれども，それは本当に肌で感じていると伺

っておりました。今，私が説明するのは，虐待防止対策としての一般

施策ではありますが，ここで説明させていただきます。 

この虐待防止対策につきましては，昨年の12月21日に子どもの貧

困対策会議決定事項としまして，すべての子どもの安心と希望の実

現プロジェクトがとりまとめられました。この中で，さらに児童虐待防

止対策プロジェクトといったものがとりまとめられまして，このプロジェ

クトに基づき，施策を実施していきたいと考えております。具体的に

は，児童虐待の発生予防，発生時の迅速・的確な対応，虐待を受

けた子ども達の自立の支援と，この3つの柱で推進することとしており

ます。 

いずれにしましても，子どもが健全に育っていくという観点からは，

予防対策等について，国と自治体とで連携をしながら実施していく

必要があると考えております。今後とも，ぜひ国の事業を活用してい

ただきながら，また国と連携をとっていただきながら進めていただき

たいと考えております。ありがとうございます。 

●本間所長 

小松さん，ありがとうございました。 

このたびのシンポジウムのタイトルは「今後の子どもの心のケアの

あり方」ということです。今後の子どもの心のケアというのは，一つに

は，復興にまだまだ長い時間を要するこれから先の，後期の被災地

の子どものケアという意味合いが考えられます。もう一つは，自然災

害も含めて我々の想定外のことがこれからどのような形で起こるのか

分かりません。つまり次の災害ということをいつも念頭に置かなけれ

ばなりません。そのために教育の世界では災害教育とか様々なこと

をやっております。ですから，次の災害の心のケアという課題もある

と思います。 

このテーマにつきまして，午前中からのご講演と報告によって，こ

の課題については，すでにお考えの一端が示されているかとは思

いますが，まずは現場を担当されていた3人の方からご発表いただ

き，この課題についての補足あるいはご意見を出していただきたい

と思っております。その後，ロバート先生から，災害対策の先進国で

あるアメリカでの経験から，アメリカと比較してのご助言をいただきた

いと思っております。 

それでは，まず井出先生からお話をしていただければと思います。 

●井出浩関西学院大学人間福祉学部教授 

すでに，午前中にお

話しさせていただいたこ

ととほとんど重なります

が，その後のお話，ある

いはご報告の中にもあ

りましたが，基本的には

やっぱり子ども達が必

ず行く場所である学校

というところが，どうしても中心にならざるを得ないと思います。災害

に関連した心のケアを考えるのであれば，もちろん非常に専門的な

ＰＴＳＤに関する知識や理解とかが当然必要にはなってくるわけで

すが，だからといって学校の現場で先生方が専門的な治療をすべ

きかというと，そうではありません。 

ＰＴＳＤにならないような予防的なケアであるとか，なってしまって

からの治療というのは，結局何をしようとしているかというと，子どもが

どれだけ健康に，精神面に限っての表現になりますけれども，健康

な精神的な成長を遂げてもらえるかどうか，それが目標です。そう考

えると，結局は日々の生活の中で，子ども達が健康に育つような配

慮ということになってきます。ＰＴＳＤ等，特殊な領域に関する知識が

全く必要でないとは言いませんが，それがないと心のケアができな

いということではないと私自身はずっと思っています。 

これまでも，最初はＰＴＳＤの話ばかりしていましたが，ある時期か

ら，もういいから，子ども達が元気に健康に育つためにどうすればい

いか，それは本当に日頃子ども達に関わる立場にある方達が，みん

な考えて，気にしてやっておられることだと思います。ただ，いろんな

出来事があった後というのは，ふだんやっていることだけではちょっ

と足らないところがある。 

そこで，まず何が必要になってくるかというと，本当に治療的なケ

ア，治療が必要かどうか，専門的なケアが必要かどうかということを見

極めるための知識・理解が必要であるのと同時に，ふだんの生活の

中で，ふだんだったらちょっと適当にやっていても，子ども達自身が

自力で回復してくれるようなささいなことにまで少し配慮をして，日頃

の子どもに対する関わり，あるいは子どもに対する観察を平時よりは

丁寧にしていく，それに限るのかなと思っています。それが，まず基

本的なところです。 
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のととらえております。これらを県内全ての学校，学級で実践してもら

い，魅力ある学校づくりに取り組んでほしいと考えております。 

子どもにとって学校に一人一人の活躍の場が必要であるというふ

うに考えており，活躍の場といっても特別な場所とか機会ではなく，

授業の中で教師が子ども一人一人の考えを把握して，子どもの良

いところを理解して機を捉えて発表させる，活躍させる，これが一番

大切であると考えております。ですから，教師の一方的な指導では

なく，子どもの考えを常に把握して，引き出して，授業で発表・活躍

させること，そういう日常の取組が大事であると考えております。井出

先生から後押しをしていただきましたので，この取組を推進してまい

りたいと思います。 

●本間所長 

ありがとうございました。大原センター長，追加のご発言をどうぞ。 

●大原慎地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立精神医

療センター東日本大震災みやぎ子ども支援センター長 

私からは，これからの

子どもケアということで，

三点ほど短く。 

まずは，震災当時，

子ども達がどういう状況

で過ごしていたのかと

いうこと，あるいは，それ

から現在に至るまでどう

いうふうに過ごしてきたのかということを改めて捉え直す，そして，子

ども達に安心感，安全感というものを確立してあげるということが今後

必要かなと思っております。 

二つ目として，予測であったり，早目の対応ですね。予防すること

に力を注ぐということが大事かなと思います。 

三つ目に，先ほどもお話ししましたが，声なき声，子どもも含め，あ

るいは本当に大変な方々は声を上げることが難しいと思いますので，

そういったことを意識していただいて，桂島先生もおっしゃっておりま

したが，直接訪問しながらいろいろと教えていただくということが必要

かなと思っております。 

今後起こるであろう災害への対応ということでは，これも三つほど。 

まず，起きてはほしくないですが，災害がもし起きてしまったとき，

ぜひ子どもへの支援ということを手厚くしていただきたいなと思いま

す。今，学校の支援ということがとても大切だというふうなお話があり

ましたが，同時に保育所や幼稚園も手厚く支援をしていただければ

と思っております。 

二つ目に，こちらは今度は起きる前ですね，今のうちにしておける

こととして，今できていることとできていないことを整理するということ

が大事かなと思っております。 

そして，三つ目になりますけれども，こちらも今のうちからと思えば，

ちょっと拙い言葉ですが，心身ともにたくましく，耐性をつけるというこ

とが大事かなと思っております。以上です。 

●本間所長 

全てのことを言ってもらったような感じがして，私，楽になりました。 

続きまして，柳澤先生，災害先進国であるアメリカを見てこられて，

先生が我々に何か助言とかしていただくとすれば，どんなことがあり

ますでしょうか。 

●柳澤ロバート貴裕ニューヨーク・マウントサイナイ医科大学内分

泌内科教授 

今日，こうして県の

取組といいますか活動

を聞かせていただいて，

いろいろなことが行わ

れていて，すばらしい

と驚きました。 

こういう大きな震災

によってできた絆とか関係というのは，これからの将来のこと，例えば

レジリエンストレーニングなどを考えて，それこそ学校のスクールカウ

ンセラーの方だとかにアメリカに来ていただき，新しいアイデアを得

て，それをこれからの事業につなげていただけたらなと思います。 

●本間所長 

なるほど。ありがとうございます。 

後のディスカッションの中に出てくるかもしれませんが，今までの4

人のシンポジスト，報告者のお話を聞いて，岩崎さんと小松さん，何

かつけ加えるようなことがありましたら。小松さんからは，平成28年度，

なお一層予算の確保をしていただけて，それを我々県とか市町村

が果たしてどこまで使えるかという課題がありました。せっかくそういう

資源がありながら，それをうまく使えないということも起こりますし，そ

んなことを含めながら，何か小松さんからつけ加えられることがあっ

たらお願いします。 

●小松室長代理 

先ほど申し上げた話の

中で若干触れさせていた

だいたかもしれませんが，

被災地の子ども支援も含

めて，いわゆる子育て支

援，虐待の予防も含めた

子育て支援というのは，

まず行政の担い手として

は，一義的には地域に密着した市町村の取組というのが非常に重

要だと思います。罹災直後，かなりダメージを受けた市町村が，苦し

みながらできる限りのことをやると。それを，私がうかがった宮城県，

それから当時，一度岩手県の取組を伺ったこともありますが，県が後

方支援をしながらというようなことを伺っていましたけれども，5年たっ

て，これから一般施策に移行していく中では，いよいよその市町村

の取組というのが重要になっていくと思います。 

それからもう一つ，先ほど桂島課長からお話があったと思います

けれども，福祉・子育て支援の事業の中でも，いわゆるアウトリーチ，

かつての福祉というのは申請に来た方に支援をするというのが一般
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それから，文部科学省からのお話にあったように，いろいろな加

配がある，教員の配置が増えているというお話があります。阪神・淡

路のときも，教育担当復興教員，復興担が各学校に配置されました。

加配という形であったと聞いています。 

そのときに，いろいろな働きをその加配の先生がしてくださったわ

けですけれども，養護教諭の先生達の勉強会の中で聞こえてきた

のは，そういう復興担当の先生が，様々なコーディネートであったりと

か，関係機関との連携であったりとか，そういったことに専念してくれ

たことが非常に助かったという話を聞いています。加配ということで人

手が増えるということだけではなくて，その中に専門的にというか専

従するというか，そういう形で取り組む人がいるというのが良かったの

かな。結果として，それぞれの担任の先生方の負担が，少し軽減さ

れたと聞いたことがありましたので，そのことは経験としてお伝えして

おきたいと思います。 

最後ですが，午前中にも，震災後に養護教諭の先生方と精神保

健の勉強会を始めた，事例研修を始めたというふうに申し上げまし

た。最初は手弁当というか，学校の先生と勉強会をしておりましたが，

ある時期からシステムとして教育委員会からの依頼を受けて出られ

るようになりました。 

やり方についてですが，1つの学校の中で1つの事例の研修をす

るというのではなく，区単位や幾つかの学校が集まった単位での勉

強会，研修会をやりました。その意味は，事例についてもちろん学

べるということもありますが，幾つかの学校の先生方がそれぞれの情

報や思いを共有できる。そういったところが，すごく良かったのでは

ないかなと思っています。 

ですから，事例研修という，事例を通して学ぶというときに，事例

のことだけではなくて，先生方の連携，あるいは共通認識を得ていく，

仲間づくりと言ったほうがいいかもしれませんが，そういったことも役

に立ったと思います。今日のいろいろなお話の中で，大原さんから

のお話にもあったかと思いますが，学校の先生方の疲労，子どもに

関わる人達の疲労をどうするかということが，全ての方からお話があ

ったかと思います。それを考える上でも，ふだんとは違う仲間づくりに

も役に立つという意味で，地域の幾つかの学校がまとまったような研

修会みたいなものがアレンジされていくといいのではないかなと思い

ます。もう既に行われているかもしれませんが，それはそれでとても

意味があることだということをお伝えしておきたいと思います。 

●本間所長 

どうもありがとうございました。次に，桂島課長さんからよろしくお願

いします。 

●桂島晃宮城県教育庁参事兼義務教育課長 

今後の支援ということで，県の方針2点について，お話しさせてい

ただきたいと思います。 

キーワードは，相談体制，現場訪問体制の確立です。 

まず，相談体制の確立についてですが，先ほどスライドで紹介し

ました女子中学生のように，4年半経過してやっと震災のことが言え

るようになった子どもがいます。子どもにとって自分の思いとか考え

を言葉や文章に表すと

いうのは，客観的に自

分を見つめることにもな

りますし，非常に大切な

ことであるというふうに考

えております。これは，メ

タ認知と言えるものであ

り，客観的に自分を捉えることによって自分をコントロールすることが

でき，心の安定を図る上でもとても有効なのではないかと考えており

ます。自分の思いとか悩みを表出することができれば，カウンセリン

グや相談につなげることができ，より一層心の安定が図れるものと考

えております。 

また，報告にもありましたが，県の学習状況調査の結果から，震災

を思い出して気持ちが落ちつかなくなるという子どもが，約１～２割

いることが分かっております。表出してはいないが心に不安を抱えな

がら学校生活を送っている子どもがかなり多くいると捉えており，年

月を経るごとに子どもの心の問題というのが見えにくくになっている

のではないかなというふうに考えているところです。 

県教育委員会といたしましては，相談体制の確立が重要と考えて

おり，これまで行ってきたスクールカウンセラーなどによる学校内の

心のケアに加えて，新たに学校外に教育相談支援の拠点を設ける

などして，学校・行政が一体となった総合的な相談体制を確立した

いと思っているところです。 

次に，現場訪問体制の確立についてです。震災から４年10か月

が経過しましたが，沿岸部において課題解決困難なケースが多く見

られ，児童生徒の心のケアをはじめとする諸課題の解決に向けた学

校支援が必要であるということを痛感しております。子ども総合セン

ターの心のケアチーム，又は石巻震災心の支援室等の取組，その

成果を踏まえて，直接現場を訪問して支援することが必要だと考え

ております。石巻震災心の支援室からは，直接家庭に行って相談

すると，来所相談とは違って，受ける側が安心した場所で話をするこ

とになり，いろいろな本音が出てきたり，そういう意味では，気持ちを

しっかり受けとめることができ，それを次につなげられるというようなこ

ともあると伺っております。 

県教委といたしましては，心理士及びスクールソーシャルワーカ

ーと指導主事から成る心のサポート班というものを編制して，学校現

場や家庭での相談等，対応に当たりたいと考えております。現場訪

問という機動性を生かして，相談者等への迅速な対応，これが可能

となると考えております。 

先ほど井出先生から，常日頃が大事だというお話を伺いました。

県教委では，日常の授業を大切にした魅力ある学校づくりに取り組

んでおります。そのために5つの提言というものを県教委から示して

おり，その中の二つの提言を紹介します。一つは，「子どもに積極的

に声をかける」ということであり，これは自己存在感・有用感を高める

ことにつながるものととらえております。二つ目は，「子どもを褒め，認

める」ということであり，これは自己肯定感を高めることにつながるも



【東日本大震災における子どもの心のケアに関する報告会記録】 

－119－ 

のととらえております。これらを県内全ての学校，学級で実践してもら

い，魅力ある学校づくりに取り組んでほしいと考えております。 

子どもにとって学校に一人一人の活躍の場が必要であるというふ

うに考えており，活躍の場といっても特別な場所とか機会ではなく，

授業の中で教師が子ども一人一人の考えを把握して，子どもの良

いところを理解して機を捉えて発表させる，活躍させる，これが一番

大切であると考えております。ですから，教師の一方的な指導では

なく，子どもの考えを常に把握して，引き出して，授業で発表・活躍

させること，そういう日常の取組が大事であると考えております。井出

先生から後押しをしていただきましたので，この取組を推進してまい

りたいと思います。 

●本間所長 

ありがとうございました。大原センター長，追加のご発言をどうぞ。 

●大原慎地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立精神医

療センター東日本大震災みやぎ子ども支援センター長 

私からは，これからの

子どもケアということで，

三点ほど短く。 

まずは，震災当時，

子ども達がどういう状況

で過ごしていたのかと

いうこと，あるいは，それ

から現在に至るまでどう

いうふうに過ごしてきたのかということを改めて捉え直す，そして，子

ども達に安心感，安全感というものを確立してあげるということが今後

必要かなと思っております。 

二つ目として，予測であったり，早目の対応ですね。予防すること

に力を注ぐということが大事かなと思います。 

三つ目に，先ほどもお話ししましたが，声なき声，子どもも含め，あ

るいは本当に大変な方々は声を上げることが難しいと思いますので，

そういったことを意識していただいて，桂島先生もおっしゃっておりま

したが，直接訪問しながらいろいろと教えていただくということが必要

かなと思っております。 

今後起こるであろう災害への対応ということでは，これも三つほど。 

まず，起きてはほしくないですが，災害がもし起きてしまったとき，

ぜひ子どもへの支援ということを手厚くしていただきたいなと思いま

す。今，学校の支援ということがとても大切だというふうなお話があり

ましたが，同時に保育所や幼稚園も手厚く支援をしていただければ

と思っております。 

二つ目に，こちらは今度は起きる前ですね，今のうちにしておける

こととして，今できていることとできていないことを整理するということ

が大事かなと思っております。 

そして，三つ目になりますけれども，こちらも今のうちからと思えば，

ちょっと拙い言葉ですが，心身ともにたくましく，耐性をつけるというこ

とが大事かなと思っております。以上です。 

●本間所長 

全てのことを言ってもらったような感じがして，私，楽になりました。 

続きまして，柳澤先生，災害先進国であるアメリカを見てこられて，

先生が我々に何か助言とかしていただくとすれば，どんなことがあり

ますでしょうか。 

●柳澤ロバート貴裕ニューヨーク・マウントサイナイ医科大学内分

泌内科教授 

今日，こうして県の

取組といいますか活動

を聞かせていただいて，

いろいろなことが行わ

れていて，すばらしい

と驚きました。 

こういう大きな震災

によってできた絆とか関係というのは，これからの将来のこと，例えば

レジリエンストレーニングなどを考えて，それこそ学校のスクールカウ

ンセラーの方だとかにアメリカに来ていただき，新しいアイデアを得

て，それをこれからの事業につなげていただけたらなと思います。 

●本間所長 

なるほど。ありがとうございます。 

後のディスカッションの中に出てくるかもしれませんが，今までの4

人のシンポジスト，報告者のお話を聞いて，岩崎さんと小松さん，何

かつけ加えるようなことがありましたら。小松さんからは，平成28年度，

なお一層予算の確保をしていただけて，それを我々県とか市町村

が果たしてどこまで使えるかという課題がありました。せっかくそういう

資源がありながら，それをうまく使えないということも起こりますし，そ

んなことを含めながら，何か小松さんからつけ加えられることがあっ

たらお願いします。 

●小松室長代理 

先ほど申し上げた話の

中で若干触れさせていた

だいたかもしれませんが，

被災地の子ども支援も含

めて，いわゆる子育て支

援，虐待の予防も含めた

子育て支援というのは，

まず行政の担い手として

は，一義的には地域に密着した市町村の取組というのが非常に重

要だと思います。罹災直後，かなりダメージを受けた市町村が，苦し

みながらできる限りのことをやると。それを，私がうかがった宮城県，

それから当時，一度岩手県の取組を伺ったこともありますが，県が後

方支援をしながらというようなことを伺っていましたけれども，5年たっ

て，これから一般施策に移行していく中では，いよいよその市町村

の取組というのが重要になっていくと思います。 

それからもう一つ，先ほど桂島課長からお話があったと思います

けれども，福祉・子育て支援の事業の中でも，いわゆるアウトリーチ，

かつての福祉というのは申請に来た方に支援をするというのが一般
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私のそれに対する

コメントですが，こんな

ことを言うと怒られるか

もしれませんが，災害

というのは災害以前か

らの問題とか課題を

浮き彫りにします。例

えば名取，今の閖上

地区は，果たして発達障害とかそういう様々な問題にどこまで取り組

めていたのか，震災前に。それがもしかしたら十分でなかったかもし

れない。そして，災害以前には放置されてきたものとか，未解決なま

まにしてきたものというのが，やっぱり今より顕著に出ています。そう

いう意味では，よく言われますが，災害というのは災害以前の問題を

より強く浮き彫りにしますし，あぶり出すような感じがします。 

私達は，災害後の取組の中には，災害によってもたらされたもの

だけではなく，災害以前から引きずってきた問題とか，脇に置いてい

た問題，それらにも取り組まなくてはならないということです。そういう

意味では，もっともっといろいろ力や知識とかが必要になるのだろう

と思います。それをたぶんみんなで今やっている最中だと思います。

それが，まだまだ少し時間がかかるだろうというふうに私は思います

が，何かご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは，もう少しディスカッションを進めたいと思います。今ここ

に出されたことの中で，何かご意見とかありますか。私はこういうこと

を考えているとか，こういうことが必要だとか，そういうものがありました

ら出していただきたい。 

それでは，私から意見を述べさせていただきますが，子どもの中

心的な支援者である学校の先生や保育士さん達の疲れが結構たま

っていらっしゃいます。もしかしたらこの時期に出ている方も結構い

らっしゃるような感じがしております。長丁場になるときに，やっぱり

一番疲れてしまう立場である保育士さんや学校の先生あたりが，自

分達のメンタルヘルスについて，あるいは長丁場を乗り切れるような

何かが欲しいなと思います。それがこれからの時期の大事なテーマ

かなと思います。その辺について井出先生，何かご意見ありますか。 

●井出教授 

さきほども申し上げたとおり，研修会が仲間づくりになればなと思

います。メンタルヘルスを考えるとき，もちろん一人一人で自分なり

の問題解決というのもありますが，やっぱり仲間がいるというのはす

ごくありがたいことですよね。同じことを同じように感じてくれている，

あるいは考え方は違うかもしれないがつらさは同じであったとか，そう

いう仲間と出会えるかどうかというのは，すごく重要なのかなと思いま

す。そこでいろいろなことが話せるというのがいいのかなと思います。 

午前中のお話の中で，柳澤先生から， 9.11の被害者が来ていろ

いろお話をしていったときに，語る機会を与えることができたという話

がありましたが，あれはすごく大切なことだなというふうに思いました。

逆に言うと，アメリカから来てくださって，そのお話を聞くことでようやく

語れる。語るというのは，本当にしんどいときというのは，すごく難し

いんでしょうね。 

だから，無理して話せというわけではないのですが，話すことがで

きる機会というのがいろいろなところであるのがいいのかなというとこ

ろまでで，それでは，どういうふうにすればその機会がつくれるかと

いうのは，ちょっとあまりアイデアはないのですが，唯一のアイデアは，

研究会であれ，ふだんとは違う人達が出会えるときに，何回か出会

っている中で，また話す機会もできるというのはあるかもしれないで

すね。それから，いろいろなところで話せる機会というのができる，何

かそういう仕掛けや工夫があるといいのだろうと思っています。 

●本間所長 

ありがとうございます。柳澤先生，どうぞ。 

●柳澤教授 

長期化ということでは，我々は医学生を毎年被災地に送り，被災

地医療というものを学ばせていただいておりますが，最初に我々も

思ったことが支援者のバーンアウトです。学校の先生，カウンセラー，

そういう方々は，非常に頑張っておられます。頑張り過ぎなのではな

いかということも，我々は少し気になって，バーンアウトの指標のよう

な調査もさせていただきました。やはり皆さんかなり無理をしながら

頑張っておられるようでした。みんなが被災しているんだから，自分

はもっと頑張らなければいけないという，すごくいいことでもあり，ただ，

自己管理という意味では，それが何年も続くと，やはり無理が出てく

るところもあるのかなと思います。ですから，自分のためのウエルネス

トレーニングだったり，そういう自己管理をよくしていただくように，ま

たは疲れたときは疲れたから休みたいと言えるような環境になれば

いいなと思います。 

●本間所長 

なるほど，ありがとうございます。 

そろそろ時間も大分迫ってきましたので，コーディネーターとして

少しだけまとめていきたいと思います。 

今のお話にありましたように，自分のためのウエルネストレーニン

グとか，休暇をとるとか，自分がいい精神状態，いい状態を保つとい

うことが重要だということは分かります。たぶん子ども達は，大人を見

ているんですよね。先生のことも見ているでしょうし，もちろん親のこと

も見ています。先生，保育士さん達がどんな顔をしているのか，どん

な感情状態でいるのか，それは鋭く捉えています。 

心の問題は伝染病みたいなところがあります。その人の感情が伝

わってしまいます。だから，健康な人といると健康になりますし，楽し

そうな人といると楽しくなりますよね。不機嫌な人といると不機嫌にな

ります。そういう意味で，大人が良い状態は，子どもに影響してしまう，

子どもは同じ状態になってしまうということがあります。良くも悪くも，

子どもは大人の影響を受けます。支援者の影響を受けると思うんで
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的でしたが，いわゆる子育て家庭，それから介護の家庭に対しても，

行政サイド，サービスを提供する側が出向いていって，その中からリ

スク等々を把握して次の支援に結びつけていくというのが非常に重

要ですし，今まさに国も力を入れているのはアウトリーチという手法

です。子育て支援の中での利用者支援事業とか，養育支援訪問事

業とか，それから震災のために国で立ち上げた健やか訪問事業，こ

ういったものはどれも市町村事業としても取組ができますので，積極

的に取り組んでいただければと考えております。 

●本間所長 

ありがとうございます。岩崎さん，ご追加を。 

●岩崎調査官 

私は，スクールカウ

ンセラーは専門的な立

場でご助言いただける

と思いますが，やはり

学校保健から見ると，

先ほど井出先生が言

われたように，日常的

な関わりが大事だと思います。ただ単に健康観察も出欠調べをする

だけではなくて，メンタルの面を入れていただき，発達障害のある子

どもや小さい子ども，いろいろポイントが違うかと思います。それにつ

いては先ほどご紹介した「学校における子供の心のケア」の中にポ

イントをまとめておりますので，ふだんから活用してください。ふだん

の子どもの様子が分かっていないと，何か起こったときにサインを見

つけることはできません。やはり一番大事にしていただきたい部分は

そこかなと思います。 

宮城県の場合は，養護教諭を5年間，各3人ですか，兵庫教育大

学の大学院に派遣したり，養護教諭を2人体制にしたり，養護教諭

を中心に心のケアを実施していただいているかと思います。先生方

も大変かとは思いますが，もう一度見直していただいて，日々の取

組をお願いできればと思います。 

●本間所長 

ありがとうございます。 

今日，先ほどのお話も含めて，いろいろなキーワードが出てきて

います。例えば国は，予算や制度面について，県は市町村のでき

なかったことをこの5年間いろいろやってきて，やはりこれからは子ど

ものすぐそばにいる学校の先生とか保育士さんとかが，心のケアの

主たる担い手にならざるを得ないのではないか。あわせて，市町村

がどのようにそういう体制をつくっていくか，つまり，これからは地力を

どういうふうにつけるかということが大きな課題だろうと思います。そし

て，まずは子どもの一番そばにいる人達がそういう力を発揮できるよ

うな仕組みや考え方についての支援が必要だろうと思って私は聞い

ておりました。 

井出先生から言われた日常性の大事さというのは，たぶん学校の

先生達が一番感じていることだと思います。このたびの震災では，

早いところだと4月十何日，遅いところでも大体4月23日には学校が

再開しました。あれだけ早くに学校を再開する，つまり子どもが日常

の生活を送れるようになったこと，そして子どもが学校で守られてい

て，いろいろな活動ができたということ，そのことが心のケアにすごく

大きな役割を果たしていたように感じています。ですから，きちんとし

た日常性をどうつくっていくのかというところに一つ大きなテーマがあ

るような気がいたします。逆に言えば，日常性の崩れていく中で，子

ども達のメンタルヘルスはどんどん崩れていきますし，様々な問題が

発生しているわけですよね。そういう点では，もう一度私達が日常性

というところに立ち返ることが大事かなと思います。 

それから私は，今回，柳澤先生のお話を聞きながら，日本の国は，

これだけの災害に対して随分頑張ったなと改めて感じていました。と

いうより，危機に対して日本の国，あるいは日本人，あるいは被災地

の人達，子どものそばにいる人達は頑張るし，それだけの力を持っ

ているんだというようなことが，5年間の経験で感じ入ったことでしたし，

先生方から言われたことでもありました。そういう意味で，まずは学校

の先生や保育士さん，そしてその周りにいる方々は，結構なことをや

れたんだということをもう一度感じるべきだろうと思います。震災は大

きかったけれども，それなりの良い結果も出ているのだろうと思いま

す。様々な問題がこれからも出てきますが，もしも放っておいたら，こ

んなものではなかっただろうと思います。アメリカのハリケーン・カトリ

ーナのときには学校の再開は，かなり遅れているんですよね。たぶ

ん日本で発生するような子どもの問題よりも，はるかに激しい問題が

出ているのだと思います。それが第2点です。 

さて，フロアの皆さんのほうからどうですか，何か質問とかご発言が

あれば，どうぞご発言ください。 

●参加者（名取市保健師より） 

名取市の閖上地区は，まだ仮設の小学校，中学校です。その中

で子ども達は，閖上小学校に行くだけではなく，近くの増田小学校，

下増田小学校に分散しております。地域の中で子どもが遊ぶという

ことができなくなっています。閖上小学校は，毎年１桁の入学者数な

ので，子ども達の人間関係も固定してしまい，トラブルが起きたとき

に仲間に入れないという悩みを抱えています。親御さん達も，例え

ば発達障害がある親御さんから，どこの学校に入れたらいいのかと

いう相談が毎年ありまして，それに翻弄されている現状があります。 

そういうことを考えますと，まだまだ先生方のご支援とご尽力が必

要かなと，早く閖上小学校が元に戻ってほしいなというのが地域を

担当する保健師の切実な願いです。学校さんだけの努力だけでは

解決できない問題もありますので，今後ともぜひ応援していただきた

いと思います。発達障害の検査も人数が多くて受けてくれるところが

なく，3か月待ち，4か月待ちです。タイムリーに親御さんの相談がで

きない現状がありますので，よろしくお願いしたいと思います。 

●本間所長 

今のお話は，一つは，やっぱり心のケアを含めて，子ども達のケ

アの現状が，まだまだ遅れているということですよね。そして，発達障

害とか新たな問題も結構出ていますよね。そういったことに対する対

応の力が，まだ十分でないということですね。 
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だから，無理して話せというわけではないのですが，話すことがで

きる機会というのがいろいろなところであるのがいいのかなというとこ

ろまでで，それでは，どういうふうにすればその機会がつくれるかと

いうのは，ちょっとあまりアイデアはないのですが，唯一のアイデアは，

研究会であれ，ふだんとは違う人達が出会えるときに，何回か出会

っている中で，また話す機会もできるというのはあるかもしれないで

すね。それから，いろいろなところで話せる機会というのができる，何

かそういう仕掛けや工夫があるといいのだろうと思っています。 

●本間所長 

ありがとうございます。柳澤先生，どうぞ。 

●柳澤教授 

長期化ということでは，我々は医学生を毎年被災地に送り，被災

地医療というものを学ばせていただいておりますが，最初に我々も

思ったことが支援者のバーンアウトです。学校の先生，カウンセラー，

そういう方々は，非常に頑張っておられます。頑張り過ぎなのではな

いかということも，我々は少し気になって，バーンアウトの指標のよう

な調査もさせていただきました。やはり皆さんかなり無理をしながら

頑張っておられるようでした。みんなが被災しているんだから，自分

はもっと頑張らなければいけないという，すごくいいことでもあり，ただ，

自己管理という意味では，それが何年も続くと，やはり無理が出てく

るところもあるのかなと思います。ですから，自分のためのウエルネス

トレーニングだったり，そういう自己管理をよくしていただくように，ま

たは疲れたときは疲れたから休みたいと言えるような環境になれば

いいなと思います。 

●本間所長 

なるほど，ありがとうございます。 

そろそろ時間も大分迫ってきましたので，コーディネーターとして

少しだけまとめていきたいと思います。 

今のお話にありましたように，自分のためのウエルネストレーニン

グとか，休暇をとるとか，自分がいい精神状態，いい状態を保つとい

うことが重要だということは分かります。たぶん子ども達は，大人を見

ているんですよね。先生のことも見ているでしょうし，もちろん親のこと

も見ています。先生，保育士さん達がどんな顔をしているのか，どん

な感情状態でいるのか，それは鋭く捉えています。 

心の問題は伝染病みたいなところがあります。その人の感情が伝

わってしまいます。だから，健康な人といると健康になりますし，楽し

そうな人といると楽しくなりますよね。不機嫌な人といると不機嫌にな

ります。そういう意味で，大人が良い状態は，子どもに影響してしまう，

子どもは同じ状態になってしまうということがあります。良くも悪くも，

子どもは大人の影響を受けます。支援者の影響を受けると思うんで
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す。親も含めて，支援に当たる方々が，自分の健康状態を保つこと。

そして，それがたぶん，子どもにとってのモデルになると思います。こ

んなときにはこんなふうにして自分の親は自分のコントロールをして

いた，先生はこんなときでも頑張れたとか，そういうことはモデルにな

りますよね。 

私は震災の後にブルース・ペリーという人の本を読みました。ブル

ース・ペリーの本の中に，大人というのは，ある程度子どもに対して

辛抱強い対応ができるかどうかということが大事だとあります。今，学

校などでもいろいろ問題が起こっているのは，辛抱強くない先生が

かっとなったり，ごつんとやって体罰とか言われますよね。この辛抱

強さというのはすごく大事なことだろうと思っていました。辛抱強い対

応をしてくれることによって，子どもというのは自分の心の中に安心

感とか信頼感を生み出すようになると思います。自分の心の状態が

良ければ良いほど辛抱強く対応できるのだと思います。自分の辛抱

がきかないときの状態というのが，自分のバロメーターになるのだろう

と思います。そういう意味合いでの支援者の問題というのは，重要だ

と思っていました。 

それから二点目は，この間5年間は，みんな必死でやってきた。そ

して，その当事者が当事者意識を持って，そして当事者が地力をつ

けていく，これが基本だろうと思います。当事者が地力をつけるため

に，例えば周りの人達，県であるとか専門家である人達は，地力を

つけるためのインフォメーションや，そのやり方みたいなところを教え

ていくというようなことが大事かなと思います。いつまでも肩がわりを

するとか，あるいはおせっかいし過ぎてしまうことによっての市町村，

現場の力が損なわれることは，避けるべきだと思っています。 

それから，子どものケアをする上で，先ほどのブルース・ペリーが

本の中に書いていたことがあります。報告書の59ページに，トラウマ

の被害に遭った子どもへの最も効果的な治療についての研究成果

をまとめると，ＣＢＴとかＥＭＤＲとか，いろんな治療方法があります。

効果があるという研究があります。そういう研究結果をまとめると，何

よりも効果があるのは，子どもの日々の人間関係の質と量を上げるこ

とだというんです。つまり，まさしく先生方や保育士さん，スクールカ

ウンセラーの方も関わるわけですが，そういう方々が子どもとの関係

性の質と量を上げることだと。被災地の現場の方々は難しい技術と

かはないかもしれません。けれども，いい人間関係をつくることはそ

んなに難しいことではありません。そこに力を入れていくことが大事

かと思っていました。 

大原さんも言っていましたけれども，やっぱり心のケアにとって重

要な要素というのは，子どもにとって安心できるとか，安全感というも

のをどうやって私達がつくってあげられるかにかかるのではないでし

ょうか。子ども達に最も安心感を与えたのは，子ども達の考え方とか

意思とかを尊重してくれるということです。プレイメイクというのは，で

きるだけ子どもの意思，考え，判断とかを大事にします。子どもが遊

びに入りたくなければ入らなくてもいいんです。入りたければ入れば

いい。子どもというのは，自分の意思を出せるし，それなりの力を持

っています。そこをどのぐらい認めてやれるのか。そして，同時に，

子どもの弱さや傷つきやすさというものを温かく受け入れること。この

子は今傷ついている，この子は今十分でない，それを認めて受け入

れ，子どもが新しいことを学び，ゆっくり覚えていくのを辛抱強く見守

るということが私達に求められていることだと思います。だから，我々

が辛抱強さみたいなものをもう一度つくらなければなりません。大人

がキレてはいけないと思います。 

これからの取組み方については，皆さんの発表されたことそのも

のが，重要なことだったと思っています。私の言ったことは少し蛇足

かもしれません。 

これから我々は，1年歩みながら，それを振り返り，また次の１年を

歩み，また振り返りながら，また次の１年を歩む。それを繰り返して，

神戸のように20年を経て，井出先生の最後のスライドにありましたよう

に，我が県が少しでも明るく希望のある県になるように，子ども達を

見守っていくということなのかなと思っておりました。 

なかなか難しいテーマでしたので，このあたりが私のまとめの限界

かもしれません。ということで，私の役割を終わらせていただきたいと

思います。シンポジウムに長くお付き合いいただきまして，ありがとう

ございました。 
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